
国立特別支援教育総合研究所パンフレット等一覧 

 

国立特別支援教育総合研究所は、神奈川県横須賀市にある、特別支援教育に  

関する我が国唯一のナショナルセンターです。  

特別支援教育に関する研究、研修、情報発信等を行っており、その研究成果や

授業づくり等の教育活動への活用方法、研修コンテンツ等に係るパンフレット等

をご案内いたします。以下のパンフレット等は研究所のホームページで閲覧でき

るようにしております。また、これら以外にも研究所のホームページにて研究成

果物等を発表しておりますのでぜひご覧ください。  

 

＜国立特別支援教育総合研究所ホームページ＞ 

https://www.nise.go.jp/nc/  

 

＜パンフレット等一覧＞ 

資料１ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 NISE 案内パンフレット  

資料２ 「先生の困った！」を解決するために（研究成果物リスト）  

資料３ 肢体不自由特別支援学級の指導ガイドブック  

資料４ 「入院児童生徒等への教育保障体制整備事業」事例整理集  

資料５ 病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育 Q＆A 

資料６ 令和２年度地域実践研究事業報告書  

地域におけるインクルーシブ教育システムの推進  

資料７ インターネットによる講義配信「NISE 学びラボ」  

～特別支援教育 e ラーニング～のご案内  

資料８ 発達障害教育推進センター事業紹介  

資料９ インクルーシブ教育システム構築支援データベース「インクル DB」  

    「合理的配慮」実践事例データベースのご案内  

資料１０ 特別支援教育教材ポータルサイト（支援教材ポータル）のご案内  

資料１１ i ライブラリー（教育支援機器等展示室）のご案内  

資料１２ 令和４年度国立特別支援教育総合研究所公開  

資料１３ 令和４年度特別支援教育推進セミナー  

資料１４ 特別支援教育リーフ  

資料１５ 難聴児の切れ目ない支援体制の構築と更なる支援の推進に向けた  

地区別研究協議会  

資料１６ 盲ろう教育実践セミナー  

資料１７ NISE メールマガジン等のご案内  



運営委員 総務部

研究企画部

研修事業部

情報・支援部

西日本ブランチ
広島オフィス

発達障害教育推進センター

インクルーシブ教育システム推進センター

監査室

参与

理事長

監事（非常勤）

理事

体育館やフットサルコートを
ご利用いただけます。

＜ご利用可能時間＞
体育館 ：9時～19時
フットサルコート：9時～17時
土曜・日曜・祝祭日も
ご利用いただけます。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
https://www.nise.go.jp/nc/physical_education

NISEの業務は、主として国からの運営費交付金等によって活動しておりますが、障害のある子供の教育のより一層の振興を図るため、
広く皆様方からの寄附を受け入れています。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/fund

理事長あいさつ

昭和46年10月
平成13年 ４月
平成19年 ４月
平成20年 ４月
平成28年 ４月
平成29年 ４月
令和 ３年 ４月～令和８年３月

令和 ３年10月

国の所轄機関として国立特殊教育総合研究所設置
独立行政法人化（主務大臣：文部科学大臣）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に名称変更 
発達障害教育情報センター設置
インクルーシブ教育システム推進センター設置
発達障害教育推進センター設置（発達障害教育情報センターの機能拡充）

第５期中期目標期間（令和４年度は第５期中期目標期間の２年目）
創立50周年

沿　　革

組　　織

　今年度は、第５期中期目標期間の２年目です。研究所では、令和４年度計画に基づき、各種事業を実施してまいります。
研究活動では、重点課題研究や障害種別特定研究等を通じて、特別支援教育の当面する課題の解決に取り組みます。また、
研修事業としては、コロナ禍の中、来所型とオンライン型の両方を取り入れた研修の在り方を検討し、試行します。こ
れらの成果については、セミナーやSNSなどを通じて、関係者への普及を図ります。今年度も、関係の皆様のご理解と
ご支援をお願いいたします。
　令和４年４月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE）　理事長　宍　戸　和　成

合　　計
役　　員
研　究　職
一　般　職

71（3）
 ２（2）
36（1）
33

R4.4.1現在
（ ）内は非常勤で外数

役員・職員数 令和４年度の財政規模
区分
運営費交付金
施設整備費補助金

金額（千円）
1 , 0 8 4 , 1 6 9

7 9 , 2 1 5

京浜急行電鉄ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 京急久里浜駅下車
▶　久３　系統・久里浜医療センター行で約15分、
　国立特別支援教育総合研究所下車すぐ
▶　久８　系統・野比海岸行で約20分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約８分
 YRP野比駅下車
▶徒歩20分、又はタクシー約５分

JR横須賀線ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 久里浜駅下車
▶　久８　系統・野比海岸行で約15分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約10分

交通案内

体育施設のご利用案内

寄附のお願い

〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５-１-１
TEL：046-839-6803　FAX：046-839-6918（総務部総務企画課）
URL https://www.nise.go.jp/nc/

NISE

令和４年４月

再生紙を使用しています

このパンフレットで紹介した研究成果報告書、NISE学びラボ、特総研ジャーナル、メールマガジン、発達障
害教育推進センターWEBサイト、研究所公開、研究所セミナー、インクルDBなどの詳しい内容は、   　　　
でまとめて検索できます！

　我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、国や地方公
共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行う
ことができる法人の強みを生かしながら、特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育
現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育
の実現に貢献することをミッション（使命）とする。

特別支援教育とは
・障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
のです。

・従来の特殊教育が対象としていた障害だけではなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童
生徒が在籍する全ての学校において実施されるものです。

・障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍
できる「共生社会」の形成の基礎となるものです。

（詳しくは、「特別支援教育の推進について」（平成19年４月１日付け文部科学省初等中等教育局長通知）をご覧ください。）

インクルーシブ教育システムとは

研究所の活動（第５期中期目標より）

・障害者の権利に関する条約第24条によれば、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大
限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ
仕組みのことです。

・「共生社会」の形成に向けて、上記の条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支
援教育を着実に進めていく必要があります。

・インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生
徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組
みを整備することが重要です。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要です。

ミッション（使命）

・特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献
・各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成
・特別支援教育に関する情報普及の充実や自治体・学校への支援

ミッションを達成するための取組

（ ）詳しくは、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」
（平成24年７月23日中央教育審議会初等中等教育分科会報告）をご覧ください。

＊令和４年４月現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　貸出しを中止しています。
　最新の情報はウェブサイトでお知らせします。

令和４年度

特総研 
資料１



運営委員 総務部

研究企画部

研修事業部

情報・支援部

西日本ブランチ
広島オフィス

発達障害教育推進センター

インクルーシブ教育システム推進センター

監査室

参与

理事長

監事（非常勤）

理事

体育館やフットサルコートを
ご利用いただけます。

＜ご利用可能時間＞
体育館 ：9時～19時
フットサルコート：9時～17時
土曜・日曜・祝祭日も
ご利用いただけます。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
https://www.nise.go.jp/nc/physical_education

NISEの業務は、主として国からの運営費交付金等によって活動しておりますが、障害のある子供の教育のより一層の振興を図るため、
広く皆様方からの寄附を受け入れています。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/fund

理事長あいさつ

昭和46年10月
平成13年 ４月
平成19年 ４月
平成20年 ４月
平成28年 ４月
平成29年 ４月
令和 ３年 ４月～令和８年３月

令和 ３年10月

国の所轄機関として国立特殊教育総合研究所設置
独立行政法人化（主務大臣：文部科学大臣）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に名称変更 
発達障害教育情報センター設置
インクルーシブ教育システム推進センター設置
発達障害教育推進センター設置（発達障害教育情報センターの機能拡充）

第５期中期目標期間（令和４年度は第５期中期目標期間の２年目）
創立50周年

沿　　革

組　　織

　今年度は、第５期中期目標期間の２年目です。研究所では、令和４年度計画に基づき、各種事業を実施してまいります。
研究活動では、重点課題研究や障害種別特定研究等を通じて、特別支援教育の当面する課題の解決に取り組みます。また、
研修事業としては、コロナ禍の中、来所型とオンライン型の両方を取り入れた研修の在り方を検討し、試行します。こ
れらの成果については、セミナーやSNSなどを通じて、関係者への普及を図ります。今年度も、関係の皆様のご理解と
ご支援をお願いいたします。
　令和４年４月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE）　理事長　宍　戸　和　成

合　　計
役　　員
研　究　職
一　般　職

71（3）
 ２（2）
36（1）
33

R4.4.1現在
（ ）内は非常勤で外数

役員・職員数 令和４年度の財政規模
区分
運営費交付金
施設整備費補助金

金額（千円）
1 , 0 8 4 , 1 6 9

7 9 , 2 1 5

京浜急行電鉄ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 京急久里浜駅下車
▶　久３　系統・久里浜医療センター行で約15分、
　国立特別支援教育総合研究所下車すぐ
▶　久８　系統・野比海岸行で約20分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約８分
 YRP野比駅下車
▶徒歩20分、又はタクシー約５分

JR横須賀線ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 久里浜駅下車
▶　久８　系統・野比海岸行で約15分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約10分

交通案内

体育施設のご利用案内

寄附のお願い

〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５-１-１
TEL：046-839-6803　FAX：046-839-6918（総務部総務企画課）
URL https://www.nise.go.jp/nc/

NISE

令和４年４月

再生紙を使用しています

このパンフレットで紹介した研究成果報告書、NISE学びラボ、特総研ジャーナル、メールマガジン、発達障
害教育推進センターWEBサイト、研究所公開、研究所セミナー、インクルDBなどの詳しい内容は、   　　　
でまとめて検索できます！

　我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、国や地方公
共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行う
ことができる法人の強みを生かしながら、特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育
現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育
の実現に貢献することをミッション（使命）とする。

特別支援教育とは
・障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
のです。

・従来の特殊教育が対象としていた障害だけではなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童
生徒が在籍する全ての学校において実施されるものです。

・障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍
できる「共生社会」の形成の基礎となるものです。

（詳しくは、「特別支援教育の推進について」（平成19年４月１日付け文部科学省初等中等教育局長通知）をご覧ください。）

インクルーシブ教育システムとは

研究所の活動（第５期中期目標より）

・障害者の権利に関する条約第24条によれば、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大
限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ
仕組みのことです。

・「共生社会」の形成に向けて、上記の条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支
援教育を着実に進めていく必要があります。

・インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生
徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組
みを整備することが重要です。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要です。

ミッション（使命）

・特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献
・各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成
・特別支援教育に関する情報普及の充実や自治体・学校への支援

ミッションを達成するための取組

（ ）詳しくは、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」
（平成24年７月23日中央教育審議会初等中等教育分科会報告）をご覧ください。

＊令和４年４月現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　貸出しを中止しています。
　最新の情報はウェブサイトでお知らせします。

令和４年度

中   村   信   一
10



運営委員 総務部

研究企画部

研修事業部

情報・支援部

西日本ブランチ
広島オフィス

発達障害教育推進センター

インクルーシブ教育システム推進センター

監査室

参与

理事長

監事（非常勤）

理事

体育館やフットサルコートを
ご利用いただけます。

＜ご利用可能時間＞
体育館 ：9時～19時
フットサルコート：9時～17時
土曜・日曜・祝祭日も
ご利用いただけます。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
https://www.nise.go.jp/nc/physical_education

NISEの業務は、主として国からの運営費交付金等によって活動しておりますが、障害のある子供の教育のより一層の振興を図るため、
広く皆様方からの寄附を受け入れています。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/fund

理事長あいさつ

昭和46年10月
平成13年 ４月
平成19年 ４月
平成20年 ４月
平成28年 ４月
平成29年 ４月
令和 ３年 ４月～令和８年３月

令和 ３年10月

国の所轄機関として国立特殊教育総合研究所設置
独立行政法人化（主務大臣：文部科学大臣）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に名称変更 
発達障害教育情報センター設置
インクルーシブ教育システム推進センター設置
発達障害教育推進センター設置（発達障害教育情報センターの機能拡充）

第５期中期目標期間（令和４年度は第５期中期目標期間の２年目）
創立50周年

沿　　革

組　　織

　今年度は、第５期中期目標期間の２年目です。研究所では、令和４年度計画に基づき、各種事業を実施してまいります。
研究活動では、重点課題研究や障害種別特定研究等を通じて、特別支援教育の当面する課題の解決に取り組みます。また、
研修事業としては、コロナ禍の中、来所型とオンライン型の両方を取り入れた研修の在り方を検討し、試行します。こ
れらの成果については、セミナーやSNSなどを通じて、関係者への普及を図ります。今年度も、関係の皆様のご理解と
ご支援をお願いいたします。
　令和４年４月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE）　理事長　宍　戸　和　成

合　　計
役　　員
研　究　職
一　般　職

71（3）
 ２（2）
36（1）
33

R4.4.1現在
（ ）内は非常勤で外数

役員・職員数 令和４年度の財政規模
区分
運営費交付金
施設整備費補助金

金額（千円）
1 , 0 8 4 , 1 6 9

7 9 , 2 1 5

京浜急行電鉄ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 京急久里浜駅下車
▶　久３　系統・久里浜医療センター行で約15分、
　国立特別支援教育総合研究所下車すぐ
▶　久８　系統・野比海岸行で約20分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約８分
 YRP野比駅下車
▶徒歩20分、又はタクシー約５分

JR横須賀線ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 久里浜駅下車
▶　久８　系統・野比海岸行で約15分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約10分

交通案内

体育施設のご利用案内

寄附のお願い

〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５-１-１
TEL：046-839-6803　FAX：046-839-6918（総務部総務企画課）
URL https://www.nise.go.jp/nc/

NISE

令和４年４月

再生紙を使用しています

このパンフレットで紹介した研究成果報告書、NISE学びラボ、特総研ジャーナル、メールマガジン、発達障
害教育推進センターWEBサイト、研究所公開、研究所セミナー、インクルDBなどの詳しい内容は、   　　　
でまとめて検索できます！

　我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、国や地方公
共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行う
ことができる法人の強みを生かしながら、特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育
現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育
の実現に貢献することをミッション（使命）とする。

特別支援教育とは
・障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
のです。

・従来の特殊教育が対象としていた障害だけではなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童
生徒が在籍する全ての学校において実施されるものです。

・障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍
できる「共生社会」の形成の基礎となるものです。

（詳しくは、「特別支援教育の推進について」（平成19年４月１日付け文部科学省初等中等教育局長通知）をご覧ください。）

インクルーシブ教育システムとは

研究所の活動（第５期中期目標より）

・障害者の権利に関する条約第24条によれば、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大
限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ
仕組みのことです。

・「共生社会」の形成に向けて、上記の条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支
援教育を着実に進めていく必要があります。

・インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生
徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組
みを整備することが重要です。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要です。

ミッション（使命）

・特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献
・各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成
・特別支援教育に関する情報普及の充実や自治体・学校への支援

ミッションを達成するための取組

（ ）詳しくは、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」
（平成24年７月23日中央教育審議会初等中等教育分科会報告）をご覧ください。

＊令和４年４月現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　貸出しを中止しています。
　最新の情報はウェブサイトでお知らせします。

令和４年度



講義配信の視聴画面

免許法認定通信教育総合情報サイト

特別支援教育専門研修（来所）　（平成30年撮影）

特別支援教育専門研修
（オンライン）
（令和３年撮影）

発達障害教育実践セミナー（オンライン）
（令和３年度）

特別支援教育推進セミナー
オンライン配信の様子

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/study

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 http://forum.nise.go.jp/tsushin/

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：http://inclusive.nise.go.jp/
　　 詳細な情報をダウンロードできます。

オンラインでの情報交換の様子

インクルDBのウェブサイト

韓国国立特殊教育院との日韓特別支援教育協議会の様子

研究活動
国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究の推進

研究成果

　障害種の枠を超えて、国の特別支援
教育の推進や教育現場等の喫緊の課題
解決に寄与する「重点課題研究」と、各
障害種における、喫緊の課題の解決に
寄与する「障害種別特定研究」、合わせ
て毎年度概ね５～７課題を実施します。
　また、重点課題研究や障害種別特定
研究を支える研究所の基盤的な活動と
して、障害種別に組織する研究班や、
社会的背景等から必要なテーマ別研究
班を設置し、関係団体との連携を図り
ながら基礎的研究活動を行い、その成
果を重点課題研究や国の政策立案等に
生かしていきます。

インターネットによる講義配信「NISE学びラボ～特別支援教育eラーニング～」

最新の刊行物・研究成果物等（一部）

　障害のある児童生徒等の教育に携わる教員をはじめ、幅広い教員の資質向
上の取組を支援するため、特別支援教育に関する講義を収録し、インターネッ
トにより、学校教育関係者等へ配信しています。個人登録を行うことによっ
て、およそ170の講義がパソコンやタブレット端末、スマートフォン等で、
誰でも無料で視聴できます。目的に応じて系統的に学べるように、例えば、「特
別支援学級（知的障害）の担任になったら｣のような「研修プログラム」を提案
しています。また、団体登録を行った教育委員会や学校等は、受講者のニー
ズに合わせて、いくつかの講義を組み合わせるなど、オリジナルの研修プロ
グラムを設定し、教職員等の研修に活用することができます。

免許法認定通信教育の実施
　特別支援学校教諭免許状取得率の向上のため、特に
保有率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域
の講義について、インターネットを利用した「免許法
認定通信教育」を実施しています。

都道府県等において指導的役割を果たす
教職員を対象とした研修の実施
　都道府県等における特別支援教育の指導的な役割を果たす教
職員を対象とし、特別支援教育専門研修（視覚障害・聴覚障害・
肢体不自由・病弱教育コース、知的障害教育コース、発達障害・
情緒障害・言語障害教育コース：約２か月、計210名程度、オ
ンラインと来所の組合せ）や、インクルーシブ教育システムの充
実に関わる指導者研究協議会（ICT活用、高校通級：各２日、オ
ンラインと来所の組合せ、交流及び共同学習：１日、オンライン、
計210名程度）及び発達障害教育実践セミナー（１日、70名程度、
オンライン）を実施し、各都道府県等の指導者の養成を図ってい
ます。この他、全国特別支援学校長会との連携研修（特別支援学
校寄宿舎指導実践協議会：１日、50名程度、オンライン）や難
聴児に関わる地区別研究協議会を実施しています。

ウェブによる情報発信
　NISEのウェブサイトや「特総研ジャーナル」、メールマガジンの
発行等を通じて研究成果や特別支援教育全般に関する情報を総合的
に提供しています。また、障害の状態や特性等に応じた教材、支援
機器や実践事例等の情報を発信する「特別支援教育教材ポータルサ
イト（支援教材ポータル）」や発達障害教育に関する最新情報を国民
に幅広く提供し、理解啓発を推進するとともに、発達障害のある子
供の教育に関する基本的な知識と指導・支援に関する情報を発信す
る「発達障害教育推進センターWEBサイト」を運用しています。
　さらに、発達障害のあるご本人やご家族に向けた情報を中心に、
その方々の暮らしを支える教育、医療、保健、福祉、労働の各分野
の情報を発信する国のサイト「発達障害ナビポータル」を国立障害者
リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センターと共同で
運営しています。

シンポジウム・セミナーの開催
　研究成果の普及促進や教育現場等との特別支援教育に関する情報共有を図るため、「研究所セミナー」を毎年度開
催しています。また、世界自閉症啓発デーに関連したイベントを、関係団体と共に毎年度開催しています。さらに、
NISEの活動をより身近なものとしていただくため、「研究所公開」を開催しています。

特別支援教育推進セミナー
　全国を地区ブロックに分け、ブロック内の特別支援教育の理解啓発を
図るために、令和３年度から特別支援教育推進セミナーを年間３回開催
しています。各関係団体等と連携しながら、特別支援教育等に関する有
益な情報を提供するとともに、ブロック内の交流促進や関係構築を図っ
ています。

発達障害教育に関する理解啓発と
実践的な指導力向上のための情報提供
　発達障害教育に関する研究成果の普及や自治体における研修の支
援等を通じて、自治体との連携や教育現場の実践的な指導力の向上
を図っています。

インクルーシブ教育システム構築を支援する
データベース（インクルDB）の運用
　インクルDBは、子どもの実態から、どのような基礎的環境整備
や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を紹介しています。
また、法令・通知・用語等や、学校における遠隔授業や動画配信、
新型コロナウイルス感染症予防の取組等、様々な関連情報を掲載し
ています。

地域支援事業
　令和３年度から、教育委員会と研究所が連携して地域の
インクルーシブ教育システム構築を推進する事業である
「地域支援事業」を実施しています。
　今年度は全国から13の県市町に参画いただいています。
インクルーシブ教育システムの理解啓発の取組、地域の支
援体制の構築、校内研修の推進など、研究所と協働し、そ
れぞれの県市町の課題や目的に応じた事業に取り組んでい
ます。事業の成果は、各県市町において報告会等を実施し
て普及する他、事業報告書をNISEのウェブサイトに掲載
するなどして普及します。

国際動向の把握や海外との研究交流
　諸外国のインクルーシブ教育システム構築に関する最新
動向や取組を計画的に収集し、国内との比較・検討など参
考になる情報をNISEのウェブサイト等で公表しています。
　韓国国立特殊教育院と日韓特別支援教育協議会を開催す
る等、海外の特別支援教育の研究機関との交流を図ります。
　また、海外からの視察・研修を受け入れ、我が国の教育
制度等についての情報提供を行っています。

●重点課題研究　（令和４年度に実施する研究課題）
（１）教育課程に関する研究(国への政策貢献)　
　・学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施・評価・改善に関する研究
（２）切れ目ない支援の充実に関する研究(教育現場等の喫緊の課題に対応)
　・障害のある子どもの就学先決定の手続きに関する研究
　・高等学校における障害のある生徒の社会への円滑な移行に向けた進路指導と
　　連携の進め方等に関する研究
　・ICT等を活用した障害のある児童生徒の指導・支援に関する研究
　・通常の学級における多様な教育的ニーズのある児童生徒の教科指導上の
　　配慮に関する研究
●障害種別特定研究　（令和４年度に実施する研究課題）
　・知的障害教育における授業づくりと学習評価に関する研究
●その他の研究
○基礎的研究活動
　テーマ別研究班及び障害種別専門分野の課題に対応する研究班における
　基盤的な研究
○外部資金研究、受託研究
　科学研究費助成金等の外部資金を獲得して行う研究、外部からの委託を受けて
　行う研究

　研究の成果は、「研究成果報告書」やその要旨をまとめた「研究成果報告書サマリー集」「リーフレット」等として
NISEのウェブサイトにおいて公開しています。また、ガイドブックの作成、セミナーの開催等により教育現場等
への普及を図っています。

【主な内容】
･ ｢合理的配慮｣ 実践事例（令和４年３月末現在590事例掲載）
･ 関連する法令・施策
･ 関係用語の解説
･ インクルーシブ教育システム構築に関するＱ＆Ａ　等

定期刊行物
・

研究成果
報告書

書　籍

リーフレット・
ガイドブック・
事例集等 インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育課程編成・実施ガイドブック

－知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心に－　令和３年３月

病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q＆A　令和３年７月
知的障害特別支援学級の授業づくり『すけっと』がお助けします！　令和３年７月

ここにヒントがある!インクルーシブ教育システムを進める10の実践
－「インクルCOMPASS」で強みや課題をみつけよう－　
㈱ジアース教育新社，  ISBN978-4-86371-574-5　令和３年３月

特別支援学級での自閉症のある子どもの自立活動の指導　－確かに育つ！子ども、確かに高まる！教師の指導力－
㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-575-2　令和３年３月

特別支援教育の基礎・基本 2020　㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-548-6　令和２年６月
交流及び共同学習の充実に関する研究　令和３年３月
インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究　令和３年３月

社会とのつながりを意識した発達障害等への専門性のある支援に関する研究　
－二次的な障害の予防・低減に向けた通級による指導等の在り方に焦点を当てて－　令和３年３月

小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した
授業改善に関する研究　令和３年３月

知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発　－授業づくりを中心に－　令和３年３月
聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する研究　－乳幼児を対象とした地域連携－　令和３年３月

特別支援教育における教育課程に関する総合的研究　
－新学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に向けた現状と課題－　令和３年３月

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究　
－地域と学校での主体的取組を支援する「インクルCOMPASS」の提案－　令和３年３月

研究成果報告書サマリー集（令和２年度終了課題）　令和３年６月
国立特別支援教育総合研究所研究紀要 第49巻　令和４年３月
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第11号　令和４年４月

インクルーシブ教育システム構築のための
自治体や学校等への支援と国際事業

研修事業 情報普及活動

▲ ▲ ▲

特別支援教育教材ポータルサイト：http://kyozai.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害教育推進センターWEBサイト：http://cpedd.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害ナビポータル：https://hattatsu.go.jp/

支援教材
ポータル

発達障害教育
推進センター
WEBサイト

発達障害ナビ
ポータル
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特別支援教育専門研修（来所）　（平成30年撮影）

特別支援教育専門研修
（オンライン）
（令和３年撮影）

発達障害教育実践セミナー（オンライン）
（令和３年度）

特別支援教育推進セミナー
オンライン配信の様子

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/study

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 http://forum.nise.go.jp/tsushin/

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：http://inclusive.nise.go.jp/
　　 詳細な情報をダウンロードできます。

オンラインでの情報交換の様子

インクルDBのウェブサイト

韓国国立特殊教育院との日韓特別支援教育協議会の様子

研究活動
国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究の推進

研究成果

　障害種の枠を超えて、国の特別支援
教育の推進や教育現場等の喫緊の課題
解決に寄与する「重点課題研究」と、各
障害種における、喫緊の課題の解決に
寄与する「障害種別特定研究」、合わせ
て毎年度概ね５～７課題を実施します。
　また、重点課題研究や障害種別特定
研究を支える研究所の基盤的な活動と
して、障害種別に組織する研究班や、
社会的背景等から必要なテーマ別研究
班を設置し、関係団体との連携を図り
ながら基礎的研究活動を行い、その成
果を重点課題研究や国の政策立案等に
生かしていきます。

インターネットによる講義配信「NISE学びラボ～特別支援教育eラーニング～」

最新の刊行物・研究成果物等（一部）

　障害のある児童生徒等の教育に携わる教員をはじめ、幅広い教員の資質向
上の取組を支援するため、特別支援教育に関する講義を収録し、インターネッ
トにより、学校教育関係者等へ配信しています。個人登録を行うことによっ
て、およそ170の講義がパソコンやタブレット端末、スマートフォン等で、
誰でも無料で視聴できます。目的に応じて系統的に学べるように、例えば、「特
別支援学級（知的障害）の担任になったら｣のような「研修プログラム」を提案
しています。また、団体登録を行った教育委員会や学校等は、受講者のニー
ズに合わせて、いくつかの講義を組み合わせるなど、オリジナルの研修プロ
グラムを設定し、教職員等の研修に活用することができます。

免許法認定通信教育の実施
　特別支援学校教諭免許状取得率の向上のため、特に
保有率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域
の講義について、インターネットを利用した「免許法
認定通信教育」を実施しています。

都道府県等において指導的役割を果たす
教職員を対象とした研修の実施
　都道府県等における特別支援教育の指導的な役割を果たす教
職員を対象とし、特別支援教育専門研修（視覚障害・聴覚障害・
肢体不自由・病弱教育コース、知的障害教育コース、発達障害・
情緒障害・言語障害教育コース：約２か月、計210名程度、オ
ンラインと来所の組合せ）や、インクルーシブ教育システムの充
実に関わる指導者研究協議会（ICT活用、高校通級：各２日、オ
ンラインと来所の組合せ、交流及び共同学習：１日、オンライン、
計210名程度）及び発達障害教育実践セミナー（１日、70名程度、
オンライン）を実施し、各都道府県等の指導者の養成を図ってい
ます。この他、全国特別支援学校長会との連携研修（特別支援学
校寄宿舎指導実践協議会：１日、50名程度、オンライン）や難
聴児に関わる地区別研究協議会を実施しています。

ウェブによる情報発信
　NISEのウェブサイトや「特総研ジャーナル」、メールマガジンの
発行等を通じて研究成果や特別支援教育全般に関する情報を総合的
に提供しています。また、障害の状態や特性等に応じた教材、支援
機器や実践事例等の情報を発信する「特別支援教育教材ポータルサ
イト（支援教材ポータル）」や発達障害教育に関する最新情報を国民
に幅広く提供し、理解啓発を推進するとともに、発達障害のある子
供の教育に関する基本的な知識と指導・支援に関する情報を発信す
る「発達障害教育推進センターWEBサイト」を運用しています。
　さらに、発達障害のあるご本人やご家族に向けた情報を中心に、
その方々の暮らしを支える教育、医療、保健、福祉、労働の各分野
の情報を発信する国のサイト「発達障害ナビポータル」を国立障害者
リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センターと共同で
運営しています。

シンポジウム・セミナーの開催
　研究成果の普及促進や教育現場等との特別支援教育に関する情報共有を図るため、「研究所セミナー」を毎年度開
催しています。また、世界自閉症啓発デーに関連したイベントを、関係団体と共に毎年度開催しています。さらに、
NISEの活動をより身近なものとしていただくため、「研究所公開」を開催しています。

特別支援教育推進セミナー
　全国を地区ブロックに分け、ブロック内の特別支援教育の理解啓発を
図るために、令和３年度から特別支援教育推進セミナーを年間３回開催
しています。各関係団体等と連携しながら、特別支援教育等に関する有
益な情報を提供するとともに、ブロック内の交流促進や関係構築を図っ
ています。

発達障害教育に関する理解啓発と
実践的な指導力向上のための情報提供
　発達障害教育に関する研究成果の普及や自治体における研修の支
援等を通じて、自治体との連携や教育現場の実践的な指導力の向上
を図っています。

インクルーシブ教育システム構築を支援する
データベース（インクルDB）の運用
　インクルDBは、子どもの実態から、どのような基礎的環境整備
や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を紹介しています。
また、法令・通知・用語等や、学校における遠隔授業や動画配信、
新型コロナウイルス感染症予防の取組等、様々な関連情報を掲載し
ています。

地域支援事業
　令和３年度から、教育委員会と研究所が連携して地域の
インクルーシブ教育システム構築を推進する事業である
「地域支援事業」を実施しています。
　今年度は全国から13の県市町に参画いただいています。
インクルーシブ教育システムの理解啓発の取組、地域の支
援体制の構築、校内研修の推進など、研究所と協働し、そ
れぞれの県市町の課題や目的に応じた事業に取り組んでい
ます。事業の成果は、各県市町において報告会等を実施し
て普及する他、事業報告書をNISEのウェブサイトに掲載
するなどして普及します。

国際動向の把握や海外との研究交流
　諸外国のインクルーシブ教育システム構築に関する最新
動向や取組を計画的に収集し、国内との比較・検討など参
考になる情報をNISEのウェブサイト等で公表しています。
　韓国国立特殊教育院と日韓特別支援教育協議会を開催す
る等、海外の特別支援教育の研究機関との交流を図ります。
　また、海外からの視察・研修を受け入れ、我が国の教育
制度等についての情報提供を行っています。

●重点課題研究　（令和４年度に実施する研究課題）
（１）教育課程に関する研究(国への政策貢献)　
　・学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施・評価・改善に関する研究
（２）切れ目ない支援の充実に関する研究(教育現場等の喫緊の課題に対応)
　・障害のある子どもの就学先決定の手続きに関する研究
　・高等学校における障害のある生徒の社会への円滑な移行に向けた進路指導と
　　連携の進め方等に関する研究
　・ICT等を活用した障害のある児童生徒の指導・支援に関する研究
　・通常の学級における多様な教育的ニーズのある児童生徒の教科指導上の
　　配慮に関する研究
●障害種別特定研究　（令和４年度に実施する研究課題）
　・知的障害教育における授業づくりと学習評価に関する研究
●その他の研究
○基礎的研究活動
　テーマ別研究班及び障害種別専門分野の課題に対応する研究班における
　基盤的な研究
○外部資金研究、受託研究
　科学研究費助成金等の外部資金を獲得して行う研究、外部からの委託を受けて
　行う研究

　研究の成果は、「研究成果報告書」やその要旨をまとめた「研究成果報告書サマリー集」「リーフレット」等として
NISEのウェブサイトにおいて公開しています。また、ガイドブックの作成、セミナーの開催等により教育現場等
への普及を図っています。

【主な内容】
･ ｢合理的配慮｣ 実践事例（令和４年３月末現在590事例掲載）
･ 関連する法令・施策
･ 関係用語の解説
･ インクルーシブ教育システム構築に関するＱ＆Ａ　等

定期刊行物
・

研究成果
報告書

書　籍

リーフレット・
ガイドブック・
事例集等 インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育課程編成・実施ガイドブック

－知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心に－　令和３年３月

病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q＆A　令和３年７月
知的障害特別支援学級の授業づくり『すけっと』がお助けします！　令和３年７月

ここにヒントがある!インクルーシブ教育システムを進める10の実践
－「インクルCOMPASS」で強みや課題をみつけよう－　
㈱ジアース教育新社，  ISBN978-4-86371-574-5　令和３年３月

特別支援学級での自閉症のある子どもの自立活動の指導　－確かに育つ！子ども、確かに高まる！教師の指導力－
㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-575-2　令和３年３月

特別支援教育の基礎・基本 2020　㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-548-6　令和２年６月
交流及び共同学習の充実に関する研究　令和３年３月
インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究　令和３年３月

社会とのつながりを意識した発達障害等への専門性のある支援に関する研究　
－二次的な障害の予防・低減に向けた通級による指導等の在り方に焦点を当てて－　令和３年３月

小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した
授業改善に関する研究　令和３年３月

知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発　－授業づくりを中心に－　令和３年３月
聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する研究　－乳幼児を対象とした地域連携－　令和３年３月

特別支援教育における教育課程に関する総合的研究　
－新学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に向けた現状と課題－　令和３年３月

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究　
－地域と学校での主体的取組を支援する「インクルCOMPASS」の提案－　令和３年３月

研究成果報告書サマリー集（令和２年度終了課題）　令和３年６月
国立特別支援教育総合研究所研究紀要 第49巻　令和４年３月
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第11号　令和４年４月

インクルーシブ教育システム構築のための
自治体や学校等への支援と国際事業

研修事業 情報普及活動
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韓国国立特殊教育院との日韓特別支援教育協議会の様子

研究活動
国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究の推進

研究成果

　障害種の枠を超えて、国の特別支援
教育の推進や教育現場等の喫緊の課題
解決に寄与する「重点課題研究」と、各
障害種における、喫緊の課題の解決に
寄与する「障害種別特定研究」、合わせ
て毎年度概ね５～７課題を実施します。
　また、重点課題研究や障害種別特定
研究を支える研究所の基盤的な活動と
して、障害種別に組織する研究班や、
社会的背景等から必要なテーマ別研究
班を設置し、関係団体との連携を図り
ながら基礎的研究活動を行い、その成
果を重点課題研究や国の政策立案等に
生かしていきます。

インターネットによる講義配信「NISE学びラボ～特別支援教育eラーニング～」

最新の刊行物・研究成果物等（一部）

　障害のある児童生徒等の教育に携わる教員をはじめ、幅広い教員の資質向
上の取組を支援するため、特別支援教育に関する講義を収録し、インターネッ
トにより、学校教育関係者等へ配信しています。個人登録を行うことによっ
て、およそ170の講義がパソコンやタブレット端末、スマートフォン等で、
誰でも無料で視聴できます。目的に応じて系統的に学べるように、例えば、「特
別支援学級（知的障害）の担任になったら｣のような「研修プログラム」を提案
しています。また、団体登録を行った教育委員会や学校等は、受講者のニー
ズに合わせて、いくつかの講義を組み合わせるなど、オリジナルの研修プロ
グラムを設定し、教職員等の研修に活用することができます。

免許法認定通信教育の実施
　特別支援学校教諭免許状取得率の向上のため、特に
保有率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域
の講義について、インターネットを利用した「免許法
認定通信教育」を実施しています。

都道府県等において指導的役割を果たす
教職員を対象とした研修の実施
　都道府県等における特別支援教育の指導的な役割を果たす教
職員を対象とし、特別支援教育専門研修（視覚障害・聴覚障害・
肢体不自由・病弱教育コース、知的障害教育コース、発達障害・
情緒障害・言語障害教育コース：約２か月、計210名程度、オ
ンラインと来所の組合せ）や、インクルーシブ教育システムの充
実に関わる指導者研究協議会（ICT活用、高校通級：各２日、オ
ンラインと来所の組合せ、交流及び共同学習：１日、オンライン、
計210名程度）及び発達障害教育実践セミナー（１日、70名程度、
オンライン）を実施し、各都道府県等の指導者の養成を図ってい
ます。この他、全国特別支援学校長会との連携研修（特別支援学
校寄宿舎指導実践協議会：１日、50名程度、オンライン）や難
聴児に関わる地区別研究協議会を実施しています。

ウェブによる情報発信
　NISEのウェブサイトや「特総研ジャーナル」、メールマガジンの
発行等を通じて研究成果や特別支援教育全般に関する情報を総合的
に提供しています。また、障害の状態や特性等に応じた教材、支援
機器や実践事例等の情報を発信する「特別支援教育教材ポータルサ
イト（支援教材ポータル）」や発達障害教育に関する最新情報を国民
に幅広く提供し、理解啓発を推進するとともに、発達障害のある子
供の教育に関する基本的な知識と指導・支援に関する情報を発信す
る「発達障害教育推進センターWEBサイト」を運用しています。
　さらに、発達障害のあるご本人やご家族に向けた情報を中心に、
その方々の暮らしを支える教育、医療、保健、福祉、労働の各分野
の情報を発信する国のサイト「発達障害ナビポータル」を国立障害者
リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センターと共同で
運営しています。

シンポジウム・セミナーの開催
　研究成果の普及促進や教育現場等との特別支援教育に関する情報共有を図るため、「研究所セミナー」を毎年度開
催しています。また、世界自閉症啓発デーに関連したイベントを、関係団体と共に毎年度開催しています。さらに、
NISEの活動をより身近なものとしていただくため、「研究所公開」を開催しています。

特別支援教育推進セミナー
　全国を地区ブロックに分け、ブロック内の特別支援教育の理解啓発を
図るために、令和３年度から特別支援教育推進セミナーを年間３回開催
しています。各関係団体等と連携しながら、特別支援教育等に関する有
益な情報を提供するとともに、ブロック内の交流促進や関係構築を図っ
ています。

発達障害教育に関する理解啓発と
実践的な指導力向上のための情報提供
　発達障害教育に関する研究成果の普及や自治体における研修の支
援等を通じて、自治体との連携や教育現場の実践的な指導力の向上
を図っています。

インクルーシブ教育システム構築を支援する
データベース（インクルDB）の運用
　インクルDBは、子どもの実態から、どのような基礎的環境整備
や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を紹介しています。
また、法令・通知・用語等や、学校における遠隔授業や動画配信、
新型コロナウイルス感染症予防の取組等、様々な関連情報を掲載し
ています。

地域支援事業
　令和３年度から、教育委員会と研究所が連携して地域の
インクルーシブ教育システム構築を推進する事業である
「地域支援事業」を実施しています。
　今年度は全国から13の県市町に参画いただいています。
インクルーシブ教育システムの理解啓発の取組、地域の支
援体制の構築、校内研修の推進など、研究所と協働し、そ
れぞれの県市町の課題や目的に応じた事業に取り組んでい
ます。事業の成果は、各県市町において報告会等を実施し
て普及する他、事業報告書をNISEのウェブサイトに掲載
するなどして普及します。

国際動向の把握や海外との研究交流
　諸外国のインクルーシブ教育システム構築に関する最新
動向や取組を計画的に収集し、国内との比較・検討など参
考になる情報をNISEのウェブサイト等で公表しています。
　韓国国立特殊教育院と日韓特別支援教育協議会を開催す
る等、海外の特別支援教育の研究機関との交流を図ります。
　また、海外からの視察・研修を受け入れ、我が国の教育
制度等についての情報提供を行っています。

●重点課題研究　（令和４年度に実施する研究課題）
（１）教育課程に関する研究(国への政策貢献)　
　・学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施・評価・改善に関する研究
（２）切れ目ない支援の充実に関する研究(教育現場等の喫緊の課題に対応)
　・障害のある子どもの就学先決定の手続きに関する研究
　・高等学校における障害のある生徒の社会への円滑な移行に向けた進路指導と
　　連携の進め方等に関する研究
　・ICT等を活用した障害のある児童生徒の指導・支援に関する研究
　・通常の学級における多様な教育的ニーズのある児童生徒の教科指導上の
　　配慮に関する研究
●障害種別特定研究　（令和４年度に実施する研究課題）
　・知的障害教育における授業づくりと学習評価に関する研究
●その他の研究
○基礎的研究活動
　テーマ別研究班及び障害種別専門分野の課題に対応する研究班における
　基盤的な研究
○外部資金研究、受託研究
　科学研究費助成金等の外部資金を獲得して行う研究、外部からの委託を受けて
　行う研究

　研究の成果は、「研究成果報告書」やその要旨をまとめた「研究成果報告書サマリー集」「リーフレット」等として
NISEのウェブサイトにおいて公開しています。また、ガイドブックの作成、セミナーの開催等により教育現場等
への普及を図っています。

【主な内容】
･ ｢合理的配慮｣ 実践事例（令和４年３月末現在590事例掲載）
･ 関連する法令・施策
･ 関係用語の解説
･ インクルーシブ教育システム構築に関するＱ＆Ａ　等

定期刊行物
・

研究成果
報告書

書　籍

リーフレット・
ガイドブック・
事例集等 インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育課程編成・実施ガイドブック

－知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心に－　令和３年３月

病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q＆A　令和３年７月
知的障害特別支援学級の授業づくり『すけっと』がお助けします！　令和３年７月

ここにヒントがある!インクルーシブ教育システムを進める10の実践
－「インクルCOMPASS」で強みや課題をみつけよう－　
㈱ジアース教育新社，  ISBN978-4-86371-574-5　令和３年３月

特別支援学級での自閉症のある子どもの自立活動の指導　－確かに育つ！子ども、確かに高まる！教師の指導力－
㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-575-2　令和３年３月

特別支援教育の基礎・基本 2020　㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-548-6　令和２年６月
交流及び共同学習の充実に関する研究　令和３年３月
インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究　令和３年３月

社会とのつながりを意識した発達障害等への専門性のある支援に関する研究　
－二次的な障害の予防・低減に向けた通級による指導等の在り方に焦点を当てて－　令和３年３月

小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した
授業改善に関する研究　令和３年３月

知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発　－授業づくりを中心に－　令和３年３月
聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する研究　－乳幼児を対象とした地域連携－　令和３年３月

特別支援教育における教育課程に関する総合的研究　
－新学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に向けた現状と課題－　令和３年３月

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究　
－地域と学校での主体的取組を支援する「インクルCOMPASS」の提案－　令和３年３月

研究成果報告書サマリー集（令和２年度終了課題）　令和３年６月
国立特別支援教育総合研究所研究紀要 第49巻　令和４年３月
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第11号　令和４年４月

インクルーシブ教育システム構築のための
自治体や学校等への支援と国際事業

研修事業 情報普及活動

▲ ▲ ▲

特別支援教育教材ポータルサイト：http://kyozai.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害教育推進センターWEBサイト：http://cpedd.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害ナビポータル：https://hattatsu.go.jp/

支援教材
ポータル

発達障害教育
推進センター
WEBサイト

発達障害ナビ
ポータル



講義配信の視聴画面

免許法認定通信教育総合情報サイト

特別支援教育専門研修（来所）　（平成30年撮影）

特別支援教育専門研修
（オンライン）
（令和３年撮影）

発達障害教育実践セミナー（オンライン）
（令和３年度）

特別支援教育推進セミナー
オンライン配信の様子

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/study

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
　　 http://forum.nise.go.jp/tsushin/

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：http://inclusive.nise.go.jp/
　　 詳細な情報をダウンロードできます。

オンラインでの情報交換の様子

インクルDBのウェブサイト

韓国国立特殊教育院との日韓特別支援教育協議会の様子

研究活動
国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究の推進

研究成果

　障害種の枠を超えて、国の特別支援
教育の推進や教育現場等の喫緊の課題
解決に寄与する「重点課題研究」と、各
障害種における、喫緊の課題の解決に
寄与する「障害種別特定研究」、合わせ
て毎年度概ね５～７課題を実施します。
　また、重点課題研究や障害種別特定
研究を支える研究所の基盤的な活動と
して、障害種別に組織する研究班や、
社会的背景等から必要なテーマ別研究
班を設置し、関係団体との連携を図り
ながら基礎的研究活動を行い、その成
果を重点課題研究や国の政策立案等に
生かしていきます。

インターネットによる講義配信「NISE学びラボ～特別支援教育eラーニング～」

最新の刊行物・研究成果物等（一部）

　障害のある児童生徒等の教育に携わる教員をはじめ、幅広い教員の資質向
上の取組を支援するため、特別支援教育に関する講義を収録し、インターネッ
トにより、学校教育関係者等へ配信しています。個人登録を行うことによっ
て、およそ170の講義がパソコンやタブレット端末、スマートフォン等で、
誰でも無料で視聴できます。目的に応じて系統的に学べるように、例えば、「特
別支援学級（知的障害）の担任になったら｣のような「研修プログラム」を提案
しています。また、団体登録を行った教育委員会や学校等は、受講者のニー
ズに合わせて、いくつかの講義を組み合わせるなど、オリジナルの研修プロ
グラムを設定し、教職員等の研修に活用することができます。

免許法認定通信教育の実施
　特別支援学校教諭免許状取得率の向上のため、特に
保有率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域
の講義について、インターネットを利用した「免許法
認定通信教育」を実施しています。

都道府県等において指導的役割を果たす
教職員を対象とした研修の実施
　都道府県等における特別支援教育の指導的な役割を果たす教
職員を対象とし、特別支援教育専門研修（視覚障害・聴覚障害・
肢体不自由・病弱教育コース、知的障害教育コース、発達障害・
情緒障害・言語障害教育コース：約２か月、計210名程度、オ
ンラインと来所の組合せ）や、インクルーシブ教育システムの充
実に関わる指導者研究協議会（ICT活用、高校通級：各２日、オ
ンラインと来所の組合せ、交流及び共同学習：１日、オンライン、
計210名程度）及び発達障害教育実践セミナー（１日、70名程度、
オンライン）を実施し、各都道府県等の指導者の養成を図ってい
ます。この他、全国特別支援学校長会との連携研修（特別支援学
校寄宿舎指導実践協議会：１日、50名程度、オンライン）や難
聴児に関わる地区別研究協議会を実施しています。

ウェブによる情報発信
　NISEのウェブサイトや「特総研ジャーナル」、メールマガジンの
発行等を通じて研究成果や特別支援教育全般に関する情報を総合的
に提供しています。また、障害の状態や特性等に応じた教材、支援
機器や実践事例等の情報を発信する「特別支援教育教材ポータルサ
イト（支援教材ポータル）」や発達障害教育に関する最新情報を国民
に幅広く提供し、理解啓発を推進するとともに、発達障害のある子
供の教育に関する基本的な知識と指導・支援に関する情報を発信す
る「発達障害教育推進センターWEBサイト」を運用しています。
　さらに、発達障害のあるご本人やご家族に向けた情報を中心に、
その方々の暮らしを支える教育、医療、保健、福祉、労働の各分野
の情報を発信する国のサイト「発達障害ナビポータル」を国立障害者
リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センターと共同で
運営しています。

シンポジウム・セミナーの開催
　研究成果の普及促進や教育現場等との特別支援教育に関する情報共有を図るため、「研究所セミナー」を毎年度開
催しています。また、世界自閉症啓発デーに関連したイベントを、関係団体と共に毎年度開催しています。さらに、
NISEの活動をより身近なものとしていただくため、「研究所公開」を開催しています。

特別支援教育推進セミナー
　全国を地区ブロックに分け、ブロック内の特別支援教育の理解啓発を
図るために、令和３年度から特別支援教育推進セミナーを年間３回開催
しています。各関係団体等と連携しながら、特別支援教育等に関する有
益な情報を提供するとともに、ブロック内の交流促進や関係構築を図っ
ています。

発達障害教育に関する理解啓発と
実践的な指導力向上のための情報提供
　発達障害教育に関する研究成果の普及や自治体における研修の支
援等を通じて、自治体との連携や教育現場の実践的な指導力の向上
を図っています。

インクルーシブ教育システム構築を支援する
データベース（インクルDB）の運用
　インクルDBは、子どもの実態から、どのような基礎的環境整備
や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を紹介しています。
また、法令・通知・用語等や、学校における遠隔授業や動画配信、
新型コロナウイルス感染症予防の取組等、様々な関連情報を掲載し
ています。

地域支援事業
　令和３年度から、教育委員会と研究所が連携して地域の
インクルーシブ教育システム構築を推進する事業である
「地域支援事業」を実施しています。
　今年度は全国から13の県市町に参画いただいています。
インクルーシブ教育システムの理解啓発の取組、地域の支
援体制の構築、校内研修の推進など、研究所と協働し、そ
れぞれの県市町の課題や目的に応じた事業に取り組んでい
ます。事業の成果は、各県市町において報告会等を実施し
て普及する他、事業報告書をNISEのウェブサイトに掲載
するなどして普及します。

国際動向の把握や海外との研究交流
　諸外国のインクルーシブ教育システム構築に関する最新
動向や取組を計画的に収集し、国内との比較・検討など参
考になる情報をNISEのウェブサイト等で公表しています。
　韓国国立特殊教育院と日韓特別支援教育協議会を開催す
る等、海外の特別支援教育の研究機関との交流を図ります。
　また、海外からの視察・研修を受け入れ、我が国の教育
制度等についての情報提供を行っています。

●重点課題研究　（令和４年度に実施する研究課題）
（１）教育課程に関する研究(国への政策貢献)　
　・学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施・評価・改善に関する研究
（２）切れ目ない支援の充実に関する研究(教育現場等の喫緊の課題に対応)
　・障害のある子どもの就学先決定の手続きに関する研究
　・高等学校における障害のある生徒の社会への円滑な移行に向けた進路指導と
　　連携の進め方等に関する研究
　・ICT等を活用した障害のある児童生徒の指導・支援に関する研究
　・通常の学級における多様な教育的ニーズのある児童生徒の教科指導上の
　　配慮に関する研究
●障害種別特定研究　（令和４年度に実施する研究課題）
　・知的障害教育における授業づくりと学習評価に関する研究
●その他の研究
○基礎的研究活動
　テーマ別研究班及び障害種別専門分野の課題に対応する研究班における
　基盤的な研究
○外部資金研究、受託研究
　科学研究費助成金等の外部資金を獲得して行う研究、外部からの委託を受けて
　行う研究

　研究の成果は、「研究成果報告書」やその要旨をまとめた「研究成果報告書サマリー集」「リーフレット」等として
NISEのウェブサイトにおいて公開しています。また、ガイドブックの作成、セミナーの開催等により教育現場等
への普及を図っています。

【主な内容】
･ ｢合理的配慮｣ 実践事例（令和４年３月末現在590事例掲載）
･ 関連する法令・施策
･ 関係用語の解説
･ インクルーシブ教育システム構築に関するＱ＆Ａ　等

定期刊行物
・

研究成果
報告書

書　籍

リーフレット・
ガイドブック・
事例集等 インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育課程編成・実施ガイドブック

－知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心に－　令和３年３月

病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q＆A　令和３年７月
知的障害特別支援学級の授業づくり『すけっと』がお助けします！　令和３年７月

ここにヒントがある!インクルーシブ教育システムを進める10の実践
－「インクルCOMPASS」で強みや課題をみつけよう－　
㈱ジアース教育新社，  ISBN978-4-86371-574-5　令和３年３月

特別支援学級での自閉症のある子どもの自立活動の指導　－確かに育つ！子ども、確かに高まる！教師の指導力－
㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-575-2　令和３年３月

特別支援教育の基礎・基本 2020　㈱ジアース教育新社，ISBN978-4-86371-548-6　令和２年６月
交流及び共同学習の充実に関する研究　令和３年３月
インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究　令和３年３月

社会とのつながりを意識した発達障害等への専門性のある支援に関する研究　
－二次的な障害の予防・低減に向けた通級による指導等の在り方に焦点を当てて－　令和３年３月

小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した
授業改善に関する研究　令和３年３月

知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発　－授業づくりを中心に－　令和３年３月
聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する研究　－乳幼児を対象とした地域連携－　令和３年３月

特別支援教育における教育課程に関する総合的研究　
－新学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に向けた現状と課題－　令和３年３月

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究　
－地域と学校での主体的取組を支援する「インクルCOMPASS」の提案－　令和３年３月

研究成果報告書サマリー集（令和２年度終了課題）　令和３年６月
国立特別支援教育総合研究所研究紀要 第49巻　令和４年３月
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第11号　令和４年４月

インクルーシブ教育システム構築のための
自治体や学校等への支援と国際事業

研修事業 情報普及活動

▲ ▲ ▲

特別支援教育教材ポータルサイト：http://kyozai.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害教育推進センターWEBサイト：http://cpedd.nise.go.jp/▲ ▲ ▲

発達障害ナビポータル：https://hattatsu.go.jp/

支援教材
ポータル

発達障害教育
推進センター
WEBサイト

発達障害ナビ
ポータル



運営委員 総務部

研究企画部

研修事業部

情報・支援部

西日本ブランチ
広島オフィス

発達障害教育推進センター

インクルーシブ教育システム推進センター

監査室

参与

理事長

監事（非常勤）

理事

体育館やフットサルコートを
ご利用いただけます。

＜ご利用可能時間＞
体育館 ：9時～19時
フットサルコート：9時～17時
土曜・日曜・祝祭日も
ご利用いただけます。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：
https://www.nise.go.jp/nc/physical_education

NISEの業務は、主として国からの運営費交付金等によって活動しておりますが、障害のある子供の教育のより一層の振興を図るため、
広く皆様方からの寄附を受け入れています。

▲ ▲ ▲

詳しくはこちら：https://www.nise.go.jp/nc/fund

理事長あいさつ

昭和46年10月
平成13年 ４月
平成19年 ４月
平成20年 ４月
平成28年 ４月
平成29年 ４月
令和 ３年 ４月～令和８年３月

令和 ３年10月

国の所轄機関として国立特殊教育総合研究所設置
独立行政法人化（主務大臣：文部科学大臣）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に名称変更 
発達障害教育情報センター設置
インクルーシブ教育システム推進センター設置
発達障害教育推進センター設置（発達障害教育情報センターの機能拡充）

第５期中期目標期間（令和４年度は第５期中期目標期間の２年目）
創立50周年

沿　　革

組　　織

　今年度は、第５期中期目標期間の２年目です。研究所では、令和４年度計画に基づき、各種事業を実施してまいります。
研究活動では、重点課題研究や障害種別特定研究等を通じて、特別支援教育の当面する課題の解決に取り組みます。また、
研修事業としては、コロナ禍の中、来所型とオンライン型の両方を取り入れた研修の在り方を検討し、試行します。こ
れらの成果については、セミナーやSNSなどを通じて、関係者への普及を図ります。今年度も、関係の皆様のご理解と
ご支援をお願いいたします。
　令和４年４月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE）　理事長　宍　戸　和　成

合　　計
役　　員
研　究　職
一　般　職

71（3）
 ２（2）
36（1）
33

R4.4.1現在
（ ）内は非常勤で外数

役員・職員数 令和４年度の財政規模
区分
運営費交付金
施設整備費補助金

金額（千円）
1 , 0 8 4 , 1 6 9

7 9 , 2 1 5

京浜急行電鉄ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 京急久里浜駅下車
▶　久３　系統・久里浜医療センター行で約15分、
　国立特別支援教育総合研究所下車すぐ
▶　久８　系統・野比海岸行で約20分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約８分
 YRP野比駅下車
▶徒歩20分、又はタクシー約５分

JR横須賀線ご利用の場合̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 久里浜駅下車
▶　久８　系統・野比海岸行で約15分、終点下車300ｍ
　又はタクシー約10分

交通案内

体育施設のご利用案内

寄附のお願い

〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５-１-１
TEL：046-839-6803　FAX：046-839-6918（総務部総務企画課）
URL https://www.nise.go.jp/nc/

NISE

令和４年４月

再生紙を使用しています

このパンフレットで紹介した研究成果報告書、NISE学びラボ、特総研ジャーナル、メールマガジン、発達障
害教育推進センターWEBサイト、研究所公開、研究所セミナー、インクルDBなどの詳しい内容は、   　　　
でまとめて検索できます！

　我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、国や地方公
共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行う
ことができる法人の強みを生かしながら、特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育
現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育
の実現に貢献することをミッション（使命）とする。

特別支援教育とは
・障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うも
のです。
・従来の特殊教育が対象としていた障害だけではなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童
生徒が在籍する全ての学校において実施されるものです。
・障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍
できる「共生社会」の形成の基礎となるものです。

（詳しくは、「特別支援教育の推進について」（平成19年４月１日付け文部科学省初等中等教育局長通知）をご覧ください。）

インクルーシブ教育システムとは

研究所の活動（第５期中期目標より）

・障害者の権利に関する条約第24条によれば、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大
限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ
仕組みのことです。
・「共生社会」の形成に向けて、上記の条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支
援教育を着実に進めていく必要があります。
・インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生
徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組
みを整備することが重要です。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要です。

ミッション（使命）

・特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献
・各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成
・特別支援教育に関する情報普及の充実や自治体・学校への支援

ミッションを達成するための取組

（ ）詳しくは、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」
（平成24年７月23日中央教育審議会初等中等教育分科会報告）をご覧ください。

＊令和４年４月現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　貸出しを中止しています。
　最新の情報はウェブサイトでお知らせします。

令和４年度



先生の
  困った! を解決

する
ために

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
National Institute of Special Needs Education

特総研 
資料２



子ども一人一人の教育的ニーズに
応じた実践事例があります。特総研

HPで

公開中
！

－1－－6－－5－

自閉症のある子どもの自立活動の指導について考えよう！

ナイセ博士

カノンちゃんとだいすけくんの先生は、困っているご様子ですね。でも、 
困っているのは、先生だけでしょうか？
２人の先生と一緒に、なぜ、このような状況になったのかを振り返って
みましょう。

○ 積極的に学習に取り組もうとするが、思っ
たことをすぐに行動にうつしてしまう。

① 自分の思いや考えを伝えるために語いを増やし、手がかり
を用いて表現する方法を身につける

○ 教師が、だいすけくんの思いや考えを言語化することで、
状況に合った語いを増やす。【コ（３）】

〇 言語化することが難しい表現は、単語カードや絵カード等
の手がかりを用いることで、相手に自分の思いや考えを伝
えることができることを知る。【人（１） 、コ（2）（4） 】

② 落ち着いて自分の思いや考えを伝える

○ だいすけくんの関心のある話題を取り上げたロールプレイ
を通じて、相手の話を聞いて話したり、穏やかな口調で
相手に接したりする。【心（3）、人（1）、コ（1）（2）】

〇 発表場面では、ワークシートやノートに一度、自分の伝え
たいことを書きとめてから伝える。【心（1）、コ（4）】

○ 困った行動だけでなく、その子にとって
の強み（得意なこと、興味や関心）を押
さえましょう

○ 困った行動が生じている理由を考えま
しょう

○ 子どもにつけたい力を具体化しましょう
○ 長期目標→短期目標→本時の目標と目標
間のつながりを意識しましょう

①指示・教示は、子どもが理解できる伝え方でしたか？
②発問の意図は、子どもに伝わっていましたか？
③教材は、子どもの理解に応じた内容、興味・関心を喚起するものでしたか？
④学習環境（座席配置や板書等）は、子どもの活動への参加や理解を促すものでしたか？
⑤どの場面で、子どもは困難さを感じて（つまずいて）いましたか？それはなぜだったのでしょうか？
⑥どの場面で、子どもは主体的に学んでいましたか？それはなぜだったのでしょうか？

指導による「子どもの変容」を捉えることが大切です

本リーフレットは、研究協力者の皆さんのご協力をいただき作成しました。
■金子　道子　先生（千葉県柏市立西原小学校）　   ■南　　友珠　先生（京都府長岡京市立長岡第七小学校）
■島田　千晶　先生、三浦　智子先生（福井県鯖江市惜陰小学校） ■北村　英之　先生（福井県福井市立灯明寺中学校）
■小林　倫代　先生（国立特別支援教育総合研究所　名誉所員） ■野呂　文行　先生（筑波大学人間系　教授）

■自閉症教育研究班（柳澤　亜希子、李　熙馥、棟方　哲弥）

○ 子どもの興味や関心を取り入れた
学習活動や教材を取り上げ、動機
付けを高めましょう
○ 子どもの主体的な発言（つぶやき）
や行動を大切にしましょう
○ 視覚的な手がかりは、何のために
用いるのかを明確にしましょう
○情報は、整理して伝えましょう

自分の思いや考えを相手に正しく伝えるための表現
方法を身に付けることで、落ち着いて相手とやりとり
することができる

手がかりを用いて、自分の思いや考えを相手に伝え
ようとすることができる

※【　　】は、６区分 27項目の内容を指します。

○ 自分の思いや考えを衝動的、あるいは逃避といった行動で
表現するため、相手に意図が伝わらずに注意されてしまう
ことが多い。

６区分で学習上・生活上の課題と長所やよさを整理して、
中心的な課題を考えましょう１

長期目標と短期目標を考えましょう2

短期目標を達成するために、具体的な指導内容を考えましょう3

健康の
保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の

把握
身体の
動き コミュニケーション

  △  気持ちを抑えることができず、
すぐに行動にうつしてしまう
【心（１）】
◎  学習意欲はあり、積極的に取り組
もうとする【心（３）】

△  思い通りに
ならないと、
逃避してしまう
【人（1）】

△  自分の思いや考えを言葉等で
相手にわかるように伝えること
が難しい【コ（１）（3）（4）】

△  逃避すると、教師がいくら言葉
かけしても応じない【コ（2）】

中心的な課題

長期目標

短期目標

だいすけくんは、やりたいことや伝えたいことがある時に、言葉や相手にわかる方法で表現するのではなく、
衝動的な行動で表現してしまいます。
また、思い通りにならなかった時の「嫌だ」という気持ちの伝え方がわからない、そうした気持ちを抑える
ことが難しいために、その場から離れてしまうんですね。
このため、だいすけくんの中心的な課題は、相手のことを意識し、自分の思いや考えが相手に正しく伝わる
表現方法を身に付けること、そのためにも落ち着いて他者と関わることができるようになることですね。

個別の指導計画を作成する
時は、長期目標は「１年間」、
短期目標は「学期ごと」で
立てましょう。

個別の指導計画に基づいて、個々の指導
目標の達成状況を振り返りましょう

「自閉症のある子どもの
自立活動の授業作りの要
点」については、こちら
のリーフレットをご覧く
ださい。

「指導目標の設定
（見直し）のポイント」
については、こちらの
リーフレットをご覧く
ださい。

だいすけくんには、「心理的な安定」「人間関係
の形成」「コミュニケーション」を関連付けて
指導しましょう。

自立活動の時間における指導だけではなく、
他の指導場面でも意識して取り組みましょう。

だいすけくんの学習意欲を
引き出す内容を取り上げ
ましょう

PDCA サイクルを意識
して、自立活動の指導を
行いましょう

自閉症のある子どもの自立活動の授業を組み立てる上での要点

Ⅰ． 個々の子どもにつけたい力（指導目標）
を絞り込み、具体化しましょう

Ⅱ． 自閉症の特性を踏まえて指導方法を
工夫しましょう

Ⅲ． 指導の振り返りをして、授業改善に
活かしましょう

Plan

Do

Check

Action

計画

授業

振り返り

改善

教材

カノンちゃん、
次は体育だよ。着替えて、
交流学級に行きなさい。

あ！前の授業で
あの教材を作ったなあ…。

これ、これ、
この教材だ～

だいすけくん、だ
めよ、

危ないから降りて
‼

ぼくは、この教材が
ほしいんだよ！

何が、「やだ」なの？
だいすけくん、やめなさい‼

また席から
離れて。
本当に
困ったわ。

だいすけくん、
早く席に戻りなさい。

授業中よ！

ぼく、
がんばってるのに
注意ばっかりで、
もう嫌だ‼

ヤダ！
　ヤダ‼

もう！何するの！
やめて―‼グラ グラ

前回作った
教材

今日は、前回の授業の
続きをしますよ。みんな、何を
したか、覚えているかな？

今日は、行かないの？
ゆういち先生が

お迎えにきているよ。

行きたいけど、この間
とび箱、失敗したんだよね。

カノンちゃん、
行こうよ！
みんなが

待っているよ。

おなか痛
い…。

あぁ…、本当に
おなかが痛くなってきた…。

また、おなか痛いの？
じゃ、保健室に行っておいで。

いやだ。行きたくない。

何かあったのかな…

特別支援学級のとも子先生 特別支援学級の
さと子先生

交流学級のゆういち先生

失敗すると激しく落ち込むカノンちゃん 自分の伝えたいことを衝動的な行動で
表すだいすけくん

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
令和元年度自閉症班基礎的研究活動

＜発行元＞
　独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所
　　〒 239-8585　神奈川県横須賀市野比５－１－１
　　ＴＥＬ：０４６－８３９－６８０３　ＦＡＸ：０４６－８３９－６９１８
＜問い合わせ先＞
　インクルーシブ教育システム推進センター　主任研究員      柳澤　亜希子（自閉症教育研究班長）
 （令和２年 5月発行）

だいすけくんの自立活動の指導目標と指導内容を考えてみましょう

リーフレットも
あります

ガイドブック・事例集も
あります

研究成果をイラスト入りな
どで、わかりやすく、ポイ
ントを紹介しています。
研修会などで配っていただ
くなどの活用ができます。

主に、教育現場に携わる先
生方へむけての手引書で、
わかりやすく内容がまとめ
られています。



画面右上メニューの
「報告書・資料」を
クリック

「リーフレット」を
クリック

リーフレットの紹介ペー
ジの中から目的のＰＤＦ
ファイルをダウンロード
してください。

ご自宅のＰＣに保管して
授業の参考にしたり、印
刷して研修会や保護者会
の資料に用いたり、ぜひ
ご活用ください。

1

2

3

4

まずは、https://www.nise.go.jp/nc/ へアクセス！

リーフレットを見たい時 

言語障害のある中学生の指導・支援の充実のために

以前から中学校のことばの教室が少ないことで、小学校のことばの教室を終了した言語障害のある中
学生が、継続した指導を受けられないなどの課題がありました。
平成30年４月より高等学校において通級による指導が開始されました。今後、切れ目のない連続した

学びを実現するため、言語障害のある中学生のニーズに合った指導・支援の充実が求められています。

Ｑ１．言語障害のある中学生の実態はどうなっていますか？

全国の小・中学校、義務教育学校等のことばの教室の先生を対象に、調査を実施しました。1,900校に
発送し、1,090校（小学校1,030・中学校60）から回答がありました。回収率は、57.4％でした。調査の結果
について一部紹介します(Aｰ１、Aｰ２は別の質問に対する回答であり、ｎは一致しない）。

Ａ－１ 言語障害のある中学生が小学校のことばの教室に通っていることがわかりました。

小６ 中１ 中２ 中３

小学校
言語障害特別支援学級 86 2 0 1

言語障害通級指導教室 1534 53 49 27

中学校
言語障害特別支援学級 ‐ 12 12 8

言語障害通級指導教室 ‐ 81 82 60

合計 1620 148 143 96

n=262

Ａ－２ どのような言語障害のある中学生がことばの教室に通っているかわかりました。

表１．ことばの教室に通っている言語障害のある小学校６年生及び中学生の人数

図２．中学校のことばの教室に通う言語障害のある中学生図１．小学校のことばの教室に通う言語障害のある中学生

n=85

小学校のことばの教室を
利用している中学生の中で
吃音のある生徒の割合が多
いことがわかりました。

中学校に進学した後も
継続した指導が必要である
ことが考えられました。

〒239-8585 神奈川県横須賀市野⽐5-1-1
TEL: 046-839-6803 FAX: 046-839-6918

（令和２年５⽉発⾏）

本リーフレットは、独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所で実施した基幹研究（⾔語班）
「⾔語障害のある中学⽣への指導・⽀援の充実に関する研究」（平成30年度〜令和元年度）の
成果をもとに作成したものです。 （研究代表者 滑川 典宏）

Ｑ２．言語障害のある中学生や小学校６年生は中学校のことばの教室を
どう思っていますか？

Ｑ.通っている理由を教えてください（※一部抜粋）
・ 苦手な学習ができるようになったから ・学校に行くきっかけになったから
・中学校に入学後、悩みが増えたから ・いろいろな人と友だちになれるから 等
Ｑ.どんなことをしたいですか？
・ 今のままで十分 ・わからない学習を教えてほしい ・友だちとのふれあい
・悩んでいること、たわいのない話も、込み入った話もしたい 等
Ｑ.通ってよかったことは？
・ 学校に来るのが楽しくなった ・いろいろな悩みがすっきりした
・自分の居場所ができて、自分をみつけることができた 等
Ｑ.どんな教室なら通いやすい？
・ 異性の先生だったらやめていたかも ・ もっと友だちと話す機会が増えたら良い 等

・小学校でことばの悩みがある友だちと出会えたから（吃音）

・困った時に悩みを聞いてもらえるから（吃音）

・２月に中学校の授業や部活を見学してやっていけるか心配になったから（構音障害）

・自分から新しい友だちに話しかけられるか不安になったから（構音障害）

・別の小学校の友だちや中学校の担任に吃音の理解をしてもらえるか不安だから（保護者）

・本人は気にしてないけれど、12月ぐらいから吃音が目立つようになったから（保護者）

・保護者としては、心配がなくなるまでことばの教室に通ってほしいから（保護者）

表２．W小学校の児童や保護者が中学校進学後に中学校のことばの教室に通おうと思っている理由

Ａ－１ 言語障害のある中学生はことばの教室に「安心できる人・場所」があると言っています。

Ａ－２ W小学校のことばの教室に通っている小学校６年生は、中学校に進学するまでにいろいろ
悩んで中学校のことばの教室に通うことを決めていました。

保護者ことばの教室に通う
小学校６年生

保護者は中学校のことばの教室に通うことを
希望していますが、本人は「大丈夫」「今は
困っていない」 「疲れると思うからいけない」
と保護者と意見が一致しないこともあります。

ことばの教室に通う
小学校６年生

保護者
ことばの

教室担当教員

子どもの気持ちに
寄り添って、一緒
に考えていくこと
が大切ですね。

中学校のことばの教室に通っている言語障害のある中学生（５校14名）に対する面接調査の結果及びW小
学校の児童や保護者が中学校のことばの教室に通おうと考えた理由の一部を紹介します。

 

 

構音障害
28人
（11％）

吃音
70人
（27％）

言語発達の遅れ
78人（30％）

その他
79人（30％）

構音障害
18人
（21％）

口蓋裂
３人（４％）

吃音
38人

（４５％）

言語発達の遅れ
20人（23％）

その他
６人
（７％）

 

 

構音障害
28人
（11％）

吃音
70人
（27％）

言語発達の遅れ
78人（30％）

その他
79人（30％）

構音障害
18人
（21％）

口蓋裂
３人（４％）

吃音
38人

（４５％）

言語発達の遅れ
20人（23％）

その他
６人
（７％）

n=85

口蓋裂 7 人
　（2%）

n=262



研究成果物リスト
コチラで紹介しているのはほんの一部です。HP で最新の情報をぜひご覧下さい。
研究成果
報告書 研究成果報告書サマリー集（令和２年度終了課題） 令和３年５月

リーフ
レット

視覚障害を伴う重複障害の児童生徒等の指導に関する研究
　－特別支援学校（視覚障害）における指導を中心に－ 平成３１年３月
　　�http://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/461abb9ee6ba1a2b30ec92

c91cdd3f6b?frame_id=1235
「インクル COMPASS」ガイド　令和３年２月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/0268a82e3496739df67d9

04da372318f?frame_id=1235
知的障害特別支援学級の授業づくり『すけっと』がお助けします！　令和３年７月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/3874245f4dc3c95f0d2581

fff2b89089?frame_id=1235
小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した授業改善に関す
る研究　令和３年３月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/5e05240dd26f61653fb0fa

1795b385ce?frame_id=1235
精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的支援・配慮に関する研究
　－ Co-MaMe( 連続性のある多相的多階層支援 ) － 令和２年１月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/e8ec1140df63665bb0e2b

ceea764638a?frame_id=1235
言語障害のある中学生の指導・支援の充実のために　令和２年５月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/b63291da546834b57308

4bb47ce544dc?frame_id=1235
自閉症のある子どもの自立活動の指導について考えよう！令和２年５月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/a89cfe3fd46491ddf8b4e0

3e10562022?frame_id=1235
発達障害のある子供の教育に関わる全ての教員の皆様へ
　もしかして、それ ･･･ 二次的な障害を生んでいるかも ･･･ ？　令和３年３月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/08f50f2da9864d68fd321c

b3595a1aaa?frame_id=1235

事例集
ガイドブック

難聴児の切れ目ない支援体制構築と更なる支援の推進に向けた研修パッケージ　令和３年３月
　　https://www.nise.go.jp/nc/study/others/disability_list/hearing/package
視覚と聴覚の両方に障害のある盲ろうの子どもたちの育ちと学びのために 
　－教職員、保護者、関係するみなさまへ　令和３年３月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/9353ab9431f5f2e41a616f

6cd3dc3fc1?frame_id=1235

調査
報告書

重複障害のある子供の教育に関する調査報告書　令和３年３月
　　�https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/0a3a3ace55c2950cfffc05b

6e4f44148?frame_id=1235

WEB
情報
サイト

ＮＩＳＥ学びラボ：インターネットによる講義配信
　　https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online
インクルＤＢ：インクルーシブ教育システム構築支援実践事例データベース
　　http://inclusive.nise.go.jp/
特別支援教育教材ポータルサイト：支援機器等教材に関する活用方法や取組事例　
　　http://kyozai.nise.go.jp/
ＮＩＳＥチャンネル：YouTube にて活動紹介動画、研修講義動画を配信中
　　https://www.youtube.com/user/NISEchannel
ＮＩＳＥ研究者紹介ページ：特総研 Web ページにて在籍する研究者の専門分野等を紹介
　　https://www.nise.go.jp/nc/study/researcher_list

言語障害のある中学生の指導・支援の充実のために

以前から中学校のことばの教室が少ないことで、小学校のことばの教室を終了した言語障害のある中
学生が、継続した指導を受けられないなどの課題がありました。
平成30年４月より高等学校において通級による指導が開始されました。今後、切れ目のない連続した

学びを実現するため、言語障害のある中学生のニーズに合った指導・支援の充実が求められています。

Ｑ１．言語障害のある中学生の実態はどうなっていますか？

全国の小・中学校、義務教育学校等のことばの教室の先生を対象に、調査を実施しました。1,900校に
発送し、1,090校（小学校1,030・中学校60）から回答がありました。回収率は、57.4％でした。調査の結果
について一部紹介します(Aｰ１、Aｰ２は別の質問に対する回答であり、ｎは一致しない）。

Ａ－１ 言語障害のある中学生が小学校のことばの教室に通っていることがわかりました。

小６ 中１ 中２ 中３

小学校
言語障害特別支援学級 86 2 0 1

言語障害通級指導教室 1534 53 49 27

中学校
言語障害特別支援学級 ‐ 12 12 8

言語障害通級指導教室 ‐ 81 82 60

合計 1620 148 143 96

n=262

Ａ－２ どのような言語障害のある中学生がことばの教室に通っているかわかりました。

表１．ことばの教室に通っている言語障害のある小学校６年生及び中学生の人数

図２．中学校のことばの教室に通う言語障害のある中学生図１．小学校のことばの教室に通う言語障害のある中学生

n=85

小学校のことばの教室を
利用している中学生の中で
吃音のある生徒の割合が多
いことがわかりました。

中学校に進学した後も
継続した指導が必要である
ことが考えられました。
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TEL: 046-839-6803 FAX: 046-839-6918

（令和２年５⽉発⾏）

本リーフレットは、独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所で実施した基幹研究（⾔語班）
「⾔語障害のある中学⽣への指導・⽀援の充実に関する研究」（平成30年度〜令和元年度）の
成果をもとに作成したものです。 （研究代表者 滑川 典宏）

Ｑ２．言語障害のある中学生や小学校６年生は中学校のことばの教室を
どう思っていますか？

Ｑ.通っている理由を教えてください（※一部抜粋）
・ 苦手な学習ができるようになったから ・学校に行くきっかけになったから
・中学校に入学後、悩みが増えたから ・いろいろな人と友だちになれるから 等
Ｑ.どんなことをしたいですか？
・ 今のままで十分 ・わからない学習を教えてほしい ・友だちとのふれあい
・悩んでいること、たわいのない話も、込み入った話もしたい 等
Ｑ.通ってよかったことは？
・ 学校に来るのが楽しくなった ・いろいろな悩みがすっきりした
・自分の居場所ができて、自分をみつけることができた 等
Ｑ.どんな教室なら通いやすい？
・ 異性の先生だったらやめていたかも ・ もっと友だちと話す機会が増えたら良い 等

・小学校でことばの悩みがある友だちと出会えたから（吃音）

・困った時に悩みを聞いてもらえるから（吃音）

・２月に中学校の授業や部活を見学してやっていけるか心配になったから（構音障害）

・自分から新しい友だちに話しかけられるか不安になったから（構音障害）

・別の小学校の友だちや中学校の担任に吃音の理解をしてもらえるか不安だから（保護者）

・本人は気にしてないけれど、12月ぐらいから吃音が目立つようになったから（保護者）

・保護者としては、心配がなくなるまでことばの教室に通ってほしいから（保護者）

表２．W小学校の児童や保護者が中学校進学後に中学校のことばの教室に通おうと思っている理由

Ａ－１ 言語障害のある中学生はことばの教室に「安心できる人・場所」があると言っています。

Ａ－２ W小学校のことばの教室に通っている小学校６年生は、中学校に進学するまでにいろいろ
悩んで中学校のことばの教室に通うことを決めていました。

保護者ことばの教室に通う
小学校６年生

保護者は中学校のことばの教室に通うことを
希望していますが、本人は「大丈夫」「今は
困っていない」 「疲れると思うからいけない」
と保護者と意見が一致しないこともあります。

ことばの教室に通う
小学校６年生

保護者
ことばの

教室担当教員

子どもの気持ちに
寄り添って、一緒
に考えていくこと
が大切ですね。

中学校のことばの教室に通っている言語障害のある中学生（５校14名）に対する面接調査の結果及びW小
学校の児童や保護者が中学校のことばの教室に通おうと考えた理由の一部を紹介します。
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n=85

口蓋裂 7 人
　（2%）

n=262

インクルーシブ教育システムを推進するための
地域や学校等の主体的な取組を支援します

「インクルCOMPASS」って ?

　「インクルCOMPASS」とは「インクルーシブ教育システムを推進し、主体的取組を支援するた
めの観点」のことです。COMPASS は、英語表記である「Components for Promoting Inclusive 
Education System and Assisting Proactive Practices」の頭字語です。
　「インクルCOMPASS」は、園や学校の取組状況を７つの観点でチェックするシートと、全体の進
捗状況を俯瞰するためのナビゲーションシートで構成されています。

インクルCOMPASS

インクルーシブ教育システムとは？

インクルーシブ教育システムを構築するには？

　障害者の権利に関する条約第 24条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive education 
system）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度ま
で発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のな
い者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」（一般的な教育制度）か
ら排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要
な「合理的配慮」の提供等が必要とされています。基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害
のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指しています。そして、多様で柔軟な仕組みを
整備するためには、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といっ
た、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要になります。

　インクルーシブ教育システムを構築するためには、園や学校で取組状況を把握し、今後の見通しをも
つための観点が必要になってきます。また、園や学校で行われている取組が、インクルーシブ教育シス
テムとどのように関連付いているのかがわかりにくいという声もあります。
　「インクルCOMPASS」は、園や学校がインクルーシブ教育システム構築の現状や課題を把握して、次
の取組を見出すための手掛かりを得ることを目的としたツールです。　園や学校で取り組む際や、これ
までの取組を振り返る際などに、インクルーシブ教育システムを構築するための一つの方向性を示す観
点としてご活用ください。

インクルーシブ教育シ
ステム構築って具体的
に何をすればいいんだ
ろう？

我が校のインクルーシ
ブ教育システムに関す
る取組は十分かしら？

インクルCOMPASS

「インクルCOMPASS」の実施を通じて園・学校の強みや課題を確認し、
インクルーシブ教育システム構築の取組に繋げます。

　「インクルCOMPASS」は、インクルーシブ教育システム構築の取組状況について、他の地域や園・学
校と比較するためのものではありません。各取組について内省をはかり、今後の見通しをもつためのツー
ルとして、以下のようなコンセプトを掲げています。

　「インクル COMPASS」では、図１に示す７つの観点の各項目に
ついて、園や学校の取組状況をチェックし、これらのチェック結果
を総合的に判断して、今後の取組の方向性を検討します。「インクル
COMPASS」は、各項目についてチェックを行うシートと、全体の進
捗状況を俯瞰するための「ナビゲーションシート」で構成されています。

　「ナビゲーションシート」（図２）は、全体の進捗状況を俯瞰して活
用するためのシートです。具体的には、チェックした結果を基に全体
を俯瞰しながら、インクルーシブ教育システム構築の推進に向けた重
点的取組の方策案をまとめることができます。

（1） 園や学校のインクルーシブ教育システム構築を一層推進するために、現在の取組状況を把握し、
その結果を踏まえて今後の取組を検討する際のヒントが掴めます。

（2）現状を振り返ることで、園や学校の強みや課題を可視化することができます。

図２「ナビゲーションシート」

図１　「インクルCOMPASS」の観点と項目

１．体制整備

２．施設・設備

３．教育課程

４．指導体制

５．交流及び共同学習

６．移行支援

７．研修

・園内・校内の支援に係る体制整備
・地域への理解・啓発　　など

・バリアフリー施設・設備の整備
・教育支援機器の整備　　など

・特別の教育課程の編成
・特別の教育課程の実施・評価

・指導体制の整備・充実
・幼児児童生徒及び保護者の理解推進　　など

・交流及び共同学習の実施のための具体的な取組
・障害のある人との交流と理解啓発

・就学支援システムづくり
・就労支援システムづくり

・園内・校内における研修の実施
・校外研修を活用した理解・専門性の向上　　など

　本リーフレットは、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で実施した基幹研究（横断的研究）「我
が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的研究－インクルCOMPASS（試案）の活
用の検討－」（平成３０年度～令和元年度）において作成したものです。
　本研究について詳しくお知りになりたい方は、当研究所ホームページもしくは以下のＵＲＬから研究成
果報告書（インクルCOMPASS チェックシート、ナビゲーションシートを含む）をご覧ください。

https://www.nise.go.jp/nc/report_material/research_results_publications/specialized_research

〒239-8585　神奈川県横須賀市野比5-1-1

TEL: 046-839-6803　　FAX: 046-839-6918

（令和２年２月発行）

研究企画部　令和４年３月発行
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改訂版ガイドブックの活用について

　インクルーシブ教育システムの充実・発展を目指す中、肢体不自由のある児童生徒の学

ぶ場は多様化し、それぞれの場での指導・支援の充実が課題となっています。肢体不自由

特別支援学級の設置状況は地域によって差はありますが、令和元年度の設置状況は小・中

学校合わせて 3,150 学級で、平成 18 年度の学級数にくらべるとおよそ 1.3 倍増になってい

ます。

　そのような中、本研究所肢体不自由教育班では、肢体不自由特別支援学級の実態調査を

５年ごとに実施して、研究や研修等に生かしています。肢体不自由特別支援学級を担当す

る先生方の教職経験に着目してみると、令和元年度に行った調査結果では、肢体不自由教

育経験の浅い先生方が多いことが確認できました。また、研修の実施状況を見てみると、

研修の機会が決して多いとは言えない状況を看取することができました。

　そこで、肢体不自由特別支援学級を担当する先生方のうち、特に肢体不自由教育経験が

浅い先生方に向けて、肢体不自由教育の基礎的・基本的な事項を提供し、日々の指導に生

かしていただくガイドブックを作成し、令和元年度～令和２年度基幹研究「小・中学校に

おける肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のための地域資源を活用した授業改

善に関する研究」報告書に掲載しました。そのような中、インクルーシブ教育システムに

おける特別支援教育の充実と発展に向けて、令和３年６月に文部科学省より「障害のある

子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向け

て～」が公表されました。それに伴って、先にご紹介したガイドブックに掲載されている

関係部分を更新するとともに、より多くの先生方が活用しやすいよう、改訂版ガイドブッ

クとして単体で公表する運びとなりました。

　本ガイドブックは、先に紹介した調査結果を参考にしながら、特別支援学級を担当する

先生方が日々の指導で悩んでいると思われる事項も取り上げています。まずは本ガイド

ブックをお読みいただき、ご自身の関心に基づいてさらに専門書や関連資料などをあたっ

たり、関係の研修を受講したりして、日々の指導の改善・充実につなげていただくことを

願っています。また、GIGA スクール構想が進む中、ICT 機器の活用なども期待が寄せら

れています。肢体不自由のある児童生徒の障害特性を踏まえた効果的な ICT 活用につい

ては、ホームページなどで発信していきますので、ご期待ください。

令和４年３月

国立特別支援教育総合研究所

肢体不自由教育班研究員一同
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肢体不自由とは（障害特性）1
（１）肢体不自由の定義
　医学的には、発生原因の如何を問わず、四肢体幹に永続的な障害があるものを肢体不自由

といいます。先天的に四肢体幹の形成が障害されたり、生後の事故等によって四肢等を失っ

たりすることなどによる形態的な障害によって運動障害が起こる場合と、形態的には基本的

に大きな障害はないものの、中枢神経系や筋肉の機能が障害されて起こる場合があります。

　運動障害の発症原因別に見ると、特別支援学校（肢体不自由）において最も多いのは表１

のとおり脳性疾患で、次いで脊椎・脊髄疾患、筋原性疾患、骨系統疾患、代謝性疾患が挙げ

られます。本研究所が行った肢体不自由特別支援学級を対象にした実態調査（2021a）でも、

同様の傾向が示されています（表２）。

 
表１　全国特別支援学校（肢体不自由）幼児児童生徒病因別調査（令和２年５月１日現在）

分　類 割合（％）
脳性疾患（脳性まひ、脳外傷後遺症、脳水腫症、その他） 63.7
脊椎・脊髄疾患（脊椎側わん症、二分脊椎、脊髄損傷、その他） 4.4
筋原性疾患（進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症、その他） 4.3
骨系統疾患（先天性骨形成不全、胎児性軟骨異栄養症、その他） 1.3
代謝性疾患（ムコ多糖代謝異常症、マルファン症候群、その他） 1.4
弛緩性まひ（脊髄性小児まひ、分娩まひ、その他） 0.1
四肢の変形等（上肢・下肢切断、上肢・下肢ディスメリー、その他） 0.2
骨関節疾患（関節リュウマチ、先天性股関節脱臼、ペルテス病、その他） 0.9
その他 23.5

＊全国特別支援学校肢体不自由教育校長会実施

表２　令和元年度　肢体不自由特別支援学級に在籍する児童生徒の診断名

全体（N） 脳性
まひ

髄膜炎
後遺症

二分
脊椎

脊柱側
わん症

筋ジス
トロ
フィー

骨形成
不全症

ペルテ
ス病

脱臼・
変形

四肢欠
損 水頭症 その他

全
体

2,499 861 22 172 66 149 61 15 25 27 104 1,214
100.0% 34.5% 0.9% 6.9% 2.6% 6.0% 2.4% 0.6% 1.0% 1.1% 4.2% 48.6%

＊国立特別支援教育総合研究所　肢体不自由教育班　基幹研究（2021a）

　脳性疾患では、姿勢や運動・動作の不自由の他に、視覚、聴覚、言語、知覚・認知などの

障害を伴う場合があります。また、直接的な原因となる疾患による障害に加えて、それらに

よる長期にわたる運動障害や姿勢反射障害によって、関節拘縮や変形性股関節症、気道や尿

路の感染症などの二次障害が見られることも少なくありません。

　肢体不自由とは、姿勢や運動・動作に不自由が生じる障害の総称であり、起因疾患によっ
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て出現する障害の状態や健康面や生活面の配慮事項なども異なります。そのため児童生徒の

起因疾患を把握することは大切です。なお、児童生徒の身体障害者手帳などの障害名部分に

「機能障害による両上下肢不自由」「体幹機能障害」などと記載されています。これは手帳を

交付する際に、一定の基準に照らし合わせて障害の部位と機能欠損の状態、あるいは目的動

作能力の障害の状態について記載しており、起因疾患名が明記されていないことに留意する

必要があります。起因疾患名については、その他の個人資料や保護者に確認することが大切

です。

（２）主な起因疾患の特徴
①脳性まひ
　脳性疾患で最も多いものは脳性まひです。脳性まひの定義について、一般的に合意の得ら

れている規定要素を次に示します。

　（ア）�原因については、発育過程における脳の形成異常や様々な原因による脳損傷の後遺

症という非進行性の脳病変であること

　（イ）�運動と姿勢の異常、すなわち運動機能障害であること

　（ウ）�成長に伴って症状が改善したり増悪したりすることもあるが、消失することはない

こと

　原因の発生時期について、受胎とする点ではほぼ合意が得られており、我が国においては、

昭和 43 年の厚生省（当時）研究班の定義で、生後４週間までに生じるとされています。

　脳性まひを引き起こす脳損傷の原因としては、出生前の原因として小頭症や水頭症、脳梁

欠損、脳回形成異常などの遺伝子や染色体の異常などがあります。出生後の原因としては、

胎児期や周産期における低酸素状態や頭蓋内出血があります。

　主な症状から障害型が分けられています。脳性まひの最も多い障害型は痙直（けいちょく）

型で、伸張反射の亢進によって四肢などの伸展と屈曲が著しく困難になってしまう状態にな

るものです。アテトーゼ型（不随意運動型）は、四肢などに自分の意思と関係なく異常運動

が起こるもので、最近では一部の筋肉に異常な緊張が起こるジストニアや手指等の震えなど

の症状も含めて考えられています。

②筋ジストロフィー
　筋原性疾患で多く見られる疾患としては、筋ジストロフィーがあります。これは筋原性の

変性疾患で進行性であり、筋力が徐々に低下して運動に困難をきたすだけでなく、長期的

には呼吸筋の筋力低下によって呼吸も困難になっていく予後不良な疾患です。筋ジストロ

フィーの型としては、Ｘ染色体劣性遺伝で幼児期頃から発症することの多いデュシェンヌ型

とベッカー型、常染色体劣性遺伝で乳幼児期早期に発症する福山型、常染色体優性遺伝で先

天型では新生児期あるいは乳児期早期に発症する筋強直性筋ジストロフィーがあります。
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③二分脊椎
　脊椎脊髄疾患として多いのは二分脊椎です。脊髄が入っている背骨のトンネル（脊柱管）

の一部の形成が不完全となり、脊髄が脊柱管の外に出てしまう先天性の疾患で、神経の癒着

や損傷が生じ、様々な神経障害が出現します。生まれてすぐに手術を行い修復しますが、脊

髄の損傷位置や状態などによって障害の程度は異なり、下肢のまひや膀胱直腸障害が主に見

られます。膀胱直腸障害の場合は、導尿が必要になることもあります。また、水頭症をしば

しば合併し、脳圧を下げるための手術が必要なこともあります。

（３）心理学的・教育的側面から見た肢体不自由
　肢体不自由のある児童生徒は、上肢、下肢又は体幹の運動・動作の障害のため、起立、歩行、

階段の昇降、いすへの腰掛け、物の持ち運び、机上の物の取扱い、書写、食事、衣服の着脱、

整容、用便など、日常生活や学習上の運動・動作の全部又は一部に困難があります。これら

の運動・動作には、起立・歩行のように主に下肢や平衡反応に関わるもの、書写・食事のよ

うに主に上肢や目と手の協応動作に関わるもの、物の持ち運び・衣服の着脱・用便のように

肢体全体に関わるものがあります。

　運動・動作の困難は、姿勢保持の工夫と運動・動作の補助的手段の活用によって軽減され

ることが少なくありません。この補助的手段には、座位姿勢の安定のためのいす、作業能力

向上のための机、移動のためのつえ・歩行器・車いす、廊下や階段に取り付けた手すりなど

のほか、よく用いられるものとしては、持ちやすいように握りを太くしたりベルトを取り付

けたりしたスプーンや鉛筆、食器やノートを机上に固定する器具、着脱しやすいようにデザ

インされたボタンやファスナーを用いて扱いやすくした衣服、手すりを取り付けた便器など

があります。

　肢体不自由のある児童生徒の運動・動作の困難の程度は一人一人異なっているので、その

把握に際しては、個々の姿勢や身体の動かし方、バランス感覚やボディイメージなど運動を

円滑に行う基礎となる能力の特徴を知る必要があります。具体的には、日常生活や学習上ど

のような困難があるのか、それは補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といっ

た観点から行うことが必要です。

（４）医学的側面からの実態把握
　次のような点について把握することが考えられます。以下、文部科学省（2021）の資料から、

その一部を列挙します。

（ア）既往・生育歴
　〇出生週数・出生時体重・出生時の状態・保育器の使用・生後哺乳力 

　〇けいれん発作と高熱疾患・障害の発見及び確定診断の時期・入院歴や服薬等

（イ）乳幼児期の姿勢や運動・動作の発達等
　〇姿勢の保持：頸の座り、座位保持、立位保持
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　〇姿勢の変換：寝返り、立ち上がり

　〇移動運動 ：はいはい、伝い歩き、ひとり歩き

　〇手の操作 ：物の握り、物のつまみ、持ち換え、利き手

（ウ）医療的ケアの実施状況
　〇�経管栄養（鼻腔に留置された管からの注入、胃ろう、腸ろう、口腔ネラトン）、 ＩＶＨ

中心静脈栄養

　〇�喀痰（かくたん） 吸引（口腔内、鼻腔内、咽頭より奥の気道、気管切開部（気管カニュー

レ）、経鼻咽頭エアウェイ）

　〇その他（ネブライザー等による薬液の吸入、酸素療法、人工呼吸器、導尿等）

（エ）口腔機能の発達や食形態等の状況
　〇口腔機能：食物を口に取り込む動き、口の中でかむ動き、飲み込む動き等 

　〇食形態 ：食物の大きさ、軟らかさ、粘性（水分も含む）等 

　〇�食環境 ：食事及び水分摂取の時間・回数・量、食事時の姿勢、食器具の選定、 食後のケ

ア等 

　〇既往歴 ：誤嚥（ごえん）性肺炎、食物アレルギー（原因食物）等 

　〇その他 ：偏食の有無、除去食の必要性等

（オ）現在使用中の補装具等
　〇�車椅子、歩行器（前方支持と後方支持の２種類がある）、座位保持装置、つえ（両松葉 

づえと両側肘つえ（ロフストランド型））、短下肢装具又は靴型装具や足底装具等

（カ）医療機関からの情報の把握
　〇�現在の医療機関をはじめ、これまでにかかっていた専門の医療機関がある場合には、そ

の間の診断や検査結果、それに基づく治療方法、緊急時の対応など、医学的所見の把握

（５）心理学的、教育的側面からの実態把握
　肢体不自由のある児童生徒の場合、その起因疾患や障害の程度などが多様であるため、一

人一人について十分な評価を行い必要な資料を作成する必要があります。

　このためには、行動観察や諸検査を通して、次のような行動の側面を把握するための基礎

的事項について把握することが望まれます。以下、文部科学省（2021）の資料から、その一

部を列挙します。

（ア）身体の健康と安全
　〇睡眠、覚醒、食事、排泄等の生活のリズムや健康状態等

（イ）姿勢
　〇�遊びや食事などにおいて無理なく活動できる姿勢や身体の状態が安定する楽な姿勢のと

り方等

　〇学校生活等における休息の必要性やその時間帯等
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（ウ）基本的な生活習慣の形成
　〇�食事、排泄、衣服の着脱等の基本的生活習慣に関する自立の程度や介助の方法等

（エ）運動・動作
　〇�遊具や道具等を使用する際の上肢の動かし方などの粗大運動の状態やその可動範囲、小

さな物を手で握ったり、指でつまんだりする微細運動の状態等

　〇�筆記能力については、文字の大きさ、運筆の状態や速度、筆記用具等の補助具の必要性、

特別な教材・教具の準備、コンピュータ等による補助的手段の必要性等

（オ）意思の伝達能力
　〇�言語による一般的理解、コミュニケーションの手段としての補助的手段や補助機器など

の必要性等

（カ）感覚機能の発達
　〇�保有する視覚、聴覚等の状態について把握するとともに、特に、視知覚の面については

目と手の協応動作、図と地の知覚、空間の認知などの状況等

（キ）知能の発達
　〇�色・形・大きさの弁別、空間の位置関係、時間の概念、言語の概念、数量の概念などの

状態等

（ク）情緒の安定
　〇多動や自傷などの行動の有無や、集中力の継続の状況等

（ケ）社会性の発達
　〇�遊びや対人関係をはじめとして、これまでの社会生活の経験や事物などへの興味・関心

の状況等

（コ）健康面での配慮が必要な子供の場合
　〇食事及び水分摂取の時間や回数・量

　〇食物の調理形態、摂取時の姿勢や援助の方法

　〇口腔機能の状態

　〇�排せつの時間帯・回数、方法、排せつ

のサインの有無

　〇�呼吸機能、体温調節機能、服薬の種類

や時間

　〇�発熱、てんかん発作の有無とその状態

　〇嘔吐、下痢、便秘

　〇�脱臼の有無、関節の拘縮や変形の予防、

筋力の維持・強化、側弯による姿勢管理、 

骨折のしやすさによる活動の制限等
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　また、学校教育において、児童生徒の自立と社会参加を目指し、心身の調和的発達を支え

る適切な指導・支援を講じるためには、次のような観点から総合的に判断する必要がありま

す。

　（ア）障害の受容と自己理解

　（イ）�障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、工夫し、自分の可能

性を生かす能力

　（ウ）自立への意欲

　（エ）対人関係

　（オ）学習意欲や学習に対する取組の姿勢

　上記の行動の基礎的事項と特別な指導や指導上の配慮の必要性の把握については、引き継

ぎ資料や保護者・本人との面談の他に、日々の行動観察、諸検査の実施などを通して把握す

ることになります。行動観察においては、場面や環境によって異なる様子を見せる場合があ

りますので、複数場面の様子を把握することが大切です。

　また、諸検査を実施又は結果を参照する場合は、肢体不自由の障害特性を踏まえて、諸検

査の特徴を理解した上で活用することが大切です。

　肢体不自由のある児童生徒の中には、言語や上肢の障害のために意思の伝達などのコミュ

ニケーションや、文字や絵による表現活動など、自己表現全般にわたって困難さがあり、新

しい場面では緊張しやすく不随意運動が強くなる場合も見受けられます。

　このため、標準化された発達検査等は、上肢操作が必要な物、時間制限があり運動速度を

必要とする物、実施にあたって言語を媒介にして行う物などが多く、肢体不自由の姿勢や運

動・動作の障害が影響して、諸検査から得られる結果が妥当性の高い検査値を求めることが

できない場合があります。そのため、発達検査を行う場合は、目的を明確にするとともに、

その結果を弾力的に解釈できるような工夫をして実施する必要があります。

　また、特別支援学校では、多様な実態の児童生徒にあわせて、実態把握の方法を工夫して

います。特別支援学校のセンター的機能

を活用してその手続や方法、また解釈の

仕方などの助言を求めることも有効で

す。
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肢体不自由特別支援学級の教育課程2
（１）小学校・中学校等における特別支援教育の動向と学習指導要領
　特別支援学級の教育課程の編成にあたっては、特別支援教育の動向や学習指導要領を理解

しておくことが大切です。

　2007 年（平成 19 年）の文部科学省初等中等教育局長通知（19 文科初第 125 号）によって、

幼稚園、高等学校等を含む、すべての学校において特別支援教育を実施することになりまし

た。各学校では、特別支援学級や通級による指導における特別な指導の充実とともに、校内

委員会の設置、実態把握の実施、特別支援教育コーディネーターの指名等、校内における特

別支援教育体制整備を行ってきました。

　また、我が国は平成 26 年に障害者の権利に関する条約を批准し、第 24 条で求められてい

るインクルーシブ教育システムの構築と推進を進めてきています。本システムは障害のある

者と障害のない者が可能な限り共に学ぶ仕組みです。平成 24 年 7 月の中央教育審議会初等

中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進」を踏まえ、就学基準に該当する障害のある児童生徒等は特別支援学校に

就学するという従来の仕組みを改め、本人・保護者の意見を最大限尊重しながら、障害の状態、

本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、

学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、市町村の教育委員会が就学先を決定する

仕組みへと改正されました。また、障害の状態の変化による転学のみならず、就学先決定後は、

障害のある児童生徒等の発達の程度、適応の状況等を勘案した柔軟な転学を検討できる規定

の整備を行うよう示されました。

　そして、このような背景を踏まえて平成 29 年に小学校学習指導要領、中学校学習指導要

領が改訂され、特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成に係る基本的な考え方

などについて新たに示されました（表２－１）。

表２－１　小学校学習指導要領に示された特別支援学級の教育課程等に関する規定

【小学校学習指導要領（平成 29年告示）】
第１章総則第４の２の（1） 

イ　特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するも

のとする。

（ｱ）障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・

中学部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。

（ｲ） 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科

の目標や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支



11

　教育課程の編成においては、学校教育法施行規則の規定に基づき、告示として示される学

習指導要領に基づいて編成することが重要です。学習指導要領は、公教育として一定の水準

を確保するために法令に基づいて国が定めた教育課程の基準であり、各学校の教育課程の編

成・実施に当たっては、これに従わなければならないものです。

　また、その一方で学習指導要領は、基準の大綱化・弾力化が図られており、児童生徒や学

校、地域の実態等に応じて各学校が創意工夫を生かした教育課程の編成を行うことが大切で

す。なお、特別支援学級の教育課程を編成するに当たっては、小学校学習指導要領、中学校

学習指導要領の他に特別支援学校学習指導要領を参考にし、実態に応じた教育課程を編成す

る必要があります。

　さらに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育委員会は、学校の教育課

程に関する事務を管理、執行し（第 21 条第５号）、法令及び条例に違反しない限度において

教育課程について必要な教育委員会規則を定めるものとする（第 33 条第１項）とされてい

ます。この規定に基づき、教育委員会が教育課程について規則などを設けている場合、公立

の学校はそれに従って教育課程を編成する必要があります。

（２）特別支援学級の教育課程
　特別支援学級は、障害のある児童生徒を対象とする学級であり、2006 年（平成 18 年）の

学校教育法の改正で「特殊学級」から名称が改められました。学校教育法第 81 条第２項には、

「小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及

び生徒のために、特別支援学級を置くことができる」と規定し、その対象として知的障害者、

肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で特別支援学級において

教育を行うことが適当なものとしています。その他としては、これまで言語障害、自閉症・

情緒障害の特別支援学級が設けられています。

　特別支援学級の教育課程については、特別支援学級が小学校・中学校に設けられているこ

援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。

第１章総則第４の２の（1）

エ　障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務

を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個

別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、

個々の児童の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるもの

とする。特に、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、

個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効

果的に活用するものとする。

（中学校学習指導要領にも同規定あり）
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とから、基本的には小学校・中学校の学習指導要領に基づくことになりますが、対象となる

児童生徒の障害の種類、程度、発達の段階等によっては、障害のない児童生徒の教育課程を

そのまま適用することが必ずしも適当でない場合があります。

　学校教育法施行規則第 138 条に、「第 138 条　小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある

場合は、第 50 条第１項（第 79 条の６第１項において準用する場合を含む。）、第 51 条、第

52 条（第 79 条の６第１項において準用する場合を含む。）、第 52 条の３、第 72 条（第 79 条

の６第２項及び第 108 条第１項において準用する場合を含む。）、第 73 条、第 74 条（第 79

条の６第２項及び第 108 条第１項において準用する場合を含む。）、第 74 条の 3、第 76 条、

第 79 条の５（第 79 条の 12 において準用する場合を含む。）及び 107 条（第 117 条において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。」と規定

されています。この規定により、特別支援学級において特別の教育課程を編成して教育を行

う場合であっても、特別支援学級は小・中学校に設置された学級であるため、学校教育法に

定める小学校及び中学校の目的・目標を達成するものである必要があります。そして、特別

の教育課程を編成する場合には、自立活動の指導を取り入れるとともに、特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領（以下、「小・中学部学習指導要領」）を参考とし、例えば、各教科

の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童生

徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課

程を編成する必要があります（図１）。
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図１　特別支援学級の教育課程の例
国立特別支援教育総合研究所（2021b）より

24

特別の教育課程の編成の考え方

実態に応じた教育課程の編成

図2-7　特別支援学級の教育課程の例
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（３）特別支援学校（肢体不自由）の教育課程編成の考え方
　特別支援学級においては、小・中学部学習指導要領を参考にした教育課程の編成が可能な

ことを概説しましたが、ここでは特別支援学校（肢体不自由）の教育課程の編成の考え方に

ついて確認します。特別支援学校においては幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる

教育を行うとともに、幼稚部、小学部、中学部及び高等部を通じ、幼児児童生徒の障害によ

る学習上又は生活上の困難を改善・克服し、自立を図るために必要な知識、技能、態度及び

習慣を養うことを目標としています。この目標を達成するために教育課程は、各教科、道徳

科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動（高等部にあっては、各教科・

科目、総合的な探究の時間、特別活動及び自立活動）によって編成されています。

　近年、 肢体不自由のある児童生徒の起因疾患で最も多いのは、 脳性まひをはじめとする脳

性疾患であり、肢体不自由のほか、知的障害、言語障害などの他の障害を一つ又は二つ以上

併せ有している重複障害者が多く在籍しています。 

　例えば脳性まひを基礎疾患とする幼児児童生徒においては、身体の動き以外にも、視知覚

や認知面で様々な困難を有することもあるので、漢字の形を間違えたり、数直線を読み違え

たり、地図から目的の場所を探し出すことができなかったりします。したがって、あらかじ

め肢体不自由のある児童生徒の特性などを把握し、学習場面で見られる困難の背景にある要
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因をおさえておくことがとても大切です。

　このようなことから、教育課程の編成に当たっては学習指導要領に示されている重複障害

者等に関する教育課程の取扱いを適用するなど、多様な教育課程の編成が必要となります。 

　特別支援学校（肢体不自由）では以下に示すように、おおむね４つの教育課程を編成する

学校が多くなっていますが、一人一人の児童生徒に適切な教育を行う視点から教育課程の改

善・充実を図ることが必要です。 

①小学校・中学校の当該学年の各教科で編成した教育課程
　肢体不自由単一の障害のある児童生徒や肢体不自由と病弱の重複障害の児童生徒などを対

象とし、小学校・中学校の当該学年の各教科等の目標、内容及び自立活動によって編成され

ています。 

　ただし、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科及び外国語活動の目標及び内

容に関する事項の一部を取り扱わないことができます （小・中学部学習指導要領第１章第８

節１（１））。 

　例えば肢体不自由のある児童生徒については、「体育」の内容のうち器械運動などの学習

の一部が困難又は不可能な場合は、当該児童生徒にこの内容を履修させなくてもよいという

趣旨です。 しかし、安全に留意した上で本人の可能な運動・動作を取り上げながら指導内

容を工夫したり、実技ができない場合でも、器械運動のポイントを見聞きしながら理解して

説明できるようになるなどの工夫が考えられますので、安易に取り扱わないという判断を行

うことは避けて、指導を計画することが大切です。

②小学校・中学校の下学年 （下学部） の各教科で編成した教育課程
　障害の状態により特に必要のある場合、小・中学部学習指導要領（第１章第８節１（1）（2）（3）

（4）（5）（6））に示されている教育課程の重複障害者等に関する教育課程の取扱いに基づき、

各教科及び外国語活動（高等部においては各教科・科目）の目標・内容の一部を取り扱わな

いこととしたり、 当該学年より下の学年〔学部〕の目標・内容により編成したりするものです。

これに加え自立活動等の内容によって構成されます。例えば小学部５年生の児童の場合は小

学部４年生以下の学年を指します。また、中学部の「数学」に対する小学部の「算数」を指

すものです。しかし、教科の名称を替えることはできないことに留意する必要があります。 

　

③特別支援学校（知的障害）の各教科に代替して編成した教育課程
　知的障害を併せ有する児童生徒が在籍している場合に、児童生徒の実態に応じた弾力的な

教育課程の編成ができます。例えば、肢体不自由に加えて知的障害も併せ有する児童生徒を

対象に、特別支援学校（知的障害）の各教科の目標及び内容の一部又は全部によって編成さ

れるもので、小・中学部指導要領の第１章第８節３に基づくものです。これに加え自立活動

等の内容を学びます。この場合も教科の名称を替えることはできないことに留意する必要が
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あります。なお、小学部の児童については、外国語活動及び総合的な学習の時間（中学部に

おいては外国語科）を設けないこともできます。 

④　自立活動を主として編成した教育課程
　この教育課程は、重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合についての取

扱いの規定によるものです（小・中学部学習指導要領の第１章第８節４）。重複障害者につ

いては一人一人の障害の状態が多様であり、発達の諸側面にも不均衡が大きいことから、特

に心身の調和的発達の基盤を培うことを指導のねらいとする必要があります。こうしたねら

いに即した指導は主として自立活動において行われ、このような児童生徒にとっての重要な

意義を有することからこの規定があるといえます。 

　自立活動を主として指導する教育課程では、各教科、道徳科、外国語活動若しくは特別活

動の目標及び内容に関する事項の一部に替えて自立活動の指導を行うほか、各教科、外国語

活動若しくは総合的な学習の時間に代えて、自立活動を主として指導を行うことができます。

児童生徒の調和的な発達を目指した指導を行うためには、自立活動のみで児童生徒の学習内

容をすべて網羅できるものではありません。他の教科や領域で取り扱う内容を含めて授業を

展開することが重要です。なお、道徳科及び特別活動については、その目標及び内容の全部

を替えることができないことに留意する必要があります。 

（４）自立活動
①自立活動の目標・内容
　自立活動の目標は、「個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上

の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心

身の調和的発達の基盤を培う。」と示されています。この目標は、小学校及び中学校学習指

導要領には示されておらず、特別支援学校学習指導要領の第７章に示されています。

　自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と、障害によ

る学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素を、６つの区分と 27 の項目

に分類・整理したものです（表２－２）。したがって、指導に当たっては、６区分 27 項目の
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内容の中から、個々の幼児児童生徒に必要とする項目を選定し、それらを相互に関連付けて

具体的に指導内容を設定する必要があります。学習指導要領においては、障害による学習上

又は生活上の困難を改善・克服するために、できるだけ早期から学校を卒業するまで一貫し

た教育が重要であることから、幼稚部、小学部、中学部及び高等部の自立活動の内容を同一

の示し方としています。

表２－２　自立活動の内容

１．健康の保持
　生命を維持し、適切な健康管理とともに、日常生活を行うために必要な身体の健康状
態の維持・改善を図る観点から内容を示している。 

（1）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること
（2）病気の状態の理解と生活管理に関すること
（3）身体各部の状態の理解と養護に関すること
（4）障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること
（5）健康状態の維持・改善に関すること

２．心理的な安定
　自分の気持ちや情緒をコントロールして変化する状況に適切に対応するとともに、障
害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲の向上を図る観点から内容を示
している。 

（1）情緒の安定に関すること
（2）状況の理解と変化への対応に関すること
（3）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること

３．人間関係の形成
　自他の理解を深め、対人関係を円滑にし、集団参加の基盤を培う観点から内容を示し
ている。 

（1）他者とのかかわりの基礎に関すること
（2）他者の意図や感情の理解に関すること 
（3）自己の理解と行動の調整に関すること
（4）集団への参加の基礎に関すること

４．環境の把握
　感覚を有効に活用し、空間や時間などの概念を手掛かりとして、周囲の状況を把握し
たり、環境と自己との関係を理解したりして、的確に判断し、行動できるようにする観
点から内容を示している。 

（1）保有する感覚の活用に関すること
（2）感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること
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②自立活動の個別の指導計画
　自立活動の指導は、個々の幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に即

して指導を行うことが基本であるため、自立活動の指導に当たっては、個々の幼児児童生徒

の的確な実態把握に基づき、指導すべき課題を明確にすることによって、個別に指導目標（ね

らい）や具体的な指導内容を定めた個別の指導計画を作成することが必要です。また、これ

までの学習状況や将来の可能性を見通しながら、長期的及び短期的な観点から指導目標を設

定し、それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること、と示されていま

す。

　自立活動における個別の指導計画作成の手順は、特別支援学校教育要領・学習指導要領解

説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）において、以下のように示されています。

　①　個々の児童生徒の実態（障害の状態、発達や経験の程度、生育歴等）を的確に把握する。

　②　実態把握に基づいて指導すべき課題を抽出し、課題相互の関連を整理する。

　③　個々の実態に即した指導目標を明確に設定する。

　④�　特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章第２の内容から、個々の指導目標を

（3）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること
（4）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること
（5）認知や行動の手がかりとなる概念の形成に関すること

５．身体の動き
　日常生活や作業に必要な基本動作を習得し、生活の中で適切な身体の動きができるよ
うにする観点から内容を示している。 

（1）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること
（2）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること
（3）日常生活に必要な基本動作に関すること
（4）身体の移動能力に関すること 
（5）作業の円滑な遂行に関すること

６．コミュニケーション
　場や相手に応じて、コミュニケーションを円滑に行うことができるようにする観点か
ら内容を示している。 

（1）コミュニケーションの基礎的能力に関すること 
（2）言語の受容と表出に関すること 
（3）言語の形成と活用に関すること
（4）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 
（5）状況に応じたコミュニケーションに関すること
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達成するために必要な項目を選定する。

　⑤　選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。

　実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れの中で、指導すべき課題を整理する

ことが目標設定の根拠となります。個別の指導計画は、児童生徒一人一人の指導目標、指導

内容及び指導方法を明確にして、きめ細やかに指導するために作成するものです。その上で、

個々の児童生徒にとって必要な指導を系統的に進めることが大切です。

（５）学級経営
　小学校及び中学校の学習指導要領解説総則編では、障害のある児童生徒などの指導に当

たっては、担任を含む全ての教師間において、個々の児童生徒に対する配慮等の必要性を共

通理解するとともに、教師間の連携に努める必要があるとされています。また、集団指導に

おいて、障害のある児童など一人一人の特性等に応じた必要な配慮等を行う際は、教師の理

解の在り方や指導の姿勢が、学級内の児童に大きく影響することに十分留意し、学級内にお

いて温かい人間関係づくりに努めながら、「特別な支援の必要性」の理解を進め、互いの特

徴を認め合い、支え合う関係を築いていくことが大切であることが示されています（小学校

学習指導要領解説総則編、中学校学習指導要領解説総則編）。

（６）個別の教育支援計画・個別の指導計画
　平成 29 年告示小学校及び中学校学習指導要領において、通常の学級に在籍する児童生徒

のうち、障害のある児童生徒などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の

業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個

別の教育支援計画を作成し活用することが努力義務として位置付けられました。同様に、各

教科等の指導に当たって、個々の児童生徒の実態を的確に把握するために個別の指導計画を

作成し活用することに努めるよう示されました。

　同学習指導要領では、小・中学校に設置されている特別支援学級に在籍し指導を受ける児

童生徒については、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計

画を作成し、効果的に活用するものとすると示されました。

　特別支援学級に在籍している児童生徒のなかには、医療や福祉等に関係する機関と指導や

支援に関して情報の共有が必要な場合があります。この場合、個人情報保護の観点から、個

別の教育支援計画の管理については漏洩のないように適切に保管するほか、保護者と緊密に

連絡を取りながら、作成及び共有に関する承諾を得ることも必要となります。

　また、作成に当たっては、校内の特別支援教育コーディネーターと連携を図り、交流及び

共同学習先の担任や教科担当者、支援員などの関係する教職員と共通理解を深めながら行う

ことも大事です。
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（７）関係機関との連携
　児童生徒の個々の教育的ニーズを踏まえた適切な教育を提供するために、関係する機関と

の連携が求められています。また、特別支援学級に在籍している児童生徒の実態は、多種多

様であり、個々の児童生徒の実態に応じた指導を追求するために、教師としての専門生を追

求することは大切です。特別支援学校のセンター的機能の活用や医療・療育機関等からの専

門家の招聘等を行い、特別支援学級の教育の質の向上につなげることが考えられます。

　関係機関との連携を図る際には、全校支援体制の観点から、管理職や特別支援教育コーディ

ネーターと綿密に打合せをしたうえで実施することが大事です。また、関係機関等との連携

を図る際や、専門家を招聘したケース会議等を行う場合には、対象の児童生徒の実態や長期・

短期的な目標を共有するために、個別の教育支援計画を活用する事も視野に入れる必要があ

ります。

（８）交流及び共同学習
　文部科学省（2017a）が全国の小学校・中学校・高等学校を対象に実施した、交流及び共

同学習等実施状況調査によると、特別支援学級が設置されている小学校・中学校のほぼすべ

てにおいて、特別支援学級の児童生徒が通常の学級の児童生徒と共に学ぶ、校内の交流及び

共同学習が実施されていることが明らかになりました。各学校においては、日常の学習や生

活など様々な場面で、特別支援学級の児童生徒が通常の学級の児童生徒と活動を共にしてい

ることが伺われます。

　小学校及び中学校学習指導要領解説総則編において、特別支援学級の児童生徒と通常の学

級の児童生徒との間の交流及び共同学習については、「双方の児童（生徒）の教育的ニーズ

を十分把握し、校内の協力体制を構築し、効果的な活動を設定することなどが大切である。」

と記されています。充実した交流及び共同学習に継続して取り組んでいくためには、交流及

び共同学習によって、特別支援学級の児童生徒のどのような資質・能力を育成するのかを明

確にした上で、教育課程に位置付け、年間を通じて計画的に取組を進めていくことが求めら

れます。

　障害のある児童生徒が通常の学級で学ぶ際には、その授業の目標、内容、方法における変

更調整等、様々な合理的配慮が必要となる場合があります。障害のある児童生徒の交流及び

共同学習における学びを保障し、また、周囲の児童生徒との相互理解を深めるためにも、特

別支援学級の担任と通常の学級の担任との間で、効果的・効率的に情報共有を図ることは、

大変重要です。なお、文部科学省は、令和３年６月に公表した、「障害のある子供の教育支

援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～」において、

交流及び共同学習の実施における留意事項を挙げています。
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文部科学省（2021）障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを

踏まえた学びの充実に向けて～．Ｐ 32【当該部分の抜粋】

●�小中学校等における通級による指導の授業時数については、年間 35 単位時間から

280 単位時間以内の範囲で行うことを標準とし、週当たりに換算すると、１単位時間

から８単位時間程度まで、通常の学級以外での特別な指導を行うことができることと

なっている。このため、例えば、特別支援学級に在籍して当該学年の各教科等の内容

を学ぶ子供が、大半の時間を当該学年の通常の学級において交流及び共同学習で学び、

通常の学級以外での自立活動における特別な指導の時間が、週当たり８単位時間はも

とより相当数確保する必要がないと考えられる場合には、通常の学級における指導と

通級による指導を組み合わせた指導による対応を検討するべきである。

●�実施に当たっては、特別支援学級において当該子供に編成した教育課程の目的が達成

されるよう、当該子供を担当する教員等が適切な指導を行いながら、実施する必要が

あり、指導体制が整わないまま実施することは不適切である。
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肢体不自由の障害特性を踏まえた
授業実践のポイント3

　各教科等の指導に当たっては、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十

分に考慮しなくてはなりません。その際、障害による学習上又は生活上の困難に着目し、教

科等の指導を行う際の手だてや配慮等についても適切に施すことが求められます。

　小・中学部学習指導要領には、肢体不自由のある児童生徒に対して、当該学年の教科指導

を行う際の留意事項として５点挙げています。これは特別支援学校の当該学年の教科指導の

みならず、特別支援学級で学ぶ肢体不自由のある児童生徒の教科指導や各教科の目標と内容

で学ぶ知的障害のある児童生徒にも関係するポイントです。

　本ガイドブックでは、小・中学部学習指導要領解説各教科編に記されている内容をベース

に、肢体不自由の障害特性を踏まえた授業実践のポイントについて事例を交えながら紹介し

ます。

（１）「思考力、判断力、表現力等」の育成

小・中学部学習指導要領第２章第１節第１款３（１）

体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り、児童生徒の障害の状態や発達の

段階に応じた思考力、判断力、表現力等の育成に努めること。

　児童生徒が教科学習を行ったり学校生活を送ったりするためには、ものの機能や属性、形、

色、音が変化する様子、空間や時間、言葉等の様々な概念が必要です。肢体不自由のある児

童生徒は、身体の動きに困難があることから、乳幼児期からの運動や体験の機会が不足し、

これらの概念形成に影響を及ぼし、学習や生活場面の困難さの要因となっている場合があり

ます。また、脳性まひなどの脳性疾患の児童生徒の中には、視覚的な情報や複数の情報の処

理を苦手とするなどの認知の特性により、知識の習得や言語、数量などの基礎的な概念の形

成に偏りが生じている場合があります。

　例えば言葉を知っていても意味の理解が不十分であったり、概念が不確かなまま用語や数

字を使ったりすることがあります。また、１ｍ＝ 100㎝と知っていても、１ｍがだいたいこ

れくらいといった量感がもてない場合もあり、教科書などに数字と単位で表されている量を

イメージしたり実感したりすることが難しかったりします。このような知識や概念等の不確

かさは、各教科の学びを深める活動全般に影響します。

　各教科の指導に当たっては、具体物を見る、触れる、数えるなどの活動や、実物を観察する、

測る、施設等を利用するなどの体験的な活動を効果的に取り入れ、感じたことや気付いたこ

と、特徴などを言語化し、言葉の意味付けや言語概念等の形成を的確に図る学習が大切にな
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ります。そのような学習を基盤にして知識や技能の着実な習得を図りながら、児童生徒の障

害の状態や発達の段階に応じた思考力、判断力、表現力等を育成し、学びを深めていくこと

が重要です。

　自分の思考し判断したことを表現する方法は、その授業の指導目標や指導内容によって異

なり、文章で書いたり、絵や図などで表現したり、口頭で発表したりと様々です。肢体不自

由のある児童生徒の場合、上肢操作の制限から書く・描くなどでは時間が掛かったり、負担

軽減のために作文なども短文で終わらせてしまうことがあります。また視覚的な情報の処理

の困難さから、形や図を思い通りに表すことが困難な場合や、ボディイメージが十分に育ま

れていないことから、人物画などを描くとアンバランスな人物画や身体部位が欠損した絵に

なるため、絵を描くことに苦手意識をもっている児童生徒もいます。

　口頭発表では、言語障害の影響でスムーズに話すことが難しかったり発音が不明瞭で思う

ように伝えられなかったりすることがあります。発表内容を頭の中で整理することに困難さ

があり、要点をまとめて的確に表現することが難しかったり、メモをとって整理しようと

しても上肢操作の困難さなどからメモを取ることに負担が

かかり思考が深まらなかったりする場合もあります。また、

文章を読んで、調べたことや自己の考えをまとめたりする

学習は、文章を読むこと自体に困難があり、情報の収集や

読解に負担がかかってしまう場合もあります。

　思考・判断・表現の各段階でどのような困難が予想され

るか考えながら、指導の工夫を行うことが必要不可欠です。

（２）指導内容の設定等

小・中学部学習指導要領第２章第１節第１款３（２）

児童生徒の身体の動きの状態や認知の特性、各教科の内容の習得状況等を考慮して、指導

内容を適切に設定し、重点を置く事項に時間を多く配当するなど計画的に指導すること。

　当該学年に準ずる各教科で教育課程を編成している場合、原則学習指導要領に示されてい

る目標や内容は取り扱うことになっています。しかし、肢体不自由の児童生徒は学習動作に

時間が掛かることから、授業の進度がゆっくりになったりして、単元や学習内容によっては

授業時間を多く設定することが必要な場合もあります。また、特別支援学級の場合、自立活

動の指導を設定することが求められます。自立活動の指導は、各教科のように標準授業時数

として示されていませんが、個々の児童生徒の実態に応じて適切に設定することが求められ

ます。このようなことを踏まえると、通常の学級と同じ授業時数等で各教科の指導を展開し

ようとした場合、当然無理が生じ、児童生徒の心身に過度な負担が掛かることが心配されま

す。そのため、自立活動の時間における指導の時数を適切に設定するとともに、各教科の指

導に必要な授業時数を確保して、バランスよく指導が展開できるように、授業時数や指導目
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標・指導内容の調整が必要になります。

　肢体不自由のある児童生徒の姿勢や運動動作の困難さは、周囲の人に気づかれやすいです

が、脳性まひのような脳性疾患の場合、認知的な困難さに気づかれにくい場合があります。

文字を書く場合は、線を書く方向に視線を運びながら、鉛筆を動かすため、手よりも視線が

先行して動きます。しかし、手指や腕にまひがなくても、字形が整わなかったりする場合、

目を滑らかに動かすことが難しかったり、線の交わりや位置関係を正しく認知することの困

難さが推測されます。このような場合、「よく見て、丁寧に書いて」といった声掛けやドリ

ル的に繰り返し書くような指導方法だけでは、なかなか改善や発展が見られない場合があり

ます。困難の背景にある要因を分析しながら指導方法や教材教具の工夫を施すとともに、自

立活動の時間における指導として取り出して指導を行うことが大切です。

　また、各教科の指導においては、時間的な制約の関係から、指導内容に軽重をつけ計画的

に指導を行うことが大切です。例えば説明文の学習で文の全体構成を把握させるため、段落

要旨や段落相互の関係を丁寧に確認することなどが挙げられます。このような学習効果を高

めるために必要な事項には、時間を多く配当して丁寧に指導し、その他の事項については必

要最小限の時間で指導するなど配当時間の調整が必要になります。また、作文などの授業で

は、書字動作に困難がある児童生徒の場合、予め授業時間を多く設定したり、筆記ではなく

コンピュータなどの情報機器を活用して書くなどの工夫が考えられます。その際、授業時数

の増減の調整や支援機器の工夫だけに着目するのではなく、各教科の特質や目標と内容の関

連を十分に研究し、各教科の内容の系統性や基礎的・基本的な事項を確認した上で、重点の

置き方、指導の順序、まとめ方、時間配分を工夫して指導の効果を高めるための指導計画を

作成することが大切です。

（３）姿勢や認知の特性に応じた指導の工夫

小・中学部学習指導要領第２章第１節第１款３（３）

児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて、指導方法を工夫すること

　肢体不自由のある児童生徒の特性として、骨の変形や関節の拘縮、まひや筋力の低下等の

状態から姿勢がうまく保持できなかったり、長時間座り続けることが難しかったりする場合

が少なくありません。これらの状況がある中で、学習を続けることで身体に過度な負担をか

けたり、集中力が低下したりして、学習へのマイナスの影響をもたらすことがしばしば見ら

れます。結果として身体の変形や拘縮を進行させてしまったり学力の定着などにも大きく影

響することが予想されます。したがって、指導に当たっては以下のようなことに留意するこ

とが大事です。

①できるだけ楽な姿勢で学習すること
　教室での教科学習活動には教科書をめくる、ノートに字を書く、挙手する等、身体の動き
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が当然ながら伴います。これらの動きは１授業時間、1 日の中で繰り返されます。１、2 回

ならば負担がなくても、繰り返すうちに身体に影響をもたらすことも想定しておく必要があ

ります。児童生徒の状況によっては車いすから降りる、または教師が下ろして、マット等の

上で休憩する時間を確保することが必要です。姿勢については、特に学習活動に使うことが

多い上肢が自由に動かせるように、姿勢を保持できる座位補助装置や補助具を活用すること

が望ましいです。これらは児童生徒の成長に伴って、身体に合わなくなることがしばしば起

こり、逆に身体や学習に悪影響を及ぼす可能性があります。定期的に確認し、必要に応じて

交換することが必要です。

　併せて、椅子や机の高さ、黒板との距離等、児童生徒とよく話合いながら決めていくこと

が大切です。また、児童生徒の中には、視知覚に課題のある場合が少なくありません。図と

地の区別がつかなかったり、注視する位置に滑らかに視点を合わせたりすることができな

かったりするために、板書や掲示の情報をうまく受け取れないことがしばしば見られます。

教室内の机の場所や黒板との距離や角

度についても、本人と相談しながら決め

ることが求められます。板書の際の字の

大きさ、使うチョークの色等にも気をつ

けなければなりません。

　この他、授業中の教師の声などの聴覚

的な処理についても検討し、教室環境な

どの調整をすることも大切です。

②専門家の意見を参考にして授業に生かすこと
　児童生徒の身体状態は日常的な学習活動に大きく影響します。したがって、主治医や理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士等、関係する専門家と定期的にコンタクトをとり、情報交

換を行うことが大切です。保護者の了解を得ることが前提になりますが、診察やリハビリ等

に同行して、アドバイスをもらう機会を設定することが可能です。また、特別支援学校のセ

ンター的機能を活用して、自立活動の指導に関する専門的な知識や技能を有する教員から助

言を得て指導・支援に生かす方法もあります。
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（４）補助具や補助的手段、コンピュータ等の活用

小・中学部学習指導要領第２章第１節第１款３（４）

児童の身体の動きや意思の表出の状態に応じて、適切な補助具や補助的手段を工夫する

とともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるように

すること。

　運動・動作に困難さがある肢体不自由児が、自己の可能な動作や力で活用できる道具を選

んだり、ローテク、ハイテクを問わず、状況に応じた道具を選択したり、組み合わせて使う

ことが大切です。

　例えば筆記については、持ちやすい筆記具、通常の鉛筆ではなく太軸、三角軸の鉛筆、シャー

プペンシルを使うことで力を軽減できます。また消しゴムは電動のものを使う等の工夫が考

えられます。これらと併せてノート等が動かないよう滑り止めを使うことを検討すること

が望ましいでしょう。また、道具を状況や目的

に応じて使い分けることも必要です。例えば教

科書をめくることは自力で行っても、ページ数

が多く、かつ紙が薄い辞書等を使う場合は電子

辞書やタブレット端末で辞書アプリを活用する

等、児童生徒の運動・動作の状態や指導内容に

応じて、本人と相談しながら柔軟に選択すると

よいでしょう。また、教科それぞれの特性や学

習活動によってアナログとデジタルを使い分け

ることが大事です。その際の留意事項は以下の

とおりです。

①姿勢や教材等と視線との位置に留意する
　筆記具等、長時間道具を使用する場合、それらの動きや姿勢が身体に与える影響を十分留

意し、できるだけ楽に使用できる道具を検討する必要があります。また、机や椅子の高さ等

を合わせて検討し、筆記や読書の際の視線の位置等がより適切になるように、先の（３）で

述べた事項と関連させながら設定することが大切です。

②新しい技術について
　コンピュータをはじめとする ICT 機器は日々進化し、支援に活用できるものも年々増え

ています。近隣の特別支援学校のセンター的機能を活用し、タブレット端末やそのアプリ、

視線入力装置等についても情報を得ることが望ましいと考えられます。しかし、同時に新し

い技術が万能ではないことにも留意し、児童生徒の認知や運動の実態に応じて機器等を選択
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することを第一に考えることが必要です。

本人が心理的にも、技能的にも無理なく、

使えそうなものを早い段階から提示し、

活用する中で自分に合ったものを自分で

選択しながら、自己の力を発揮する有効

な支援機器や方法であるということを自

己理解しながら、将来にわたって活用し

ていく力を身に付けることが大切です。

③外部専門家等の意見を参考にすること
　文房具やコンピュータ等の活用に際しては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の外

部専門家の意見や特別支援学校での実践事例などを聞くことが大事です。また、活用した文

房具や機器、それをテスト等でどのように使ったか等の支援が引き継がれていくためにも、

個別の教育支援計画や個別の指導計画に記載しておくことが大事です。

（５）自立活動の時間における指導との関連

小・中学部学習指導要領第２章第１節第１款３（５）

各教科の指導に当たっては、特に自立活動の時間における指導との密接な関連を保ち、

学習効果を一層高めるようにすること。

　肢体不自由のある児童生徒は、身体の動きやコミュニケーションの状態、認知の特性等に

より、各教科の様々な学習活動が困難になることが少なくないことから、それらの困難を改

善・克服するように指導することが必要であり、特に自立活動の時間における指導と密接な

関連を図り、学習効果を高めるよう配慮しなければなりません。このことについて、従前は、

音楽、図画工作、美術、技術・家庭、体育、保健体育などの教科の内容を念頭に置き、「身

体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導」の際に配慮を求めていましたが、平

成 29 年に告示された小・中学部学習指導要領では、どの教科の指導においても自立活動の

時間における指導と密接な関連を図る必要があることから、「各教科の指導」で配慮を求め

ることになりました。学習効果を高めるためには児童生徒一人一人の学習上の困難について、

指導に当たる教師間で共通理解を図り、一貫した指導を組織的に行う必要があります。また、

学習上の困難に対し、児童生徒自身が自分に合った改善・克服の仕方を身に付け、対処でき

るように指導していくことも大切です。

　なお、各教科において自立活動の時間における指導と密接な関連を図る場合、児童生徒の

身体の動きやコミュニケーション等の困難の改善に重点が置かれ過ぎることによって、各教

科の目標を逸脱してしまうことのないよう留意することが必要です。 

　例えば姿勢が崩れやすく身体に痛みが生じて集中して授業が受けられないような児童生徒
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の中には、自立活動の時間における指導で、安定した座位姿勢を保持するための身体の動か

し方を学習することがあります。この場合、学習中の姿勢が崩れる度に教科指導を中断して

自立活動の時間における指導で取り組んでいる身体のリラクセーションの取組を求めている

わけではありません。児童生徒の自立活動の学習状況や段階などに合わせて、姿勢が崩れそ

うになったら自立活動の指導で行っている身体の使い方のポイントを確認するような言葉掛

けをしたり、直接身体に触れて身体をほぐしながら姿勢を正すように促したりして、教科指

導から逸脱しない範囲で行うことが大切です。また、自立活動の時間における指導と関連し

た指導の例としては、自己の身体の状態に応じて適切な支援を申し出る力を身に付けること

が必要な児童生徒の場合は、痛みや疲労度を授業中に自己申告して適宜休息を申し出たりす

ることなどが考えられます。
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地域にある資源や関係機関を活用した
指導の充実4

（１）特別支援学校のセンター的機能の活用
　特別支援教育を推進する体制を整備していく中で、多様な学びの場に在籍する障害のある

児童生徒の指導・支援の充実を図るために、特別支援学校が地域の特別支援教育のセンター

として機能し、小・中学校等に対する支援が行われるようになりました。学校教育法では「第

七十四条　特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行

うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、

第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよ

う努めるものとする。」と規定し、センター的機能は、法律で規定された機能になります。

　特別支援学校のセンター的機能を活用する場合は、各校の特別支援教育コーディネーター

が窓口になることが多いと思います。徳永・新谷・生駒（2016）は、特別支援教育コーディネー

ターの役割に焦点を当てて結果を分析し、特別支援学校のセンター的機能の活用に係る課題

である「手続きや申請の仕方を知らない」については、特別支援教育コーディネーターの担

当の有無、特別支援教育の経験別で差が見られました。すなわち、特別支援教育コーディネー

ターを担当していない教員や、特別支援教育の経験が比較的短い教員ほど、特別支援学校の

センター的機能の手続きや申請を知らないと推察されました。また、「特別支援学校に対し

て相談することに心理的な抵抗がある」については、特別支援教育コーディネーターの担当

の有無で差が見られました。すなわち、特別支援教育コーディネーターの担当の有無でセン

ター的機能そのものについての認識には差はないにもかかわらず、特別支援学校に対して相

談することについては特別支援教育コーディネーターを担当していない教員ほど、心理的な

抵抗があると推察されました。このことからも特別支援教育コーディネーターなどが中心と

なって校内の特別支援教育の理解・啓発を図りながら、障害のある児童生徒の指導・支援の

充実を図っていくことが大切です。

（２）地域資源を活用した授業改善の取組事例
　地域にある学校の教育活動を支える資源に着目してみると、いろいろな資源があります。

特別支援学校のセンター的機能はもちろんですが、その他の資源を活用した授業改善の取組

の事例をご紹介します。本事例と同じ資源がない場合もあるかと思いますが、授業改善の視

点や助言を求める際のポイントについて参考にしてみてください。

①特別支援学校のセンター的機能の事例
　中学校の特別支援学級に在籍する生徒のケースです。「タブレット端末でノートテイクや、

問題を解くことができる」という小学校からの引継を受け、交流及び共同学習を行う、通常
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の学級での授業の全てでタブレット端末でノートテイクをしていました。書字に比べると速

いとはいえ授業進度についていける速度ではなく、身体的な負担も相当にある状況であり、

特別支援学校のセンター的機能を活用して助言を求めました。

　小学校からの引継内容を確認するとともに、中学校生活に合わせたフィッティングが行われ

ました。タブレット端末でのノートテイクを一旦中断し、補助につく特別支援学級担任及び支

援員による口述筆記を中心にした学習支援の方法の提案がありました。そして、この提案に基

づく学習支援の変更が、授業内容理解の保障につながったり、体力の過度な消耗を抑えること

につながったりして、本人にもゆとりが生まれ学習状況や生活状況が改善されました。

　さらに、宿題への負担軽減が課題として挙がり

ました。特別支援学校のセンター的機能を活用し

て、URAWSS（ウラウス）を使って書字速度の

評価を実施して、どのような配慮が必要か検討し

ました。一般的な小学６年生の標準に比べて約３

倍の時間がかかること、タブレット端末に置き換

えても約２倍かかることの結果から、宿題量の減

免等の支援を検討し、提出期限を長く取る等の配

慮が実施されることになりました。

②高等工業専門学校を活用した事例
　コミュニケーションの有り様はさまざまな活動の是非を左右するために、さらに高度な表

現が可能なデバイスの操作を視野に入れた機器の導入が必要となりました。特に、通常の学

級での教科学習に参加する上で、意思表出を正確に、かつ簡便に実行できるインターフェイ

スがあることが望まれました。

　そこで、地域にある高等工業専門学校に協力を求

めて、タッチセンサーを用いた操作スイッチを開発

してもらいました。対象児童が右手指先でタッチセ

ンサーに触れることで電気信号が発生し、スイッ

チをオンの状態にでき、自動走査式のコミュニケー

ションエイドを操作することができるようになりま

した。

③大学を活用した事例
　特別支援学級に在籍する児童の中には、スポーツに興味・関心をもち始めており、卒業後

の生活を考えると、体育の指導の改善・充実を図りたいという特別支援学級の担任の思いが

ありました。
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　肢体不自由のある児童に適した障害者ス

ポーツの種目や内容、指導方法を追究する

必要があると担任は感じ、県内にある教職

課程のある大学の体育科専攻の教員に助言

を求めることにしました。そして、授業参

観で児童の実態を把握してもらった上で、

学習指導要領に示されている体育科のポイ

ントの他に障害者スポーツの理念と具体的

な種目や指導内容・方法、教材・教具の工

夫などについて助言を得ながら、次年度の

体育の年間指導計画の作成を行いました。

　特別支援学級を担当する先生方の中には、姿勢や運動・動作に困難のある肢体不自由のあ

る児童生徒の体育の指導に悩むことも少なくないかと思います。今回は大学を活用しました

が、この他の資源としては、各自治体の障害者スポーツ担当部署、障害者スポーツの各団体・

協会、地域に在勤・在住の障がい者スポーツ指導者などが考えられます。

④医療機関を活用した事例
　肢体不自由のある児童生徒は、日常的に理学療法や作業療法

などのリハビリを受けています。その他に、身体の変形や拘縮

などの状態によっては、手術・リハビリが必要となり、その間小・

中学校等から特別支援学校に転学するケースも少なくありませ

ん。

　入院にともない特別支援学校在籍中に、医療機関から授業や

学校生活の指導・支援に関する助言が提供されます。例えば、

主治医やリハビリを担当している理学療法士や作業療法士からは、今後も拘縮が進む可能性

があり、短下肢装具の着用の必要性や歩行時の身体の動かし方のポイント、学習時の姿勢保

持のために、座椅子やマットがあるとよいことなどの助言を得ました。治療が終わり特別支

援学校から前籍校の小学校（特別支援学級）に戻る際には、特別支援学校在籍中の指導・支

援の方法や、医療機関からの助言などを小学校に引き継ぎ、継続した指導・支援を目指しま

した。

　ここで紹介した事例は、医療機関から得た指導や支援に関する情報について、手術・リハ

ビリの関係で一時的に在籍した特別支援学校を経由して、リハビリ後に転学する前籍校の小

学校（特別支援学級）での指導に生かすことを目指した事例でした。この他、医療機関との

連携においては、小・中学校等の担任が直接医療機関と連携する方法もあります。保護者に

事前に相談して、対象児童生徒の受診日や訓練日に同行してリハビリの様子を見学したり、

主治医や理学療法士、作業療法士などから直接話を聞いたりするなどの方法が考えられます。
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教材・教具の紹介5
　姿勢や運動・動作に不自由のある肢体不自由のある児童生徒にとっては、日常生活動作に

困難が生じ、一般的な内容や方法のままだと学習や活動への参加を阻まれることが少なくあ

りません。指導にあたる先生方は、その都度、指導内容や教材などを変更・調整したり、身

体を支えながら動作をサポートしたり、本人の身体の状態にあった道具や機器を用いたりし

ながら、本人が主体的に学校生活を送ることを目指しているかと思います。現在では、様々

な道具や機器が市販されており、それらを活用することで、必要最小限の援助に留めたり、

独力でできることを増やしたりすることにつながります。今回は、主に学習場面等で活用で

きる文房具を中心に紹介します。

（１）筆記具
①軸の太さ、形の選択とシャープペンシルの活用	
　手の動きに課題のあることが多い肢体不自由のある児童生徒にとって、通常の筆記具、す

なわち鉛筆は細く、握りにくく、かつ保持するのに力を要することが多いです。太軸の鉛筆

を使うことでそれらを解決できる可能性があります。また円筒形や六角形よりも三角軸のも

写真５－３
六角軸　芯径1.3 ミリ　シャープペンシル

写真５－４
六角軸　芯径1.3 ミリ　シャープペンシル

写真５－１
三角軸　太軸　芯径1.3 ミリ　シャープペンシル

写真５－２
三角軸　芯径1.3 ミリ　シャープペンシル
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のが持ちやすい場合もあります。

　加えて、鉛筆は書き続けていると削る必要が生じます。シャープペンシルの使用を検討す

ることも考えられます。芯の太さが 0.9、1.3 ミリのものは折れにくく、書き続けても字の太

さも変わりにくいです。太軸、三角軸、太い芯の組み合わせが有効である事例がしばしば見

られます（写真５－１、５－２、５－３、５－４）。

②消しゴムの使用
　通常の消しゴムを使って字を消す際に、力の調整がうまくいかず、紙を破ってしまうこと

が多々あります。素材を工夫し、少ない力で消すことのできるもの（写真５－５）やペン型

のものがあります（写真５－６）。また、製図用の電動消しゴムを使うことで、労力を軽減

することもできます。

写真５－５　素材を工夫した消しゴム 写真５－６　ホルダー式消しゴム

③ホワイトボードの利用
　漢字の書取では、書くことが目的なので鉛筆を使って書くことが基本であると考えられま

すが、算数や数学の計算、図工や美術におけるアイデアの検討や試し書きでは繰り返し、書

いたり消したりします。そのため、一回ごとに消しゴムを使うのは極めて大変です。そうい

う場合はホワイトボードを使うことで書く、消すという行動をより簡単にできるようになり

ます。

④定規
　学習場面で長さを測定したり、線をひいたりする時には、竹定規（竹ものさし）や定規を

使用することがあります。特に竹定規（竹ものさし）はもともと反っていることがあり、しっ

かり押さえつけないと正しく測定したり線が引けなかったりします。そのため、変形しにく

いプラスチック製の定規の方が扱いやすく、例えば、L 字型になっている定規（写真５－７）

のようなタイプの物は、つまみやすくなったり、引っ掛けて測定したりすることが可能にな

ります。また、線の引き始めに工夫のある定規（写真５－８）などもあり、個々の児童生徒
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の身体の状態などによって選ぶことをお勧めします。

写真５－７　　L字型定規 写真５－８引き始めに工夫のある定規

（２）リコーダー
　リコーダーは、リコーダー本体の保持、指で穴を塞ぐ、呼気を吹き入れる等いくつもの行

動が並行して必要であり、かつそれらを調整する必要があります。それ故、操作に難しさが

伴うことがしばしばあります。そこで穴の位置を回転して変えられたり、穴を抑える弁がつ

いたりしているリコーダーを試してみるとよいと思います。

写真５－９
穴の向きを変えられるリコーダー

写真５－10
穴を押さえる弁がついているリコーダー

（３）座位保持装置や姿勢保持クッション
　児童生徒の中には、筋力が弱かったり、関節の拘縮やまひなどの状態などにより身体部位

の動きが制限されるなどの影響により、長時間着席し続けることが難しい事例も少なからず

います。そのような場合、座位保持姿勢装置を用いることがあります。導入に当たっては、

医師や理学療法士の指示を踏まえて本人の身体の状態に合わせて作成します。学校では、身

体の成長によって高さなどが合わなくなっていないか定期的な確認が必要です。

　また、身体の状態によっては、一般的な学習机といすを用いている場合もあるかと思いま

す。しかし、気がつくと姿勢が崩れたりしているケースも少なくありません。そのような場合、
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座位保持装置を用いなくても、写真のような座位姿勢をサポートするクッション等（写真５

－ 11）を用いて、姿勢保持をサポートすることが可能な場合もあります。

写真５－11　座位姿勢をサポートするクッション

（４）書見台（ブックスタンド）
　教科書を読む場面は、どの教科の授業場面にもある活動だと思われますが、長時間持って

読むことが負担になることがあります。また、机に置いたまま読むと、前傾姿勢になり姿勢

が悪くなることが心配されます。教科書を読む場面などでは、書見台（ブックスタンド）（写

真５－ 12）を使うことで正しい姿勢を保持しながら教科書に視線を向けることができ、また

机の上を広く使うことができます。

写真　５－12　書見台（ブックスタンド）
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自己の指導力向上を目指して6
　教師自らの指導力を高め、日々の指導の充実を図る機能として、研修があります。学校や

教育委員会主催の研修の他に、自己が主体的に受けることができる研修の方法をご紹介しま

す。

（１）国立特別支援教育総合研究所のインターネット講義配信
　障害のある児童生徒等の教育に携わる教職員の資質能力向上を図る主体的な取組を支援す

るため、インターネットによる講義配信「NISE 学びラボ」～特別支援教育 e ラーニング～

を公開しています。

　１つの講義の長さは 15 分から 30 分程度です。視聴には登録手続きが必要ですが、パソコ

ンやタブレット端末、スマートフォン等から全て無料で視聴できます。

　特別支援教育全般や肢体不自由教育に関する講義は以下の通りです（令和３年 10 月１日

現在）。講義内容は、随時更新されます。また、講義は講師による説明と共に資料スライド、

字幕が順次表示されながら進みます。スライドと説明のテキストは PDF ファイルで提供し

ており、必要に応じてダウンロードや印刷が可能です（写真６－１）。

【特別支援教育全般】
●共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築
●特別支援教育における教材・教具の活用 
●特別支援教育におけるＩＣＴの活用
●インクルーシブ教育システムにおける交流及び共同学習 
●「個別の指導計画」の作成と活用 
●合理的配慮と基礎的環境整備 
●多様な学びの場（１）特別支援学校の教育 
●多様な学びの場（２）小学校・中学校等 
●「通級による指導」の成立とその意義 
� 等
【肢体不自由教育】
●肢体不自由の定義と障害特性
●肢体不自由教育における教育課程 
●肢体不自由教育の実際その１ 
●肢体不自由教育の実際その２ 
●肢体不自由教育における自立活動の指導
●肢体不自由のある子どもへのＡＡＣ 
●自立活動の指導−指導計画の作成− 
●肢体不自由教育におけるＩＣＦの活用 
●肢体不自由教育の歴史 
●小・中学校肢体不自由特別支援学級での指導等に関する実態
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写真６－１　インターネットによる講義配信「NISE 学びラボ」

（２）社会福祉法人　日本肢体不自由児協会
　社会福祉法人日本肢体不自由児協会は、大正 14 年の「肢節不完児福利会」の設立が始ま

りです。昭和 23 年に現在の名称に変更されました。そして、昭和 25 年に財団設立認可を受け、

昭和 27 年に社会福祉法人へと組織改編が行われて、今日の活動に至っています。家族と社

会の間に立って、家族を支援し、社会を啓発し、肢体不自由児が最も恵まれた環境にいられ

るようさまざまな事業が行われています。主な事業は以下のとおりです。

　協会ホームページ：https://www.nishikyo.or.jp/index.html

 

①定期刊行物「はげみ」の発行
　定期刊行物「はげみ」が、年６回発行されます。最新の肢体不自由児・者に関する医療、訓練、

教育、福祉制度などの情報提供や解説などが掲載されています。

②研修会の開催
（a）「障害の重い子どもへのかかわりかた」
　障害の重い子どもの健康な生活と教育の一層の向上を図ることを目的として、障害の重い

子どもへの生活指導について留意すべき医学的な課題を、小児科、障害児摂食指導（口腔衛

生）、理学療法等について、専門的立場から指導にあたっている第一線の講師による講義と

実習により生活指導の実際を受講します（同協会ホームページより引用）。

（b）「肢体不自由児のためのコミュニケーション支援機器活用講座」
　どのように肢体不自由児教育でコミュニケーション支援機器を活用するかについて iPad

などのタブレット PC の操作と視線入力装置の操作の 2 グループに分かれてそれぞれ「基本
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設定」「ソフトの選択」「入力方法」「授業での活用実践」などを、

専門的立場から指導にあたっている第一線の講師による講義と

実習により受講します（同協会ホームページより引用）。

（３）特定非営利活動法人　日本肢体不自由教育研究会
　特定非営利活動法人日本肢体不自由教育研究会は、肢体不自由児及び重複障害児の教育・

福祉の充実を目指して活動している非営利団体です。昭和 44 年に任意団体として発足しま

した。主な活動は以下のとおりです。

　研究会ホームページ URL：https://www.normanet.ne.jp/~nishiken/

①定期刊行物　機関誌『肢体不自由教育』の発行
　主な活動としては、機関誌『肢体不自由教育』を年５回発行しています。特集テーマに沿っ

た論説や実践事例の紹介や、日々の実践に役立つ連載講座などが掲載されています。

② ｢日本肢体不自由教育研究大会｣ の開催
　年１回夏に ｢日本肢体不自由教育研究大会｣ を開催

し、指導法の研修、研究発表及び協議が行われます。

③ ｢障害児摂食指導講習会｣ の開催
　年１回夏に ｢障害児摂食指導講習会｣ を開催してい

ます。障害児の摂食介助や指導に関する知識・技量に

ついて、講義と実技が行われます。

（４）各地域の特別支援学校主催の公開研修
　特別支援学校のセンター的機能の一環として、夏季休業中などに公開研修会を開催してい

る学校もあります。また、学校研究などの成果を広く発信するために、公開研究発表会など

を開催している学校もあります。国内唯一の国立大学法人附属の肢体不自由特別支援学校で

ある筑波大学附属桐が丘特別支援学校では、毎年２月に研究協議会を開催し、全国各地から

肢体不自由教育に携わる教職員が集って肢体不自由教育の充実と発展に向けて、協議が行わ

れます。各地域の特別支援学校の研修や研究発表会の開催に関する情報は、各校のホームペー

ジや特別支援教育コーディネーターにお問い合わせください。
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本資料は、文部科学省が平成 28 年度から平成 30 年度にかけて実施した委託事業「入院児童生徒等への教育

保障体制整備事業」の受託団体の成果報告書（文部科学省のホームページにて公開：URL は巻末参照）の情報を

活用しやすく提供することを目的としています。本資料の内容は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※事例については、同じような内容のものは、まとめたり、代表的な事例のみを記載したりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載自治体 

青森県・秋田県・福島県・栃木県・神奈川県・山梨県・愛知県・岐阜県・高知県・京都市・山口県宇部市 

 

〇受託団体の成果内容を支援手段、支援時期、教育的ニーズの視点で整理・分類し、 

下記の支援手段１～４の順で記載 

 

１．コーディネーター等の人材の活用     ２．関係機関等との連携 

３．ＩＣＴ機器等の活用           ４．その他 

 

 ・支援時期を三つに分類 

 ・支援手段ごとに、大切なポイントを記載 

・教育的ニーズのまとまりごとに、大切なポイントを記載 

 

〇受託団体が作成したリーフレット等の資料の紹介 

「入院児童生徒等への教育保障体制整備事業」 

事例整理集 

入院中 

～用語の説明～ 

複数の自治体、複数年度の報告書を整理する都合上、基本的に以下の語句を用いています。 

【病院施設内教室】 

・病院施設内にある、小学校や中学校が設置する学級、特別支援学校の分校や分教室。「院内学級」と表

記されている報告書もある。 

【前籍校】 

・入院する前に通っていた、居住地域の小・中学校等。「原籍校」や「地元校」と表記されている報告書

もある。（退院後については、「地元校」と表記する） 

【復学】 

・退院して、前籍校に戻ること。入院当初から、復学に向けた取組が始まっているケースも多い。 

【Web 会議システム】 

 ・パソコンやタブレット型端末・スマートフォン等でインターネットを経由して会議を行うシステム。

音声や映像だけでなく、データの共有ができるものもある。この整理集では、一部システムの異なる、

テレビ会議システムやビデオトークアプリ等も「Web 会議システム」と表記する。 

【テレプレゼンスロボット】 

・遠隔で操作することができるロボット。タブレット型端末をセットして使用するものや、ロボットの

形をしているものがある。「遠隔操作ロボット」と表記されている報告書もある。 

入院前 退院後 

特総研 
資料４

https://www.irasutoya.com/2018/07/blog-post_691.html
https://1.bp.blogspot.com/-PgPpfoGDxF0/WcB5sfrVQSI/AAAAAAABG1o/xGjjAfsxv_UddA_63hydv1M46uL0b4KHACLcBGAs/s800/kaigi_man_woman.png
https://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_24.html
https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_3826.html
https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_7087.html
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多くの特別支援学校では、特別支援教育コーディネーターが中心となり、センター的機能として地域支

援を実施しています。児童生徒の入退院とそれに伴う転出入のため、医療機関や前籍校等との一層の連携

を進める目的で、特別支援教育コーディネーターとは別に、独自のコーディネーターを配置している学校

もあります。自治体によって名称は異なりますが、以下に主な取組と名称を記載しました。 

 

～取 組～ 

○円滑な転学・復学への支援 

○地域の小・中学校等に在籍する病弱児への支援（学校支援含む） 

○学校・医療機関等との連携の推進 

○保護者の相談窓口 

○教育現場への情報発信（指導主事連絡会議・校長会・教頭会・地区研修会等） 

 

～名 称～ 

医教連携コーディネーター/病弱教育コーディネーター/病弱教育アドバイザー/ 

教育相談コーディネーター/学校・病院（等）連携支援員など 

 

学校・病院連携支援に特化したコーディネーターの配置はしていなくても、学習支援員等を配置するこ

とで、業務量の調整を図り、特別支援教育コーディネーターによる業務の拡充を図っている自治体もあり

ます。 

コーディネーターを学校の窓口として、位置づけを明確にすることで、病院等の関係者との連携がとり

やすくなったり、関係機関からの情報をコーディネーターに集約できたことで、総合的な観点から相談・

支援を進めることが可能になったりした事例があります。 

入院児童生徒の教育保障の体制があまり整備されていない段階では、病院の関係者や学校の関係者に入

院中の教育の意義について理解してもらうことが必要です。そのために、コーディネーター等が、まず関

係者との関係づくりを大切にしている事例が見られます。例えば、病院の関係者との関係づくりについて

は、コーディネーター等が小児科を基点としながらそれ以外の児童生徒が入院する診療科を訪問し、診療

科スタッフとの関係づくりを進めた事例や、がん相談支援室のソーシャルワーカーと情報交換を行う機会

をもった事例などがあります。また、学校関係者については、コーディネーター等が自治体内の各市町村

の教育委員会を訪問し、担当者等に直接説明をする機会をもっている事例があります。 

 

子供達が、いつ、どのような状況で入院し、教育保障の対象になるのか分からないのが病弱教育の特徴

の一つです。そのため、日頃からコーディネーター等が市町村の教育委員会の担当者と関係づくりを進め、

入院中の児童生徒の教育についての相談窓口が誰なのかを周知しておくことで、市町村の教育委員会や学

校等からの連絡を受けやすくなります。またコーディネーターが保護者等から入院中の子供の教育保障に

ついて相談を受けた場合にも、事前に関係者と顔を合わせておくことで、連携がスムーズになると考えら

れます。 

コーディネーターには、子供の教育環境を整備・充実させるために、子供の思いに寄り添い、保護者・

学校関係者・病院関係者等の意見を理解し、関係者をつなぐ役割が期待されます。 

コーディネーター等の人材の活用 

https://www.irasutoya.com/2018/07/blog-post_691.html


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【学習の充実】 
 
 
 
 
 

・学習支援員を配置することで在籍高校と病院との連絡・調整が円滑になった。また、在籍高校は、学習支援員に
より生徒の学習状況を客観的に把握することができたため、単位修得につなげることができた。〈栃木〉 

 
・病院施設内の特別支援学校（病弱）の設置は小・中学部のみであるが、入院中の高校生の学習のモチベーション

の維持を目的とした学習会を開催した。〈京都市〉 
 
・転籍手続きが完了するまでの間、コーディネーターや学習支援員による学習保障を実施した。〈宇部市〉 
 
・コーディネーターが特別支援学校での指導経験を活かし、児童生徒の実態に応じた教材の作成や学習支援をした。

〈宇部市〉 
 
・コーディネーターが遠隔授業の際に機器操作等についてアシストした。〈宇部市〉 
 
・遠隔教育を実施時、在籍高校所属の非常勤講師を県費により配置した。非常勤講師は対象生徒の様子を少し離れ

た席で見守り、必要に応じて指導し、機器等のトラブルへの対応を行った。また、常に生徒の体調の変化に気を
配り、変化や不調の訴えがあった時には事前に確認した通り病棟の看護師への連絡を行った。〈岐阜〉 

 
 
【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 
 

・前籍校からの授業配信に当たって、機器操作に不慣れな教員でも簡単に Web 会議システムで接続できるように

特別支援学校の教員が出向き、機器の設置や接続のアドバイスを行った。〈京都市〉 

 
 
 
 
 

   
【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 
 

・病弱教育アドバイザーが前籍校及び市町村教育委員会、病院を巡回し、情報共有、関係機関との連携強化に努め
た。〈秋田〉 

・病弱教育アドバイザーが市町村教育委員会への事業説明、理解啓発活動、医療機関等の関係機関への訪問、復学
支援会議、相談支援、助言等の活動をした。〈秋田〉 

 
・県教育委員会指導主事が入院生徒の在籍高校を訪問して、事業の趣旨を説明し、病院や特別支援学校分教室と連

携した教育支援について理解を得た。〈栃木〉 
 

 
【関係機関等との連携】 
 
 
 
 

 
・関係機関からの情報をコーディネーターに集約することで、様々な情報を踏まえ、総合的な観点から相談・支援

を進めることが可能となった。〈京都市〉 
 
・コーディネーターとしての位置づけを明確にしたことで、学校側の窓口が明確化され、病院施設内学級のある病

院の医師をはじめとする関係者との連携がとりやすくなった。〈京都市〉 
 

・コーディネーターがすべての市町村教育委員会へ訪問し、その後、研修会を実施したことで参加者が増え、講演
後の情報交換会でも活発な意見交換ができた。県全体と地区別とで計２回開催した。〈秋田〉 

 入院前 

入院中 

病気療養中の自学自習には限界があり、学力の低下を引き起こしてしまう可能性があります。そのた
め、学習支援員や非常勤講師の配置などにより、入退院によって学習指導に関するニーズへの支援・
配慮が途切れないようにすることが重要です。 

病気の子供にとって、心の支えである前籍校とのつながりを維持していくことが重要です。その際、
病院（内）にある学校・学級の教師からの一方向の働きかけではなく、双方向の働きかけを基本とし
た連携が必要です。お互いのニーズを共有し、具体的に取り組みを進めていくことが重要です。 

入院中、病院（内）にある学校・学級で学習している子供にとって、前籍校とのつながりは大きな励
みになります。教育委員会や病院等の関係機関と日頃から連携していくことで、迅速で充実した指導・
支援が可能になります。 

地域における病弱教育のセンター的役割を担っている特別支援学校（病弱）は、各地域の最新の情報
を集約・発信したり、本人・保護者のニーズに応じて自治体の担当者や関係機関につないだりするこ
とが期待されます。その中心的な役割をコーディネーターが担っています。 
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【退院後のケア】 
 
 
 
 
 

・協議会の開催または、コーディネーターや特別支援学校の教員が地元校を訪問し、学習支援の状況等の情報共有
や退院後の支援や連携の在り方について意見交換を行った。〈青森〉 

 
・児童生徒の退院に当たっては、小・中学校原籍学級に対する訪問支援を行い、退院後の学校生活上の配慮点等に

ついて情報提供することにより、スムーズに復学できるようにし、退院後も病弱教育アドバイザーが継続的に支
援した。〈秋田〉 

 
・海外研修旅行への参加にあたって、コーディネーターが高校と主治医との調整の役割を担うことで、両者が連絡

を取り合い、当該生徒が安全に参加するための方向性を検討することができた。〈京都市〉 
 
・配信の支援のために自宅を訪問した際、保護者から今後の生活への不安について相談を受けた。〈京都市〉 
 
・退院後自宅療養が必要で学校に通えない児童生徒の学習保障のため、コーディネーターや学習アシスタント（病

院内学級と同じ人）が地元校と連携し、内容や教材の指示を受けて学習支援を実施した。また、保護者と連絡を
取り合い、退院後の学習面で不安に感じている部分を重点的に取り上げた。〈宇部市〉 

退院後 

 
【心理的な安定】 
 
 
 
 
 

 
・コーディネーターが児童生徒への教育相談的なサポートを実施した。〈宇部市〉 
 
・Web 会議システムで大学生との交流を実施し、ピアカウンセリングの機会を設けた。〈京都市〉 
 

【関係機関等との連携のために】 
 
 
 
 
 

・学習支援員を配置し、コーディネーターがコーディネーター業務に専念できるようにした。〈山梨〉 
 
・学校・病院連携支援員１名を県の特別支援教育センターに配置し、入院児童生徒の関係機関等との理解・連携に

向けたコーディネートを行った。〈福島〉 
 
・学校・病院連携支援員と各教育事務所特別支援教育担当指導主事が中心となり地区をコーディネートし、関係機

関が連携した支援が実施できるような流れを作ることができた。〈福島〉 
 
・特別支援学校（病弱）元校長、教頭という経験を生かし、コーディネーターとして、隣接病院との円滑な連絡調

整のほか、保護者の相談対応、学籍のある小・中学校等及び市町村教育委員会との連絡調整、さらには学習状況
を観察し、日々の状況に応じた指導内容や方法を助言するなど、適切な情報提供及び助言等、迅速かつ丁寧に対
応することができた。 

〈青森〉 
 

入院中 

病気の子供は、心理的に不安定な状態に陥り易く、健康回復への意欲を減退させている場合が多いとさ
れています。心理的な安定が、治療を受ける態度を向上させたり、医療関係者や家族との関係を良好に
したりするため、これらが間接的に身体機能の回復に重要な意味をもちます。ボランティアの活用など、
教員以外との関係性を築くことも有効です。 

入院期間の短期化により、退院後も引き続き医療や生活規制が必要な子供が増えています。それにより、
入院中だけでなく、退院後も前籍校への支援や、学校間の連携が重要であり、それぞれの子供に合わせ
て切れ目なく支援できるような体制づくりが望まれます。 

本人・保護者のニーズに応じた関係機関との連携が重要です。そのための高い専門性や柔軟な対応がコ
ーディネーターには期待されています。専任の職員を配置したり、職員配置を変更したりする等の体制
づくりの工夫も、より充実した連携をとるためには有効です。 
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ICT 機器等の活用 

 

 

各病院や学校、自治体における病弱教育の一層の推進を目的に、各種の協議会が開催されています。以

下に主な参加者と名称を記載しました。 

 

～参 加 者～ 

○医療関係者（院長・看護部長・小児科医・看護師長等） 

○学識経験者（特別支援教育・小児看護学・ICT 機器等の有識者） 

○市町村教育委員会 

○学校関係者（院内学級設置校長会、高等学校長会、県養護教諭研究会） 

○保護者代表 

○都道府県教育委員会（特別支援教育課、義務教育課、保健体育課、高校教育課） 

○都道府県健康福祉部保健・疾病対策課/都道府県保健福祉部健康増進課・医療政策課 等 

 

～名 称～ 

   教育保障体制整備運営協議会/病弱教育推進協議会/学習保障体制整備検討会議など 

 

 

 各自治体により児童生徒数や社会資源、地理的状況、課題等が異なるため、地域に応じた形で開催され

ています。また、退院後の復学に向けた支援会議も色々な名称で実施されています。 

 

協議会等の目的は、有識者から助言を得ること、各関係者に入院中の教育についての情報や意義等を周

知すること、関係機関の課題を共有すること、具体的な事例の検討を行うことなど、各自治体の教育保障

体制の整備の状態に応じて、様々な事例がみられます。 

 

様々な立場の関係者が参加する場合、日程調整の困難さが課題の一つとして挙げられます。その課題を

解決するために、Web 会議システムを使って関係者をつなぎ、30 分程度の短時間で会議をしている事例

もあります。 

 

入院中の児童生徒への学習支援について、保護者、病院関係者、小・中・高等学校等の教員には、どの

ような内容・流れ・システムで実施されているのかわかりづらいものです。そのため、協議会等で情報を

提供・共有するだけでなく、入院中の児童生徒への学習支援の流れや、入院前・入院中・退院時等の各時

期に必要な支援について説明資料を用意することも有効な取組です。 

 

入院中の児童生徒の教育を保障・充実させるためには、児童生徒の在籍校だけではなく、前籍校・病院・

都道府県や市町村教育委員会・福祉や医療分野に関わる自治体の部局などが、それぞれの役割を担い、連

携することが重要です。 

 

関係機関等との連携 

https://1.bp.blogspot.com/-PgPpfoGDxF0/WcB5sfrVQSI/AAAAAAABG1o/xGjjAfsxv_UddA_63hydv1M46uL0b4KHACLcBGAs/s800/kaigi_man_woman.png
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【学習の機会の保障】 
 
 
 
 

 
 ・病院施設内教育について、病院の治療スケジュールとの兼ね合いを考慮しながら調整を重ね、週当たりの授業

時間を増やした。〈愛知〉 
 
・協議会を設置し、入院児童生徒の教育保障の在り方について、8 月・11 月・2 月の年 3 回協議した。委員構

成は病院施設内教室のある病院と特別支援学校（病弱）本校と隣接している病院の小児科医師（病院や医療の
側面からの意見）、学校関係者として市教育委員会が設置している病院施設内教室を担当している学校長・市教
育委員会指導主事（地域の現状や課題の共有）、県の情報ネットワーク担当者、学識経験者。＜愛知＞ 

 
・特別支援学校（病弱）の分校がない病院に入院中の子供に対して、①在籍校、特別支援学校（病弱）、学校・病

院連携支援員によるケース会議 ②市町村教育委員会、在籍校、特別支援学校（病弱）によるケース会議 ③
在籍校教員、特別支援学校（病弱）、学校・病院連携支援員、医療機関、該当生徒・保護者によるケース会議を
実施して、学習支援を行った。〈福島〉 

 
【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 

 
・病弱教育アドバイザーがすべての市町村教育委員会へ訪問し、その後、病弱教育担当教員研修会を実施したこ

とで参加者が増え、講演後の情報交換会でも活発な意見交換ができた。県全体と地区別とで計２回開催した。 
〈秋田〉 

 
【周辺環境の整備】 
 
 
 
 

 
・病院施設内教室担当者ネットワーク、義務教育教科等担当指導主事会議、就学事務研究協議会、地区特別支援

連携協議会、教育事務所開催の研修会、教育課程研究協議会を活用して病院施設内教育について理解啓発を行
った。〈青森〉 

 
・協議会を開催し、事例を基に医師、ＩＣＴ機器等の有識者、市教育委員会等の各関係機関と課題を共有し、課

題についての改善点の提案、助言を得た。〈青森〉 
 
・遠隔教育実施に伴う確認事項を作成し、緊急時対応等について病院と確認した。〈岐阜〉 
 
・保健福祉部局との連携において、小児慢性特定疾病児童等自立支援員との話合いの場を設けた。〈山梨〉 
 
・病院と連携して入級時カンファレンスを実施した。病院関係者（主治医・看護師）・担任・支援員・入院学習ア

シスタント・市教委担当者が参加し、病気の状況について・病院施設内教室の授業で配慮する点・退院の見込
み等について話し合った。〈宇部市〉 

 
・事業について保健福祉部から病院へ連絡することで、分教室は病院との連携が図りやすくなった。〈栃木〉 
 
・小・中学生や高校生の入院する診療科を特別支援学校の教員が訪れ、小児科を基点としながらそれ以外の診療

科スタッフとの関係づくりを進めた。〈京都市〉 
 
・保健福祉部作成の小児がん療養についてのハンドブックに高校生支援の情報を加筆してもらうことで高校生や

保護者への周知に役立った。〈栃木〉 
 
・がん対策推進会議に担当者が出席し、ライフステージに合わせた当事者教育の視点から事業の説明をした。 

〈山梨〉 
 
・入院児童生徒の教育の意義や実際の取組を多くの関係者に周知するため、各種研修会や会議において実践発表

等の機会を設けた。〈山梨〉 
 
・小児科の医師・看護師長以外からの情報を得られるように、高校生支援に関するリーフレットを大学病院内の

別の病棟にも置き、小児科の看護師長より看護師長会で紹介してもらった。〈京都市〉 
 
・がん相談支援室のソーシャルワーカー等病院関係諸機関と連携し情報交換を行う機会をもった。〈京都市〉 

 入院前 

子供の病気、治療、生活の制限、子供と家族への対応などについて医療関係者等との連携が不可欠で
す。個別の教育支援計画等を活用して、子供への支援・配慮について関係者間で共通理解を図ること
が大切です。 

入院中、病院（内）にある学校・学級で学習している子供にとって、前籍校とのつながりは、大きな励
みになります。病気の子供にとって、心の支えである前籍校とのつながりを維持していくことが重要で
す。地域の小・中学校において、病弱教育の理解啓発を進めていくことが重要です。 

病気の子供の QOL の高い学校生活を保障していく上で、関係者間の日常的な連携・協力が重要です。
本人・保護者のニーズに応じて対応できるよう、日頃から自治体の担当者や関係機関とネットワークを
築いていくことが期待されます。 
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【学習環境の整備】 
 
 
 
 
 

・特別支援学校分教室の他、病院内多目的室やカンファレンスルームを指導場所として借用し、支援を実施した。 
〈栃木〉 

 
・治療のため、病院施設内教室での授業に出席できない児童生徒に対して、教員が病室に出向いて授業を行うベッ

ドサイドでの授業を新たに設けた。〈愛知〉 
 
・県立特別支援学校（病弱）の２校で、関係病院との調整を進め、Web 会議システムや必要な ICT 機器等の基礎

的環境を整備し、教室と病棟やベッドサイド等をつないで授業を実施することとした。〈神奈川〉 
 

【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 
 

・前籍校と授業の進め方を綿密に確認し合いながら取り組んだ。〈青森〉 
 
・前籍校とつなぐ遠隔教育の実施にあたり、学校と子供の病状や心境に応じた参加の仕方や活動時間を調整した。 

〈秋田〉 
 
・必要機材の提供や機器設置と調整等、市教育委員会や大学と連携し、前籍校との遠隔教育を実施した。〈秋田〉 

 
【進路についての支援】 
 
 
 
 

 
・高等学校進学以降も入院が継続する見込みであったことから、入学前から遠隔教育に向けて学校間で連携を図
り、高校進学後、スムーズに遠隔教育を開始することができた。〈京都市〉 

 
 ・病院内で高校受験をして、高校への入学が決定した。〈京都市〉 

 
・前籍校教員は進路懇談のために病院を訪ねることは難しく、主治医の空き時間も限られていたため、Web 会議

システムを使用し、関係者それぞれの空き時間 30 分を活用してカンファレンスを実施した。主治医からの情報
を学校及び前籍校が正確に共有でき、生徒の進路の実現に向けて医療と教育が同じ方針の下で対応していくこと
が可能となった。〈京都市〉 

 
【心理面のケア】 
 
 
 
 

 
・医療関係者と、再発の可能性、感染症・ストレス等への配慮、運動量等の調整、服薬の副作用に対するメンタル

ケアの必要性について話し合いをした。〈青森〉 
 
・医療の観点からの心理的ケアも必要であると判断し、小児医療センターの医師を通して、治療にあたっている整

形外科の主治医および在籍高校とのカンファレンスを実施し、当該生徒の心理的支援に関しての検討を行った。 
〈京都市〉 

 

入院中 

病気の子供は、長期、短期、頻回の入院等による学習空白によって、学習に遅れが生じたり、回復後
においては学業不振となったりすることが多くあります。そのため、実態に応じて、病院等と連携し
て、療養中でも可能な限り学習できるような環境整備や、体制づくりなどの工夫が必要です。 

入院中、病院（内）にある学校・学級で学習している子供にとって、前籍校とのつながりは、大きな
励みになります。病気の子供にとって、心の支えである前籍校とのつながりを維持していくことが重
要です。授業の進度や、行事に関する情報など、日常の情報交換等を継続することが大切です。 

学校を休みがちになることによる学力の不足等が低学歴ひいては就労の問題に影響している可能性が
指摘されています。高等学校の入試情報等、子供の実態に応じた進路情報の収集・提供を行うことが大
切です。 

病気の子供の不安の状態像には複数の要素が影響していると考えられます。主治医や病棟との連携を
密にし、子供が治療の見通しをもてるようにしたり、前籍校と連携して前籍校の状況を伝えたり、復学
時に周囲の理解が得られるよう、情報提供を行ったりすることが大切です。 

https://1.bp.blogspot.com/-W8RgdmvD9os/VNH7ZarjnKI/AAAAAAAArd4/ZVTdwmxApUU/s800/taiin_miokuri.png
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【学習環境の整備】 
 
 
 
 
 

・インターバル治療等のため入退院を繰り返す場合、一時退院中においても主治医の許可があれば自宅から施設内
教育の学級への通学を許可することとした。〈愛知〉 

 
・市教育委員会と連携し、特別支援学校（病弱）のセンター的機能を活用して、地元校と自宅をつなぐ授業の実施

に向けて取組を進めた。〈神奈川〉 
  

【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 
 

・協議会の開催または、コーディネーターや特別支援学校の教員が地元校を訪問することで、学習支援の状況等の
情報共有や退院後の支援や連携の在り方について意見交換を行った。〈青森〉 

 
・特別支援学校（病弱）のセンター的機能の取組として、地元校への ICT 機器等の貸し出し及び Web 会議システ

ムの操作面の技術支援等の提供により、地元校でも自宅と教室をつなぐことが可能となった。復学に向けた相談
体制も図ることができた。〈神奈川〉 

 
・病院と連携し、復学時にカンファレンスを実施した。参加者は、病院関係者（主治医・看護師）・担任・支援員・

入院学習アシスタント・市教委・前籍校教員（管理職・担任・養護教諭）・保護者。病気の回復状況・前籍校での
学校生活における具体的な配慮点、院内学級で行った学習内容、退院後の学習支援、保護者の要望の確認等を行
った。〈宇部市〉 

 
・学校だけでなく、保護者や主治医とも相談したことで、自宅と地元中学校の授業を Web 会議システムでつなぎ、

計画的に復学支援を実施できた。〈神奈川〉 
 
 

 

   
【関係機関等との情報共有】 
 
 
 
 
 

・医療関係機関、保健福祉事務所、県の健康増進課等の連携会議の場を設置し、児童生徒へのかかわり方や配慮事項
を共通理解し連携する場となった。〈山梨〉 

 
・病院と連携し、治療状況及び情報共有のためのカンファレンスを実施した（毎週）。参加者は、病院関係者（主治

医・看護師長・栄養職員・リハビリ職員等）と担任。治療経過について、それぞれの部署での気付きや情報交換を
行った。〈宇部市〉 

 
・入院児童生徒・保護者のニーズや様々な情報を共有するため、病院スタッフとのケース会議を月 1 回定例で実施

した。〈京都市〉 
 

入院中 

長期間に渡って入院や通院をする子供の学習や支援を進めていくにあたっては、医療関係者や前籍校
等との連携が大切です。入退院時だけでなく、定例で日時を設定したり、必要な書類の書式を統一し
たりすることで、情報共有がしやすくなります。 

自宅療養が必要な子供にとって、しっかりと療養することはもちろん大切ですが、学齢期の子供にと
って、学習空白を少しでも減らすことも、とても大切なことです。そのため、保護者を含め、さまざ
まな関係機関が連携・協力し、学習環境を整えることが必要です。 

退院後の復学に向けて病院や学校等の関係機関が連携し、退院後の状況や必要な配慮を共有すること
が大切です。自宅療養が続く場合には、学習空白を作らないためや地元校の友達とのつながりのため
に、Web 会議システム等の学習環境を整備することも考えましょう。 

退院後 

https://1.bp.blogspot.com/-XKTafTy2_Bw/UOKDYzJbICI/AAAAAAAAKNY/tTeng5oVcJk/s1600/school.png
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【心理面のケア】 
 
 
 
 

・退院後自宅療養が必要で学校に通えない児童生徒の学習保障のため、コーディネーターや学習アシスタント（病
院施設内教室と同じ人）が地元校と連携し、内容や教材の指示を受けて学習支援を実施した。また、保護者と連
絡を取り合い、退院後の学習面で不安に感じている部分を重点的に取り上げた。〈宇部市〉  

 
・退院後１ヶ月を目処に、地元校・保護者・本人に復学支援アンケートを実施し、本人が回復状況から学校生活に

不安を持つ事例等、必要に応じて対応を助言した。〈青森〉 

治療中や退院後等、自宅療養が必要な子供に学習できる環境を整えることは、学習空白を作らないため
だけでなく、子供の不安を少しでも軽減するためにも大切です。 

特別支援学校（病弱）及び院内に特別支援学級を置く学校が 

市町村を超えて所属している「県病弱虚弱教育研究会」において、 

研修や県内の病弱虚弱教育に係る情報共有を行っている。 

そこで、この研究会を通して、事業の成果に係る情報提供をし、 

連携体制を構築することを目的とした。 

情報共有により、県内の特別支援学校（病弱）同士での、Web 

会議システムを活用した学校間交流につながった。具体的には、 

南極観測隊員経験者が外部講師となり、南極の映像を見たり南極 

の氷に触れたりしながら、自然に対しての興味・関心を高めることを目的とする「南極クラス」という授業

を同時刻に２校で実施したのち、Web 会議システムを用いて、お互いに質問をしあう授業を行った。講師

のリアルな体験を聞いた上で、Web 会議システムを用いて、質問しあうことにより、学習内容の振り返り

につながるとともに、離れた場所において、感じたことや分かったことを共有することができた。 

コラム     ICT を活用した、特別支援学校（病弱）間の連携について 

退院後 

https://4.bp.blogspot.com/-o8yZU3j6s7U/VpjBouUBkTI/AAAAAAAA25A/Xea5ufsaSEM/s1600/bg_house.jpg
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入院中の児童生徒への教育を保障・充実させるために、ICT 機器等を活用した遠隔教育は有効な手段の

一つです。遠隔教育を行うために使用している機器には、自治体や学校・病院等の実情に応じて主に以下

のようなものがあります。 

 

～使用機器～ 

○インターネット接続環境【モバイルルーター・無線 LAN・有線 LAN】 

○パソコン・タブレット型端末 

○Web 会議ソフト（アプリ） 

○カメラ【ノート PC やタブレット型端末についているカメラ・Web カメラ・ビデオカメラ等】 

○マイク【ノート PC やタブレット型端末、ビデオカメラについているマイク等】 

○スピーカー【ノートパソコンやタブレット型端末についているスピーカー・イヤホン等】 

 

最も単純な事例は、インターネット回線と受信側・送信側に１台ずつの 

ノートパソコンもしくはタブレット型端末です。 

 

板書や教員の顔をより見やすくするために、黒板等を２台のカメラ機器 

で分割して映し、受信側の児童生徒も２台のタブレット型端末で映像を見 

られるようにしている事例もあります。 

また、児童生徒自らが見たい場所を見られるようにするために、遠隔操作できる Web カメラの使用、

タブレット型端末をテレプレゼンスロボットに取り付けて使用する事例もあります。 

スピーカー機器としてイヤホンを使用する事例では、受信側の児童生徒が一人で使用する部屋等がない

場合に音が周囲に漏れないようにするためや、聞き取りやすくすること等が理由としてあります。 

 

入院中の児童生徒について遠隔教育を行うには、病院の協力が不可欠です。また、児童生徒の地元校と

遠隔授業を行うには地元校の協力も必要です。 

協力を得るためには、大きく二つのことが課題になります。一つ目は、入院中の児童生徒への教育の意

義・必要性を理解してもらうこと、二つ目は、インターネット回線でつなげることについての情報漏洩等

の安全面への理解です。 

 

一つ目の入院中の児童生徒への教育の意義・必要性への理解については、入院中は病気等の治療が第一

に大切ですが、治療に支障のない範囲において学齢期の子供に教育の機会を保障することも大切であるこ

とを理解してもらう必要があります。理解してもらうための工夫として、協議会等の場で情報を提供・共

有し理解啓発を行うこと、リーフレット等を作成し、小・中・高等学校等や病院の関係者に配付するなど

の事例があります。また、病院内の教室で行われる学習発表会等に病院関係者を招待したり、病院の廊下

に児童生徒の制作物を展示したりすること等も工夫として挙げられます。 

二つ目のインターネット回線でつなげることについての安全面への理解については、それぞれの環境に

より課題も様々ですが、ICT 機器やインターネットのシステム等に詳しい担当者が病院等との話し合いの

場に同席し、病院や地元校の心配事項について、何が課題かを理解し解決策を提示することで協力を得や

すくなった事例もあります。 

教育の意義・必要性への理解と安全面への理解の両輪を大切にすることが、遠隔教育を進めるために必

要です。 

ICT 機器等の活用 
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リモート顕微鏡

   
【学習の充実】 
 
 
 
 
 

 
・県立特別支援学校（病弱）の２校で、関係病院との調整を進め、Web 会議システムや必要な ICT 機器等の基

礎的環境を整備し、教室と病棟やベッドサイド等をつないで授業を実施することとした。〈神奈川〉 
  
・遠隔教育を実施し、加療や体調不良時等を除いてほぼ毎日出席して授業を受けるこ

とができた。補習においても遠隔教育システムを利用した。〈岐阜〉 
 
・一人で学んでいる病棟の児童と教室の児童を Web 会議システムでつなぎ、同じ年

代の児童と学び合う機会がもてるようにした。〈神奈川〉 
 
・同時双方向型授業は、タブレット端末やパソコンを使い、本校と病院施設内教室や

病院施設内教室と病室とを Web 会議システムでつないだ。各教科、部集会、特別
の教科道徳等での交流及び共同学習や自立活動等、多岐にわたる実践を行った。教
室と病室とをつなぐ際には、タブレット端末の向きを見たい方向に遠隔操作できる
テレプレゼンスロボットを使用した。〈愛知〉 

  
・病院施設内教室と病室とを Web 会議システムでつなぎ、病室の生徒が教室で行わ

れている実験に画面越しに参加することで、同じ実験を体験できるようにした。病
室から教室にあるテレプレゼンスロボットを操作し、実験の様子や板書等、病室の
生徒が見たいところを主体的に見られるようにした。また、教室にいる生徒が実験
による変化の様子を発表する際は、教室内の生徒だけでなくタブレット端末に向け
ても発表するよう促すことで、同じ授業を受けている意識を持つことができた。 

〈愛知〉 
 

・植物・生物の持込ができない分教室の理科の授業では、本校の理科の授業と Web 会
議システムでつなぐことで集団での学習を行うとともに、実験等の体験的な学習機
会の保障を行った。分教室から遠隔操作できるリモート顕微鏡を使用し、メダカの
卵の中の様子の観察を行った（写真 1）。〈京都市〉 

 
・本校にいる家庭科の教員が、病室にいる複数の児童に向けて授業を配信した。分教

室での授業と同じような形で学習ができるよう、教員の顔と教科書・ホワイトボー
ドを２台のカメラで写し、それらが児童に同時に見えるようにしながら授業を進め
た（写真 2）。〈京都市〉 

 
・入院中の中学 3 年生に対し、前籍校から授業配信を行った。教室に常時パソコンを

設置することができなかったため、モバイルルーターとタブレット型端末を使って
Web 会議システムでつないで配信を行った。板書の文字が見えにくい時は板書の
写真をメール添付で送ってもらったり、もう１台のタブレットで見たりしながら学
習を進めた。学習で使うプリントは電子メールで送ってもらい、病室に貸し出して
いるプリンターで印刷して学習した（写真 3）。〈京都市〉 

 
・在籍高等学校と病室を Web 会議システムでつないで英語のコミュニケーションの 

授業を実施した。〈京都市〉 
 

・主に小学校高学年や中学生向けに「ベッドサイド学習セット」を作り、各自の病室
での自主学習や授業配信動画視聴等に活用できるようにしている。タブレット型端
末・パソコン、つなぎ方のマニュアル、個室ではない時用のヘッドフォン、授業配
信動画のログイン方法マニュアル等がセットになっているため、教員が一対一で指
導できない時でも学習をすすめることができた（写真 4）。〈京都市〉 
 
 

・入院中の病室等で入院児童生徒の学習ができるように、学習支援サイトや NHK for school 等の既存のデジタ
ルコンテンツの利用に加え、自作の教材を作成して活用した。〈愛知〉 

 
・本校で実験した授業を撮影・編集して動画を作成し、実験が困難な病院内の児童に対し、間接体験や疑似体験

として学習を深化させるように活用した。1 つの実験について各 1 本(約 10 分)の動画を作成した。〈愛知〉 
 
・タブレット型端末を英語アプリやリスニングに活用した。〈宇部市〉 

治療や体調の状況等によって病室から移動するのが難しいなど、授業への参加に制約がある子供に
も、ICT を活用する等によって、学習の機会を保障することが必要です。単に Web 会議システム等
でつなげるだけでなく、より見やすく、聞き取りやすい工夫をすることや、学習の効果を高めるため
の工夫をすることが大切です。 

写真４ ベッドサイド学習セット 

リモート顕微鏡

写真１ メダカの卵の観察 

 

 

写真２ 配信側の様子 

写真３ 受信側の様子 

入院中 
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【前籍校とのつながり】 
 
 
 
 
 
 
 

・遠隔教育の実施にあたり、学校と子供の病状や心境に応じた参加の仕方や活動時間を調整した。〈秋田〉 
 
・必要機材の提供や機器設置と調整等について、市教育委員会や大学と連携し、遠隔教育を実施した。〈秋田〉 
 
・特別支援学校のセンター的機能の取組として地元校に ICT 機器等を貸し出し、同時双方向型授業配信による授

業を実施した。〈神奈川〉 
 
・施設入所のため、特別支援学校（病弱）に転入した生徒を対象に、復学に向けたスムーズな移行として、定期的

に Web 会議システムを活用して、前籍校とつないだ。〈神奈川〉 
 
・文化祭を前籍校からの配信により視聴した。リモートカメラを設置することで見たいところをフォーカスした

り、視界を左右に自由に動かしたりすることができた。〈京都市〉 
 

・タブレット型端末の Web 会議アプリを活用して交流及び共同学習を実施した。〈宇部市〉 
 
・他府県からの入院等により前籍校が遠隔地にある場合、病院と前籍校を web 会議システムでつないでケース会

議を実施し、管理職や担任以外の児童生徒の指導に関わる教員も参加して情報を共有することができた。 
〈京都市〉 
・前籍校と病院をテレビ会議でつないでケース会議を実施する等、退院後に児童生徒が前籍校に復帰するに当たっ

ての支援を行った。〈京都市〉 
 
・ビデオレターによる前籍校との交流を実施した。〈宇部市〉 
 
 
 

【学習の機会の保障】 
 
 
 
 
 
 

・治療等により病院から外出できない児童生徒と遠足先の博物館をつないで
中継した。遠足の場面を共有でき、クラスメートとの一体感につながっ
た。〈神奈川> 

 
・校外へ出かけられない児童と校外学習先をつなぎ、他校の児童とともに伝

統工芸について学ぶ環境を設定した。職人からの指導を受け、実際に病棟
で製作を行った（写真 5）。〈神奈川> 

 
・高校のサマーセミナーの英語のスピーチコンテストで、Web 会議システ

ムでつないでみんなの前でスピーチをすることができた。〈京都市〉 
 
・街頭に出て外国人にインタビューする取組では、クラスメートがタブレッ

トを持って移動し、当該生徒もタブレットを介して遠隔でインタビューに
参加することができた。〈京都市〉 

 

特別支援学校（病弱）本校の校外学習先と分教室ベッドサイドをつないだ様子 

入院で病院内にある学校・教室で学習している子供にとって、前籍校（地元の学校）とのつながりは、
心を励ます支えになります。また、日頃から前籍校と交流することや、学校間で子供の様子や学習状
況等を共有しておくことで、地元の学校に、退院後に必要な配慮事項を理解してもらいやすくなりま
す。 

病気の子供は、病気や治療上必要な生活規制のために、日常生活や学校生活上の様々な経験が不足し
がちです。主治医等、関係者と調整を図っても直接的な体験が難しい場合には、ICT を活用するなど
して、参加・体験できないか工夫することが求められます。 

写真５ 病棟と校外学習先をつないだ学習 

入院中 

https://1.bp.blogspot.com/-WnXOmjPozrQ/W-0hP1BuHSI/AAAAAAABQQc/phtNaF3by8Yk177dofmtMZNj5T-t-MmXQCLcBGAs/s800/video_kaigi.png
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【進路についての支援】 
 
 
 
 
 
 

・前籍校教員は進路懇談のために病院を訪ねることは難しく、主治医の空き
時間も限られていたため、Web 会議システムを使用し、関係者それぞれの
空き時間 30 分を活用してカンファレンスを実施した。主治医からの情報
を学校及び前籍校が正確に共有でき、生徒の進路の実現に向けて医療と教
育が同じ方針の下で対応していくことが可能となった（写真６）。〈京都市〉 

 
 
 
 
 
【集団活動・コミュニケーションの場の設定】 
 
 
 
 
 

・ベッドサイドで個別学習をしている児童生徒と病棟の児童生徒とを Web 会議システムでつなぎ、集団活動の場
面を設定した。〈神奈川> 

 
・病院施設内の２つの教室と病室のベッドサイドとを Web 会議システムでつなぎ、選挙管理委員による生徒会役

員選挙や生徒会活動の説明を実施した。〈神奈川> 
 
・病院施設内教室と病室とを Web 会議システムでつなぎ、病室の生徒が教室で行われている実験に画面越しに参

加することで、同じ実験を体験できるようにした。病室から教室にあるテレプレゼンスロボットを操作し、実験
の様子や板書等、病室の生徒が見たいところを主体的に見られるようにした。また、教室にいる生徒が実験によ
る変化の様子を発表する際は、教室内の生徒だけでなくタブレット型端末に向けても発表するよう促すことで、
同じ授業を受けている意識を持つことができた。〈愛知> 

 
・月１回、複数の病院に設置している分教室を Web 会議システムでつなぎ、校内集会を実施した。集会そのもの

の楽しさはもちろん、「同じように入院治療をしながら学んでいる子供たちのつながりの場」という意味でも、
所属感や安心感を得られる取組となっている。〈京都市> 

 
・病棟学習室と教室をつなぎ、画面を通して実体顕微鏡を使い、メダカの受精卵の観察をする授業を実施した。ま

た、児童同士による意見交換も行った。〈神奈川> 
 
・本校と病院施設内教室双方でグループを形成し、ロボットの組立てや課題に沿ったプログラミングを実施した。

互いの進捗状況をタブレット端末やテレプレゼンスロボットを用いて確認し合い、成果を発表した。それぞれの
グループが意識して協力する姿が見られ、集団活動の幅が広がった。自立活動として位置付けることにより、コ
ミュニケーション能力の向上やより良い人間関係の形成を図ることをねらいとして指導することができた。 

〈愛知> 
 
・月に 1 回の頻度で、本校と、本校と隣接する病院施設内教室、その他の病院施設内教室の 3 か所を Web 会議

システムでつないで学部集会を行った。本校と病院施設内教室ではスクリーンに映像を映し、隣接する病院では
テレビに映した。自己紹介や互いに考えたゲームの企画・運営、文化的行事や総合的な学習の時間で取り組んで
いる内容を紹介し合うなど、時期によってさまざまな活動を行った。集団での学習により生徒同士のコミュニケ
ーションが活発で、自分の役割に責任感を持って取り組む様子が見られた。〈愛知> 

 
・授業の進め方のルールを学ぶことができたほか、友達とのやりとりも行っていたことで、円滑な復学となった。 

〈青森> 
 
・国語の学習として、Web 会議システムでつないで学部集会を行った。本校と病院施設内教室ではスクリーンに

映像を映し、隣接する病院ではテレビを通して意見を交換し、インターネット上でブレインストーミングのよう
な形でノートのやりとりができるソフト・アプリも活用して視覚的にお互いの意見を交換することができた。 

〈京都市〉 
 

・２つの病棟学習室をテレビ会議システムでつなぎ、毎日、朝の会を行うことにより、同じ学校の仲間としての意
識を高めることができた。また、ベッドサイドで学習する児童生徒においては、映像で相手とリアルタイムで交
流できるようになり、孤独感や病気に対する不安感を軽減させることにつながった。〈神奈川〉 

入院中 

入院が必要な子供の進路について支援するにあたっては、学習の状況や今後必要になる生活規制等の
配慮面など、現在在籍する学校と保護者だけでなく、入院後もしくは退院後に在籍する学校、主治医
等と情報を共有しながら進めることが必要になります。 

病院にある学校・学級では、子供が少人数であることが多く、また生活規制のため集団での授業に参
加できないこともあります。学びを深めたり、社会性を養ったりするためにも、ICT 等を活用し、子
供同士の対話の機会を増やす工夫が求められます。 

支援学校教員 
前籍校教員 

主治医 

写真６ Web会議でのカンファレンス 
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【学習の機会の保障】 
 
 
 
 
 
 

・前籍校から技術のプログラミングの授業を配信してもらい、自宅で授業を受けることができた。これにより、復学
への見通しを持つとともに、復学後に体調が悪くて登校しにくい日には配信という形で学習できることを知って
もらえる機会となった。 

退院後 

     
【自己肯定感を高めるために】 
 
 
 
 
 

・主体的に見たい方向に遠隔操作できるカメラを使うことで、授業への参加意識を高めることができた。〈青森> 
 
 
【心理面のケア】 
 
 
 
 
 
 

・Web 会議システムで前籍校とつなぎ、画面に映る友達や先生、教室の
様子を見て、入院前と変わらないと確認し、安心できたことで、心理
的な安定につながった。〈青森> 

 
・月１回、各分教室を Web 会議システムでつなぎ、集会を実施した。 

病状等により集会に出席できない子供たちもベッドサイドから参加
し、孤独感の解消にもつながった（写真７）。〈京都市> 

 
・当該生徒は入院前の前籍校で生徒会の役員をしており、生徒会活動を

配信でつなぐことが心の安定につながった。生徒会の引継ぎ式を配信
でつなぎ、臨場感を感じられるよう、引継ぎ式の最後に花道を退場す
る際には、担任がタブレット型端末を手にして花道を通った。〈京都市> 

 
【関係者間の情報共有】 
 
 
 
 
 

・前籍校教員は進路懇談のために病院を訪ねることは難しく、主治医の空き時間も限られていたため、Web 会議
システムを使用し、関係者それぞれの空き時間 30 分を活用してカンファレンスを実施した。主治医からの情報
を学校及び前籍校が正確に共有でき、生徒の進路の実現に向けて医療と教育が同じ方針の下で対応していくこと
が可能となった。〈京都市> 

・校内委員会において組織化し、本校の小学部・中学部の各部や各病院単位でグループを形成し、必要に応じて適
宜連絡・調整をしながら本校と病院施設内教室との同時双方向型の通信等を行った。また、機器の整備計画や整
備状況を適時報告して次の実践に生かし、試行錯誤しながら改善を図った。〈愛知〉 

 
 

病気で生活規制が必要なため成功体験や自己肯定感が不足・低下していたり、受け身になりがちにな
ったりする子供の授業を考える際には、ICT 等を活用し、学ぶことに興味や関心がもてるようにする
ことや、自分で選択・活動し、達成感を得られるように工夫することが大切です。 

入院中 

病気への不安や入院・治療のため家族や友達と離れた孤独感などから、心理的に不安定になっている
子供にとって、友達とつながる時間を設けることは、心理的な安定だけでなく、治療や学習への意欲
向上にもつながります。子供の心理状態を把握し、ICT 等を活用して、効果的に友達とつながる機会
を設けることが大切です。 

ICT 等を活用し、病気の子供の学習や生活を支援するため、関係者が情報を共有しながら対応するこ
とが必要になります。Web 会議システム等を使用することで、病院から離れた場所にある前籍校の
教員等も参加しやすくなります。 

写真７ Web会議システムを使った集会 

退院し地元の学校に戻ったとしても、体調不良、感染症の予防等のため登校できないことがあります。
学習の空白をできる限り作らないためにも、自宅から授業を受けられる環境を整えることが大切で
す。退院する前から地元の学校と Web 会議システム等でつながる取組をしておくことで、退院後も
自宅と学校をつなげる環境を整えやすくなります。 
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退院自宅 

退院自宅 

 

６年生の国語の単元「学級討論会をしよう」は、「討論会の話題にそって、互いの立場や意図をはっきり

させながら、疑問点を整理して自分の意見を言ったり、話し手の意図をとらえながら聞いたりして討論す

ることができるようにする」ことをねらいとしている。 

病院分教室の 6 年生の在籍が 1 名であったため、本校６年生の学級と病院分教室をテレビ会議でつな

ぎ、本単元の学習を行った。 

 

【取組の様子】 

討論会は次のような流れで行った。 

・テーマに対し、肯定グループと否定グループに分かれ、 

一人ひとりの意見をネット上のノートに書き込む。 

・書き込んだ内容をもとに主張の内容や順番などを相談 

する。 

・それぞれのグループが主張と質疑応答を行う。 

・前半の討論をもとにグループで意見をまとめ、最後の主張 

を行う。 

・参観者（分教室、本校の教員）が討論についての講評を述

べ評価する。 

 

※合同の討論会の前に、本校だけで別のテーマで討論会を行い、

分教室児童はその際の討論の方法をネット上のノートなどを

見て把握するようにした。 

 

【使用機器・システム】 

本校 病院分教室 

電子黒板 

コンピュータ 

タブレット PC 

Web カメラ 

マイクスピーカー 

USB 延長ケーブル 

プロジェクター（ホワイトボードに投影） 

電子黒板 

コンピュータ 

タブレット PC 

Web カメラ 

マイクスピーカー 

USB 延長ケーブル 

テレビ会議システム 

協働学習システム（ノートをネット上で共有し同時共同編集が可能） 

 

             集団での学び 主体的な学びを保障  
～分教室と本校をテレビ会議でつないで～ 

コラム 
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リーフレット等を使った情報発信や書類の整備等 

 

 
・短期在籍者の転学に係る個別の教育支援計画、評価、学習の記録等の様式を見直し、書類を簡略化した。〈愛知〉 
 
・小・中学校等の教員を対象にして、入院に際して学習支援を受けるための具体的な手続きの他、同時双方向型授

業配信を実施するための留意事項等に関するリーフレットを作成した。〈青森〉 
 
・医師や看護師、特別支援学校分教室職員の意見を取り入れ、入院高校生への学習支援の流れを示した説明資料を

作成したことにより、必要な手続きと役割分担が明確になった。〈栃木〉 
 
・入院中の教育について周知するため、ポスターを作成し、県内全ての小・中学校に掲示用として配布した。 

〈山梨〉 

・教職員のための入院児童生徒ガイドブック（リーフレット）を作成し県内の全教職員に配布した。〈山梨〉 
 
・転校時や連携時のフロー図の確認や書類の整合性を図るなど、連携のためのツール等を整備した。〈山梨〉 
 
・復学支援マニュアルを作成。入院児童生徒の復学支援を「入院時」「入院中」「退院時（退院後も含む）」の３つの

時期に分け、関係者（原籍校教員、病院内特別支援学級教員、保護者、本人、医療関係者）がいつの時期にどん

な支援をすれば良いのかを分かるようにした。〈岐阜〉 
 

 ・病院施設内教育についてのポスターやパンフレットなどを病院内で掲示、配付したことにより、小児科病棟以外

に入院加療する児童生徒や保護者にも、教育の場の情報を提供することができた。〈山梨〉 
 
・病院ホームページに「病院施設内の教育」について掲載をしてもらった。〈山梨〉 
 
・高校生や保護者へ入院中の教育支援の概略を伝えるリーフレットやポスターを作成、配付した。また、医師や看

護師等が病院内の会議にて周知を図ったことで、小児科以外の診療科にも事業を周知することができた。〈栃木〉 
 
・リーフレットを作成・活用し、市町村教育委員会をはじめ、小・中学校、保護者、病院等に対して転学等の仕組

みや指導・支援等の手立てについて理解啓発を図った。〈青森〉 
 
 

 

 

 

 

・病院内の掲示板を活用し、児童生徒の学習の様子を伝えたり、病院施設内教育の行事に病院関係者を招待したり、

病院行事へ病院施設内教育の関係者が参加したりと、様々な機会に協働し情報共有をすることで、連携の強化を

図った。〈京都市〉 

 

 

 

 

 
 
・「復学支援シート（注釈：復学時に記入する連携のためのシート）」をケースに合わせて作成し、連携ツールとし

た。カンファレンスが実施できない場合にも、病院、前籍校、保護者をつなぐツールとした。〈山梨〉 
 
・退院後１ヶ月を目処に、地元校・保護者・本人に復学支援アンケートを実施し、本人が回復状況から学校生活に

不安を持つ事例等、必要に応じて対応を助言した。〈青森〉 
 
 

その他 

入院前 

入院中 

退院後 



17 

 

 

リーフレット等について 

 教育委員会や教育センター、特別支援学校（病弱）等では、病弱教育についてのリーフレット等

が作成されています。児童生徒や保護者、地域の小・中・高等学校等に向けたものが多く、内容と

しては、以下の内容のものが作られています。 

 

 Ⅰ．病弱教育についての理解啓発         Ⅳ．転入学の手続き 

 Ⅱ．病院にある分校・分教室・特別支援学級の紹介 Ⅴ．復学支援、退院後の支援 

 Ⅲ．入院中の学習保障の紹介           Ⅵ．その他 

 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

①入院している児童生徒への学習支援ガイド〈青森県〉 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/nyuuingaido_syukusyoubann.pdf 

②病気や入院中だからこそ学習保障を！〈青森県〉 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/gakusyuuhosyou.pdf 

③病気の子供への支援ガイド〈秋田県〉         https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10637 

④病気の子供への支援ガイド（Part.2）〈秋田県〉 

    https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-09.pdf 

⑤入院中の高校生の皆さんへ〈栃木県〉 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/okamototoku/nc2/?page_id=111 

⑥病気の子どもや入院している子どものための支援ハンドブック〈福島県〉 

https://special-center.fcs.ed.jp/cabinets/cabinet_files/download/154/a122935b750760438aaa729123ab2860?frame_id=189 

⑦病気の子どもや入院している子どもの支援ガイド〈福島県〉 

https://special-center.fcs.ed.jp/cabinets/cabinet_files/download/117/d9fdd4451e31c9bd485f311e5f01bf7d?frame_id=111 

⑧「入院児童生徒等への教育保障体制整備事業」報告書〈神奈川県〉 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hk2/cnt/f6722/index.html 

 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/nyuuingaido_syukusyoubann.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/gakusyuuhosyou.pdf
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10637
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-09.pdf
http://www.tochigi-edu.ed.jp/okamototoku/nc2/?page_id=111
https://special-center.fcs.ed.jp/cabinets/cabinet_files/download/154/a122935b750760438aaa729123ab2860?frame_id=189
https://special-center.fcs.ed.jp/cabinets/cabinet_files/download/117/d9fdd4451e31c9bd485f311e5f01bf7d?frame_id=111
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hk2/cnt/f6722/index.html
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【配布先】 

○小・中学校、高等学校、特別支援学校  ○教育事務所   ○市町村教育委員会 

○医療機関(小児科以外の別の病棟含む)  ○保健福祉事務所 ○医療ソーシャルワーカー協会 

 

 域内全ての機関に配布しているケースや、病院内に設置したり、入院時に必要書類と共に配布を

したりするなど、入院児童生徒等への教育保障体制を充実させるため、配布等にも工夫がされてい

ます。 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 

⑨入院中にも学べる場所があります「教職員のための入院児童生徒支援ガイド」〈山梨県〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-19.pdf 

⑩復学支援マニュアル〈岐阜県〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-24.pdf 

⑪京都市の病弱教育（京都市立桃陽総合支援学校）〈京都市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-33.pdf 

⑫分教室案内（京都市立桃陽総合支援学校）〈京都市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-34.pdf 

⑬訪問教育（京都市立桃陽総合支援学校）〈京都市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-35.pdf 

⑭高校生の学びの支援（京都市立桃陽総合支援学校）〈京都市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-36.pdf 

⑮入院児童生徒前籍校配布用リーフレット（京都市立桃陽総合支援学校）〈京都市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-37.pdf 

⑯院内学級パンフレット〈宇部市〉 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-42.pdf 

https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-19.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-24.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-33.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-34.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-35.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-36.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-37.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200217-mxt_tokubetu01-000004662-42.pdf
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研究内容 

 

 

 

受託した教育委員会 

平成 28 年度 

青森県・秋田県・福島県・神奈川県・高知県・京都市 

 

平成 29 年度 

青森県・秋田県・福島県・神奈川県・山梨県・高知県・京都市 

 

平成 30 年度 

青森県・秋田県・栃木県・神奈川県・山梨県・愛知県・岐阜県・京都市・宇部市 

 

文部科学省ホームページ【入院児童生徒等への教育保障体制整備事業 成果報告書】 

平成 28 年度 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h28/1398201.htm 

平成 29 年度 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h29/1409793.htm 

平成 30 年度 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h29/1409793_00001.htm 

 

 

〈問い合わせ先〉 

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 病弱班 

 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５-１-１  

 TEL：046-839-6803    （令和３年７月発行） 

入院児童生徒等への教育保障体制整備事業の趣旨 

平成 24 年 7 月に、中央教育審議会初等中等教育分科会においてとりまとめられた「共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」においては、「（子供が）病

院に入院した際は、病院に併設されている学校、あるいは、病院内に設けられた学校や学級に転校等をし

なければ正式には、当該学校等の教育を受けることができない。退院すると以前在籍していた学校に戻る

こと、近年は入院が短期化していること、退院しても引き続き通院や経過観察等が必要なため、すぐに以

前在籍していた学校に通学することができない子供が増えていること等を踏まえ、特別支援学校、病院内

に設置された学級と在籍していた学校における転学手続の運用等を一層柔軟にしていくことを検討するべ

きである。」との指摘がなされており、長期にわたり又は継続的に入院する児童生徒等（以下「入院児童生

徒等」という。）への教育的ニーズの把握及び支援を行う体制を構築することは喫緊の課題となっている。 

また、平成 26 年 5 月の児童福祉法の一部改正に伴う参議院附帯決議では「児童福祉法の基本理念であ

る児童の健全育成を着実に実施するため、長期入院児童等に対する学習支援を含めた小児慢性特定疾病児

童等の平等な教育機会の確保等に係る措置を早急かつ確実に講じること。」と規定された。 

 附帯決議を受けて実施した「長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査」の結果、長期にわた

り入院した児童生徒の約 4 割には、様々な理由により在籍校による学習指導が行われていないことが明ら

かになった。 

これらの状況を踏まえ、入院児童生徒等に対する、在籍校、病院、特別支援学校、教育委員会等の関係機

関が連携して切れ目のない教育を行う体制の構築方法についての研究を実施する。 

（ア）在籍校から病院に入院した児童生徒に対して、当該病院の所在する教育委員会等と在籍校を所管する教育

委員会等の継続した連携方法の構築に関する研究、（イ）後期中等教育を受ける入院生徒が、退院後に復学又は転

学を円滑に行えるよう、関係機関の連携方法構築に関する研究、（ウ）入院児童生徒等への復学又は転学を見据え

た指導内容・評価等に関する研究、（エ）入院児童生徒等に対するタブレット端末等 ICT 機器及び通信機器等の

有効な活用方法の研究、（オ）入院児童生徒等への復学又は転学を見据えた交流及び共同学習に関する研究 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h28/1398201.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h29/1409793.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h29/1409793_00001.htm
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病院等において疾病により療養を継続している児童生徒の学習を保障するために、

インターネットを介した同時双方向通信による学習活動の有効性が、文部科学省「入

院児童生徒等への教育保障体制整備事業」によって示されました。また、平成 30年 9

月 20日付けで、文部科学省初等中等教育局長から、「小・中学校等における病気療養

児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等につ

いて（通知）」が示されました。これにより、小・中学校（小・中学部含む）の病気療

養児に対し、インターネット等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し、

同時かつ双方向的にやりとりを行った場合においても出席扱いとすることができる

ほか、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し、受信側に教科等に応じた相当の免

許状を有する教師以外の看護者（保護者自身、保護者や教育委員会等が契約する医療・

福祉関係者等）を配置することによって当該教科等の評価に反映することができるよ

うになりました。このことから、病気療養児童生徒に対するインターネットを介した

同時双方向通信による学習活動が積極的に推進されるものと考えられます。 

しかし、各自治体や学校においては、インターネットの回線の整備や必要な機器の

準備・設定に課題があったり、実際に遠隔による授業を行うための知識を有する教員

が未だ少なかったりする現状が見受けられます。 

これらの課題を踏まえ、本研究所の教材・教具班と病弱班が協働し、文部科学省初

等中等教育局特別支援教育課の特別支援教育調査官の協力を得ながら、この度「病気

療養等特別な支援を要する児童生徒のための遠隔教育 Q&A」（以下、遠隔教育 Q&A）を

作成しました。 

本遠隔教育 Q&A は、初めて遠隔教育を実施しようとする学校の校長等管理職、特別

支援教育コーディネーター、校内の情報教育担当教員、病弱・身体虚弱特別支援学級

（院内学級含）担任が、遠隔教育を進める上で直面する、制度や機器設定に関する疑

問や質問を想定し、それに答える形で作成しました。 

本遠隔教育 Q&A によって、一人でも多くの病気療養児病気療養児の学びが保障され

ることを心から願っています。 

 

 

 

 

 

はじめに 



4 

 

 

【基礎編】 

Q1 遠隔教育の意義は何ですか。 ･･･１ 

Q２ これまでに出されている病気療養児に対する遠隔教育に関す

る通知を教えてください。 

･･･２ 

Q３ 病気療養児に対して、受信側に教員を配置せずに遠隔教育を

実施しても、授業に出席したことになりますか。 

･･･３ 

Q４ 平成３０年９月通知等を踏まえて遠隔教育を始めたいのです

が、「病気療養児」とはどのような状態の児童生徒のことです

か。 

･･･４ 

Q５ 高等学校の病気療養児に対して遠隔教育を行いたいのです

が、令和元年１１月の通知に示されている「病室等において、

疾病による療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席

すると認められる生徒」とは、どのような状態の生徒のこと

ですか。 

･･･５ 

Q６ 高等学校の病気療養児に対して、オンデマンド配信での教育

を考えているのですが、必要な手続きはありますか。 

･･･６ 

Q７ 特別支援学校高等部の訪問教育の中で、同時双方向型とオン

デマンド型の遠隔教育を行う予定ですが、オンデマンド型の

遠隔教育についても、修得単位数等の上限が撤廃になったの

ですか。 

･･･７ 

 

【入院前‐準備編‐】 

Q８ 遠隔教育を始めたいのですがどのようにすればよいですか。 ･･･８ 

Q９ 病院との間で、誰と何をどのように話し合えばよいですか。 ･･･９ 

Q10 病院側から実施が困難であるとの回答があった場合どのよう

に対応したらよいですか。 

･･･９ 

Q11 遠隔教育の実施について、保護者に何をどのように説明すれ

ばよいですか。 

･･･10 

もくじ 
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Q12 遠隔教育実施について本人には、何をどのように説明すれば

よいですか。 

･･･10 

Q13 在籍している学級の児童生徒には、どのように伝えればよい

ですか。 
 

･･･11 

Q14 学校内の教職員には、どのようにコンセンサスを図ればよい

ですか。 
 

･･･11 

Q15 設備・機器は何を準備すればよいですか。 ･･･12 

Q16 どのようなアプリを使用するとよいですか。また、コストは

どのくらい掛かりますか。 

･･･12 

Q17 設備の整備に係る費用は誰が負担しますか。 ･･･13 

Q18 病院内の Wi-Fi を使用させていただける場合、注意すること

は何ですか。 

･･･13 

Q19 対象児童生徒本人が遠隔教育をやめたい、もしくは映像を見

られたくないといった場合、どのように対応すればよいです

か。 

･･･14 

Q20 学校の準備として必要なことは何ですか。 ･･･15 

Q21 学級担任として、準備することはありますか。 ･･･15 

Q22 特別支援教育コーディネーターとして、準備することはあり

ますか。 

･･･16 

Q23 養護教諭として、準備することはありますか。 ･･･17 

Q24 遠隔教育に関する指導のアドバイスなどは誰に依頼するとよ

いですか。 

･･･17 

 

【入院中‐実践編‐】 

Q25 入院中の遠隔教育実施について、病院内で教員がずっとつい

ていないといけませんか。 

･･･18 

Q26 遠隔教育に係る学習の評価はどのように行いますか。 ･･･18 



6 

Q27 異なる学校の同学年児童生徒が入院している場合、各学校の

学習進度が同じなら一緒に遠隔教育を行ってもよいですか。 

･･･19 

Q28 そばについている対応者は対象児童生徒の質問等に答えた

り、指導を行ったりしてもよいですか。 

･･･20 

Q29 テストを行うときにはどのように実施したらよいですか。 ･･･20 

 

【退院後‐フォロー編‐】 

Q30 退院後も自宅療養になった場合、遠隔教育を実施することは

可能ですか。 

･･･21 

Q31 自宅等で遠隔教育を行う際に準備する機器・設備はどのよう

なものがありますか。 

･･･21 

Q32 自宅等で遠隔教育を行う場合、誰かが必ず付き添う必要があ

りますか。 

･･･22 

Q33 自宅で通信等の機器トラブルが起こった場合、どのように対

処すればよいですか。 

･･･22 

Q34 登校して教室で授業を受けられるようになった際に気を付け

ることは何ですか。 

･･･23 

Q35 自宅療養時における遠隔教育の場合、授業の実施の可否はど

のように判断したらよいですか。 

･･･23 

 

 

巻末資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   24 
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 遠隔教育では、距離にかかわりなく相互に情報の発信・受信のやりと

りができる双方向性を生かして、在籍校からの授業配信や前籍校との合

同授業の実施など、教員の指導や児童生徒の学習の充実に繋げることが

できます。本遠隔教育 Q&A は病気療養が必要な児

童生徒に対する遠隔教育に関して説明しています。

なお、文部科学省が示している遠隔教育の類型は図

１のとおりです。 

図１ 遠隔教育の類型 

 

 

中央教育審議会初等中等教育分科会資料４（2018）「遠隔教育の推進について」より引用 

基礎編 

Q1 遠隔教育の意義は何ですか。 
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代表的な通知は以下のとおりです。 

 

【小・中学校段階】 

◆30文科初第 837号「小・中学校等における病気療養児に対する同

時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等につい

て（通知）」（平成 30年 9月 20 日） 

 

【高等学校段階】 

◆27文科初第 195号「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部

改訂について（通知）」（平成 27 年４月 24日） 

◆27文科初第 289号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の

施行等について（通知）」（平成 27年４月 24日） 

◆元文科初第 1114号「高等学校等におけるメディアを利用して行う

授業に係る留意事項について（通知）」（令和元年 11月 26日） 

◆2文科初第 259号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施

行について（通知）」（令和 2年 5月 15日） 

◆２文科初第 1818号「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留

意事項について（通知）」（令和３年２月 26日） 

 

これらの通知において、病気療養児についても示しています。 

その他、関連する資料等については、巻末に示していますので参照して

ください。 

Q２ これまでに出されている病気療養児に対する遠隔教育に関す

る通知を教えてください。 
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小・中学校段階の場合は、病気療養児に対して同時双方向型授業配信を

行った場合は、受信側に教員が配置されていなくても指導要録上は出席

扱いとすることができます。ただし、体調の管理や緊急時に適切な対応を

行うことができる者（以下、対応者）がそばにいる体制を整えることが必

要です。 

【参考通知】 

◆30文科初第 837号「小・中学校等における病気療養児に対する同

時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等につい

て（通知）」（平成 30年 9月 20 日） 

 

高等学校段階の場合は、平成 27 年度に遠隔教育について制度化され

ており、令和元年 11月の通知により、病気療養中等の生徒については、

受信側の教員の配置は必ずしも要しないこと、となりました。 

【参考通知】 

◆元文科初第 1114号「高等学校等におけるメディアを利用して行う

授業に係る留意事項について（通知）」（令和元年 11月 26日） 

◆２文科初第 1818号「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留

意事項について（通知）」（令和３年２月 26日） 

Q３ 病気療養児に対して、受信側に教員を配置せずに遠隔教育を実施

しても、授業に出席したことになりますか。 
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 この通知の留意事項では、「本取扱いにおける病気療養児に該当するか

否かの判断は、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等や、文

部科学省が就学事務の参考資料として作成し配布している「教育支援資

料」に示された障害種ごとの障害の状態等を基に、文部科学省が平成 26

年度に実施した長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査で

示された年間延べ 30日以上の欠席という定義を一つの参考 、小・中学校

等又はその管理機関が行うこと。」としています。 

 「年間延べ 30 日以上の欠席という定義を一つの参考としつつ」とあ

りますが、30 日以上の欠席がなければ該当しないということではありま

せん。30日以下の欠席であっても、遠隔教育が必要であると小・中学校

や教育委員会が判断すれば、対象となります。 

 

※令和３年６月に「教育支援資料」の内容について改訂され、「障害のある子供の教育

支援の手引き～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～」

と名称が改定されましたが、病気療養児の扱いについては、変更されていません。 

 

 

 

Q４ 平成３０年９月通知等を踏まえて遠隔教育を始めたいのです

が、「病気療養児」とはどのような状態の児童生徒のことでしょ

うか。 
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 2文科初第 259号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行

について（通知）」（令和２年５月 15日）では、以下の様に示されていま

す。 

 

 第 3 留意事項 

１．施行規則第 96 条第 2 項及び第 133 条第 2 項の規定の、生徒が

疾病による療養のため又は障害のため長期欠席状態にあるか否かの

判断は、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等や、文部

科学省が義務教育段階における就学事務の参考資料として作成し配

布している「教育支援資料」に示された障害種ごとの障害の状態等を

基に、文部科学省が平成 26 年度に実施した長期入院児童生徒に対す

る教育支援に関する実態調査で示された年間延べ 30 日以上の欠席

という定義を一つの参考としつつ、学校又はその管理機関が行うこと

とすること。 

２．施行規則第 96 条第 2 項及び第 133 条第 2 項の規定の、病院そ

の他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生

Q５ 高等学校の病気療養児に対して遠隔教育を行いたいのですが、

令和元年１１月の通知に示されている「病室等において、疾病に

よる療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると認

められる生徒」とは、どのような状態の生徒のことでしょうか。 
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徒としては、例えば病院で治療を受ける生徒や、障害児入所施設でリ

ハビリテーションを受ける生徒等が考えられるが、自宅で療養をする

生徒であって、風邪等の一時的な疾病により療養する生徒等は原則と

して認められないこと。 

 

 

 

 「年間延べ 30 日以上の欠席という定義を一つの参考としつつ」とあ

りますが、30 日以上の欠席がなければ該当しないということではありま

せん。30日以下の欠席であっても、遠隔教育が必要であると高等学校や

教育委員会が判断すれば、対象となります。 

 

 

 

 ２７文科初第２８９号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施

行等について（通知）」（平成２７年４月２４日）では、高等学校において、

病気療養児を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成し

て教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合、特別の教育

課程を編成して教育を実施することができることとされています。 

また、「この特別の教育課程において、通信の方法を用いた教育を行う

Q６ 高等学校の病気療養児に対して、オンデマンド配信での教育を

考えているのですが、必要な手続きはありますか。 
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必要があると文部科学大臣が認める場合には、高等学校学習指導要領（平

成２１年文部科学省告示）第１章第７款に定める各教科・科目の添削指導

の回数及び面接指導の単位時間数の取扱い等に準じ特別の教育課程を編

成すること。」と示されています。 

高等学校において特別の教育課程を編成する場合、文部科学大臣の指

定が必要となります。オンデマンド配信での教育においても、その手続き

が必要となります。  

 必要な手続きについては、以下の Web ページを参考にしてください。 

 不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別

の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項等 

＜平成 27年 4月 24日付け 文部科学省初等中等教育局長通知＞ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1359821.htm 

 

 

  

令和２年４月１日付学校教育法施行規則の改正は、同時双方向型の遠

隔教育に対する要件の緩和となりますので、オンデマンド型の授業によ

るものは、全課程の修了要件として定められた単位数又は授業時数の２

分の１未満であるという考え方は、変わっていません。 

 

 

Q７ 特別支援学校高等部の訪問教育の中で、同時双方向型とオンデ

マンド型の遠隔教育を行う予定ですが、オンデマンド型の遠隔

教育についても、修得単位数等の上限が撤廃になったのですか。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1359821.htm
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遠隔教育を始める場合、学校と児童生徒本人、保護者、医療機関等が連

携しながら進める必要があります。 

学校においては、対象となる児童生徒や保護者の意向を踏まえた上で、

学級担任が特別支援教育コーディネーター等と連携して、管理職を交え

て検討します。必要があれば、地域の病弱教育を担う特別支援学校や地域

の教育センター等へ相談しましょう。 

特別支援教育の推進には校長のリーダーシップが欠かせないことから、

校長が特別支援教育コーディネーター等に対して本件の対応に当たるよ

う指示することにより、関係者との円滑な連

携につながることにもなります。 

学校の通信状況等に課題がある場合は、情

報教育担当の教育委員会担当課に相談する

必要もあります。 

 

 

 

入院前‐準備編‐ 

Q８ 遠隔教育を始めたいのですがどのようにすればよいですか。 
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まず保護者の了解を得て、医療機関と連絡を取りましょう。特に主治医、

当該病院の医療コーディネーター等の相談担当者と相談し、遠隔教育が

児童生徒の健康上問題がないか等をよく相談する必要があります。情報

共有を進めながら、可能であるならば、病院のカンファレンスに参加する

などし、遠隔教育を開始する状況を整えましょう。 

 

個人情報に関係することや、通信ネットワークの設備などの状況に関

すること等により、当該病院での実施が困難である場合は、教育委員会に

相談してみましょう。必要に応じて病院側への説明や具体的な改善策な

どについて相談をしてもらうとよいでしょう。 

児童生徒の病状等によっては遠隔教育に適し

ていないこともあります。その場合は、適宜病院

側と相談し、病状等に応じた適切な教育方法につ

いて検討し、計画を立てるようにしましょう。 

 

 

Q９ 病院との間で、誰と何をどのように話し合えばよいですか。 

Q10 病院側から実施が困難であるとの回答があった場合どのよう

に対応したらよいですか。 
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学校として実施可能な支援について、児童生徒

本人や保護者に情報提供しましょう。また、当該病

院や通学している学校での遠隔教育の適用例につ

いても適切に伝える必要があります。同時に、病気

療養中であり、児童生徒の病状や治療の状況を踏まえ、授業の計画等を変

更することが有りうること、授業を受けるためには、体調管理が必要であ

ることを伝えることが大事です。その上で、児童生徒の心身の状況に応じ

て、できることを検討することが大切であることも確認しましょう。  

 

最初に、児童生徒自身の希望、病状等を確認し、保護者への説明と同様

に、まず現在実施可能な体制や病院ができる支援について情報提供しま

しょう。また、遠隔教育を受けた場合や受けなかった場合の学習支援につ

いても、児童生徒の病気や発達段階等の状況に応じて伝える必要があり

ます。何より最優先するべきは、児童生徒本人の希望や気持ちに耳を傾け

ることです。 

 

 

Q11 遠隔教育の実施について、保護者に何をどのように説明すれ

ばよいですか。 

Q12 遠隔教育実施について本人には、何をどのように説明すれば

よいですか。 
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本人や保護者以外が説明する場合は、話す時期や話す内容については

本人や保護者の許諾を得ることが必要です。その上で、プライバシーに留

意しながら、当該児童生徒の状況や遠隔教育の具体について説明しまし

ょう。説明する際に、児童生徒が理解しやすいように、発達段階に応じた

配慮も必要です。 

本人、保護者の希望により、入院時に支援を行っていた特別支援学校

（病弱）のセンター的機能を活用し、特別支援学校（病弱）の教員が説明

したり、病院関係者が病状の説明をしたりする場合もあります。 

通信技術の進歩によって教室が病院にも広がり、当該児童生徒と一緒

に勉強できるようになったと伝えることが基本的な姿勢だと思われます。

（当該児童生徒が学級のみんなに顔を見せることを拒否している場合は

Q20を参照のこと） 

 

校長の指導の下、取組についての基本的な情報について共有しておく

必要があります。他の学級の教員や担任している児童生徒からも様々な

質問が出る可能性があります。その際、全学校職員が答えられるようにし

ておくことが大事です（校内の体制についてはQ21参照）。 

Q14 学校内の教職員には、どのようにコンセンサスを図ればよい

ですか。 

Q13 在籍している学級の児童生徒には、どのように伝えればよい

ですか。 



- 12 - 

 

基本的な仕組みとして、カメラとマイク機能が搭載されたパソコン又は

タブレット型端末と、送信側、発信側それぞれに通信環境（校内ＬＡＮや

Wi-Fiルーター等）が整っていれば可能です（図２参照）。 

準備を行う際に、まずは発信側の活動の様子や板書が受信側に明確に見

えること、授業を行う教員の声がはっきりと聞こえ、受信側からの発言等

も発信側に聞こえているかを確認することも大事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 遠隔教育のイメージ（例） 

 

 

タブレット型端末の機種によっては、初期設定でビデオ通話アプリが

インストールされている物もあります。インターネットに接続できる環

境があれば無料で使用できる場合もあります。最近では様々なビデオ通

Q16 どのようなアプリを使用するとよいですか。また、コストは

どのくらい掛かりますか。 

Q15 設備・機器は何を準備すればよいですか。 

インターネット 
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話アプリがあり、有料または無料、その他の機能についても異なります。

まずは使用する環境等を考慮して、その中でもっとも使いやすい物から

使いましょう。 

教育委員会、病院、学校等ですでに決められたアプリがある場合もある

ので相談してみましょう。 

 
 

 

 

基本的には設置者である教育委員会が負担します。しかし、それぞれの

自治体の状況によっては条件整備、予算等に違いがあります。まずは教育

委員会に問い合わせましょう。 

 

 

 

病院の持つ通信環境にマイナスの影響（※セキュリ

ティの問題や通信速度の低下等）を与えないように

する必要があります。病院側の担当者と情報共有を

してください。 

Q17 設備の整備に係る費用は誰が負担しますか。 

Q18 病院内の Wi-Fi を使用させていただける場合、注意すること

は何ですか。 
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まずは、当該児童生徒の意思を尊重することが大切です。 

児童生徒が何に問題を感じて、遠隔教育を望まないのかについて丁寧

な聞き取りを行い、改善していくことが必要です。治療

によって生じた身体的な変化について、教室にいる友達

等に知られたくない場合は、教室側の映像と音声を受信

できるようにだけにして、病院側の情報は音声だけを送

信できるようにする等の工夫が可能です。 

本人の心身の状況や意思等により、遠隔教育を続けることが望ましく

なく、一時中断や中止した場合も、学習機会が保障される

ように、他の学習支援を講じるようにしてください。 

 

 

Q19 対象児童生徒本人が遠隔教育をやめたい、もしくは映像を見

られたくないといった場合、どのように対応すればよいです

か。 
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当該児童生徒の健康状態を考慮し、本人の希望を丁寧に聞き取った上で、

遠隔教育の開始を検討しましょう。設備等については、教育委員会と相談

し、整備を進める必要があります。 

遠隔教育による学習の開始後、校長は担任から

定期的な報告を受け、当該児童生徒の状況を把握

することに努めましょう。特別支援教育について

の校内委員会の場などで、必要に応じて学校全体

で情報共有することが大切です。 

 

 

校長や特別支援教育コーディネーター等によって構成された特別支援

教育についての校内委員会の中で、当該児童生徒に関する情報共有を行

いましょう。 

その上で、実際の授業において板書や発問等、

遠隔教育に対応した工夫をすることが大切で

す。教室にいる児童生徒と同様に、当該児童生徒

とのコミュニケーションを大切にし、学習を進

めることが必要です。また、当該児童生徒の支援

Q20 学校の準備として、必要なことは何ですか。 

Q21 学級担任として、準備することはありますか。 
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について校内、保護者、関係機関等で情報を共有するツールの一つとして、

個別の教育支援計画を作成しましょう。作成の際には校内の特別支援教

育コーディネーターと相談しながら作成を進めましょう。 

 

 

当該児童生徒と保護者から遠隔教育実施の希望が担任に示されたとこ

ろで、特別支援教育コーディネーターは校内

に検討チームを設置しましょう。そして場合

によっては、本人、保護者、担任や教育委員会、

病院等との調整を担当します。活用できる校

内資源や地域資源を調べ、必要に応じて相談

できるよう準備することも大切です。遠隔教

育が開始されたら、具体的な課題等について、児童生徒と担任等の間を調

整します。また、当該児童生徒の個別の教育支援計画の作成について学級

担任から相談があった場合には、協力して作成しましょう。 

 

 

 

 

 

 

Q22 特別支援教育コーディネーターとして、準備することは 

ありますか。 
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当該児童生徒の健康状態、特に入院に至った疾患について病名などの

個人情報の取扱いに注意しながら校内委員会等へ情報提供することが大

事です。また、定期的に担任や児童生徒、保護者

とコミュニケーションを図ることで健康面と併せ

て気持ちの面でサポートすることも必要です。 

 登校できるようになった際の、健康管理や教室

環境等についても、主治医や学校医からの助言等を得ながら、学校として

できることを検討するように準備することも大切です。 

 

 

 

遠隔教育を行うための基本的な校内体制作りや、実際の運用の手順に

ついては、地域の病弱教育を担う特別支援学校の地域支援を担当する窓

口（特別支援教育コーディネーター等）に相談をしてみてください。（セ

ンター的機能の活用）人的配置や機器の配備に関する制度的な相談につ

いては、まずは教育委員会に問い合わせましょう。 

 

Q23 養護教諭として、準備することはありますか。 

Q24 遠隔教育に関する指導のアドバイスなどは誰に依頼するとよ

いですか。 
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小・中学校段階の場合は、受信側には必ずしも教員がついていなくても

出席扱いとすることができます（Q４若しくは巻末資料の関連法令「30

文科初等 837 号『小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向

型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通

知）』」参照）。また、高等学校段階における遠隔教育においても、受信側

に必ずしも教員を配置することは要しないこととされています。 

ただし、「遠隔教育の推進に向けた施策方針」 （巻末資料の参考資料参

照）に「学校と保護者が連携・協力し、児童生徒の体調の管理や緊急時に

適切な対応を行うことができる体制を整える」と示されているように、児

童生徒の健康状態を把握し、緊急時には医師や医療のスタッフと連携す

るといった対応ができる対応者がつく必要があります。 

 

「同時双方向型授業配信においては、教師と病気療養児が互いにやり

とりを行うこと。なお、病気療養児の状態によっては音声や文字のみによ

るやりとりも可能であること」（巻末資料「小・中学校等における病気療

Q25 入院中の遠隔教育実施について、病院内で教員がずっとつい

ていないといけませんか。 

Q26 遠隔教育に係る学習の評価はどのように行いますか。 

入院中‐実践編‐ 
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養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の

取扱い等について（通知）」参照）とされています。また、「同時双方向型

授業配信と併せて、教師が定期的に病気療養児を訪問することにより、学

習や生活の状況を把握し、適切な指導や必要な支援を行うことが望まし

い」（同上記資料）とされています。このような、日頃の授業や訪問によ

って把握した学習状況について、評価を行うことが基本となります。 

学習の理解度を確認するために授業中にテストを行い、回答を書き込

んでもらうなどの場合には、受信側にプリンターを設置したり、タブレッ

ト型端末で回答を書き込んでもらったりといった機器の活用も工夫とし

て考えられます。 

 

 

配信側の教員は、当該児童生徒の籍のある学校の教員となります。受信

側にも当該児童生徒の籍のある学校の教員が配置されていれば、遠隔合

同授業を実施することは可能です。 

一方、受信側に当該児童生徒の在籍する学校の教員が配置されず、異な

る学校の教員から授業を配信されても、その場合は出席扱い等とはなり

ません。 

遠隔合同授業を行う際も、送信側は一方的に授業を配信するのではな

く、受信側の教員と事前に打ち合わせを行い、授業中においても教員と病

Q27 異なる学校の同学年児童生徒が入院している場合、各学校の

学習進度が同じなら一緒に遠隔教育を行ってもよいですか。 
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気療養児が互いにやりとりを行うことが必要です。 

 

 

遠隔教育の受信側に、教員ではなく、保護者や看護師等が対応する場合、

基本的に健康管理と緊急時対応が中心となります。教育委員会や学校か

ら派遣された学習支援員は自治体によりガイドラインで示されている職

務が異なりますので、それに準じてください。 

ただし、通信環境や機器の特性に由来する「読みにくさ」「聞き取りに

くさ」など、基本的な学習環境作りへの対応は必要に応じて実施していた

だく場合があります。ガイドラインの内容について送信側の授業者や学

校はよく確認しておき、そばについている対応者と打合せをしておく必

要があります。 

 

 

 

児童生徒の体調や学習の方法（通信以外の機器の使用など）に合わせて、

テストを受けやすい環境作りを行います。その際、問題を読みやすくする、

解答を書きやすくする、障害や疾病の状態に応じた道具を使うなどの個

別の配慮については、合理的配慮の考え方に基づいて、環境作りと対応を

行うことになります。 

Q28 そばについている対応者は対象児童生徒の質問等に答えた

り、指導を行ったりしてもよいですか。 

Q29 テストを行うときにはどのように実施したらよいですか。 
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退院後も自宅で遠隔教育による学習を行うことは可能です。実施するに

は機器等の準備も含め、改めて体制を整備する必要がありますので、保護

者、学級担任、教育委員会の担当者としっかり打合せをしておくことが重

要です。 

 

自宅等で行う場合は、それまで病院の病棟で使用していた施設・設備が

そのまま使用できない場合がほとんどであると考えられます。 

最も簡易に設備等を準備する場合は、授業内容にもよりますが、タブレ

ット型端末とWi-Fiルーターがあれば最低限の遠隔教育は実施可能です。

場合によっては通信に必要なアプリも準備しましょう。通信が途中で途

切れることがないようにするために、タブレッ

ト型端末とルーターの距離を近くしたり、可能

であれば有線 LANを使用したりすることも考

えられます。 

退院後‐フォロー編‐ 

Q30 退院後も自宅療養になった場合、遠隔教育を実施することは

可能ですか。 

Q31 自宅等で遠隔教育を行う際に準備する機器・設備はどのよう

な物がありますか。 
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自宅等で遠隔教育による学習を行う際にも、健康管理や緊急時に対応

できるように体制を整えてください（巻末資料「小・中学校等における病

気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出

欠の取扱い等について（通知）」参照）。 

付き添う対応者は、教員でなくても、保護者、特別支援教育支援員など

が考えられます。対応者は、児童生徒の体調をしっかりと把握することが

重要です。 

 

ICT機器にはトラブルはつきものであると考えましょう。「タブレット

が壊れた」「通信が途絶えた」など、想定できるトラブルに備え、対応マ

ニュアル等の作成や、二次的な対応策を検討し準備しておく必要があり

ます。児童生徒の学習が実施困難に

なることを避けるためにも、トラブ

ルがあっても慌てずに対応し、計画

の変更をしながら一定の学習が確

保できるようにしていきましょう。 

Q32 自宅等で遠隔教育を行う場合、誰かが必ず付き添う必要があ

りますか。 

Q33 自宅で通信等の機器トラブルが起こった場合、どのように対

処すればよいですか。 
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入院中や自宅で遠隔教育を実施していたことにより、当該児童生徒の

心理的ハードルが低いと考えられるとはいえ、長期間病院や自宅等で療

養をしているため、療養中の児童生徒は在籍学級に戻ることに不安を持

つことが考えられます。 

この場合、教室で授業を受ける前に本人と教育相談等を通してどのよ

うなことに不安を抱いているかなどしっかりと話を聞くことが大事です。 

 

自宅等で遠隔教育による学習を行う際には、児童生徒の身体の状況を 

しっかり把握した上で実施することが必要です。 

自宅等で遠隔教育を行う際には、付き添いをする対応者と授業者が事

前に連絡を取り合い、可否を判断します。事前に担当医と「このような状

態であれば実施しないほうが良い」という情報を共有しておき、判断が難

しい場合は、病院の担当医と相談することも考えられます。 

 

 

 

Q35 自宅療養時における遠隔教育の場合、授業の実施の可否はど

のように判断したらよいですか。 

Q34 登校して教室で授業を受けられるようになった際に 

気を付けることは何ですか。 
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【巻末資料一覧】 
〈関連通知等〉 
◆文初特 294号「病気療養児の教育について（通知）」（平成６年 12月 21日） 

 

◆25 文科初第 756 号「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通

知）」（平成 25年 10月 4日） 

 

◆文部科学大臣決定「不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教

育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」（平成 17年７月６日, 平成 28年５

月 25日改正）〈一部抜粋〉 

 

◆文部科学省令第十九号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（平成 27年４月１日） 

 

◆27文科初第 195号「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について（通知）」（平

成 27年４月 24日）〈一部抜粋〉 

 

◆27 文科初第 289 号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（通知）」

平成 27年４月 24日〈一部抜粋〉  

 

◆30文科初第 837号「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行っ

た場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（平成 30年 9月 20日）〈一部抜粋〉 

 

◆特別支援学校高等部学習指導要領（平成３１年２月告示）（第１章第２節第８款の６） 

 

◆元文科初第 1114号「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項につい

て（通知）」（令和元年 11月 26日）〈一部抜粋〉 

 

◆2文科初第 259号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（令和

2年 5月 15日） 

 

◆２文科初第 1818 号「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について（通知）」

（令和３年２月 26日） 

 

〈参考資料・文献〉 
◆文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（2013）「教育支援資料～障害のある子供の就学手

続と早期からの一貫した支援の充実～」 
 
◆文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（2021）「障害のある子供の教育支援の手引～子供

たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～」 
 
◆遠隔教育の推進に向けたタスクフォース （2018）「遠隔教育の推進に向けた施策方針」 
 
◆中央教育審議会初等中等教育分科会資料（2018）「遠隔教育の推進について」 
 
◆文部科学省（2019）新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ） 
 
◆文部科学省（2020）教育の情報化に関する手引-追補版- 
 
◆文部科学省（2021）遠隔教育システム活用ガイドブック 第３版 
 
◆文部科学省（2018）遠隔学習導入ガイドブック 第 3版 
 
◆国立特別支援教育総合研究所（2017）病気の子どもの教育支援ガイド,ジアース教育新社 
 
◆国立特別支援教育総合研究所（2020）特別支援教育の基礎・基本 2020,ジアース教育新社 
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関連通知等 

文初特 294号「病気療養児の教育について（通知）」（平成６年 12月 21日） 

入院中の病気療養児の中には，病弱養護学校の教育を受けることが本来

適当であるにもかかわらず，入院前の小・中学校に在籍したまま長期にわ

たり欠席している場合があることから，各小・中学校においては，在籍す

る児童生徒のうち病院への入院等により欠席する者について保護者の協

力を得ながら，入院先や医療・生活規制を必要とする期間，欠席日数，病

状などを的確に把握し，市町村教育委員会と協議しつつ，病弱養護学校等

への転学の必要性について適切に判断すること。（以下略） 

（通知 記１入院中の病気療養児の実態の把握 の（１）より） 

URL： https://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b2_h061221_01.html 

 

25 文科初第 756 号「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援につい

て（通知）」（平成 25年 10月 4日） 

第 1 障害のある児童生徒等の就学先の決定 

（略） 

2 特別支援学校への就学 

（1）就学先の決定 

（略）病弱者（身体虚弱者を含む。）で，その障害が，学校教育法施行令

第 22 条の 3 に規定する程度のもののうち，市町村の教育委員会が，その

者の障害の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の

体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学校に就学させるこ

とが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこと。 

 

（2）障害の判断に当たっての留意事項 

（略） 

オ 病弱者（身体虚弱者を含む。） 

医師の精密な診断結果に基づき，疾患の種類，程度及び医療又は生活規

制に要する期間等を考慮して判断を行うこと。 

 

3 小学校，中学校又は中等教育学校の前期課程への就学 

（1）特別支援学級 

学校教育法第 81条第 2項の規定に基づき特別支援学級を置く場合には，

以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害

の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の体制の整

備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学級において教育を受けるこ

とが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこと。（略） 

 

https://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b2_h061221_01.html
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1 障害の種類及び程度 

（略） 

 ウ 病弱者及び身体虚弱者 

 一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療

又は生活の管理を必要とする程度のもの 

 二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

  

（2）通級による指導 

学校教育法施行規則第 140条及び第 141条の規定に基づき通級による指

導を行う場合には，以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒の

うち，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域にお

ける教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，通級による指導を

受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこ

と。（略） 

 1 障害の種類及び程度 

（略）       

 ク 肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者 

 肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級での学習におおむ

ね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

（通知 記１入院中の病気療養児の実態の把握 の（１）より） 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340331.htm 

 

文部科学大臣決定「不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする

特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」（平成 17年７月６

日, 令和元年７月 17日改正） 

（略）疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を

欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学し

ていないと認められる者若しくは同条に規定する高等学校の入学資格を

有するが、高等学校に入学していないと認められる者（以下「療養等によ

る長期欠席生徒等」という。）を対象として、その実態に配慮した特別の教

育課程を編成して教育を実施する必要があると認める場合、当該小学校等

を、この指定要項に定めるところにより、学校教育法施行規則（昭和 22年

文部省令第 11 号）第 56 条（同令第 79 条及び第 108 条第 1 項において読

み替えて準用する場合を含む。）及び第 86条（同令第 108条第 2項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定により特別の教育課程を編成

して教育を実施する小学校等として指定する。（１ 趣旨 より） 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387176.htm 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340331.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387176.htm
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文部科学省令第 19号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（平成 27年４月１日） 

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十二条、第五十九条（第

七十条及び第八十二条において準用する場合を含む。）、第六十八条、第七

十七条及び第百四十二条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改

正する省令を次のように定める。 

 

27 文科初第 195 号「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について（通

知）」（平成 27年４月 24日） 

療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に

対して通信により 行う教育には，添削指導及び面接指導によるもののほ

か，通信衛星，光ファイバ等を用いる ことにより，多様なメディアを高度

に利用して，文字，音声，静止画，動画等の多様な情報 を一体的に扱うも

ので同時かつ双方向的に行われるもの（以下「メディアを利用して行う授 

業」という。）及び事前に収録された授業を，学校から離れた空間で，イン

ターネット等の メディアを利用して配信を行うことにより，生徒が視聴

したい時間に受講することが可能なもの（以下「オンデマンド型の授業」

という。）を含むこととしたこと。 また，メディアを利用して行う授業及

びオンデマンド型の授業が行われる各教科・科目又 は各教科の特質に応

じ，対面により行う授業を相当の時間数行うものとしたこと。（第２ 改

訂の内容 より） 

URL：

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile

/2015/10/16/1362954_01.pdf 

 

27文科初第 289号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（通

知）」平成 27年４月 24日 

 全日制・定時制課程の高等学校及び中等教育学校の後期課程において、 

疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校又は中等教育

学校の後期課程を欠席すると認められる生徒等を対象として、その実態に

配慮した特別な教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学

大臣が認める場合に、不登校生徒を対象とした現行の特例制度と同様に、

特別な教育課程を編成することを可能とする。 

 この場合、高等学校及び中等教育学校の後期課程で、通信の方法を用い

た教育と して、事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インタ

ーネット等のメデ ィアを利用して配信を行うことにより、生徒が視聴した

い時間に受講することが可能な授業の方式（以下「Ⅲ 留意事項 第２」にお

いて「オンデマンド型の授業」 という。）が認められることとなる。 

（Ⅰ 制度改正の趣旨 より） 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1360985.htm 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/10/16/1362954_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/10/16/1362954_01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1360985.htm
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30文科初第 837号「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信

を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（平成 30年 9月 20日） 

小・中学校等では、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対する学習支援

として同時双方向型授業配信やそれを通じた他の児童生徒との交流を行

っている場合があり、それにより病気療養児の教育機会の確保や学習意欲

の維持・向上、学習や学校生活に関する不安感が解消されることによる円

滑な復学につながるなどの効果が見られている。このような状況を踏ま

え、病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため、小・中学校等にお

いて同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いと

することができることとするものである。（第１ 趣旨 より） 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1410027.htm 

 

特別支援学校高等部学習指導要領（第１章第２節第８款の６） 

６ 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生

徒について，各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の１単位当

たりの添削指導及び面接指導の回数等（知的障害者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校においては，通信により教育を行うこととなった各

教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等。）につ

いては，実情に応じて適切に定めるものとする。 

URL： https://www.mext.go.jp/content/20200619-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf 

 

元文科初第 1114 号「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事

項について（通知）」（令和元年 11月 26日） 

高等学校等の教育は、心身の発達に応じて行うこと等を目的とするもので

あり、高等学校等の生徒の特性に鑑み、机間巡視や安全管理を行う観点か

ら、原則として、受信側の教室等に当該高等学校等の教員を配置するべき

であること。特に、特別支援学校の高等部にあっては、当該生徒の障害の

状態等に応じた十分な配慮が求められること。なお、受信側の教室等に配

置すべき教員は、当該教科の免許保有者であるか否かは問わないこと。 

 ただし、病室等において、疾病による療養のため又は障害のため相当の

期間学校を欠席すると認められる生徒に対し、施行規則第 88 条の 3 の規

定に基づきメディアを利用して行う授業の配信を行う場合その他の特別

な事情が認められる場合には、受信側の病室等に当該高等学校等の教員を

配置することは必ずしも要しないこと。（記 「第 1 平成 27年 4月 24日

付け 27 文科初第 289 号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施

行等について（通知）」の記Ⅲ留意事項の第 1の 2について」 より） 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1422988.htm 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1410027.htm
https://www.mext.go.jp/content/20200619-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1422988.htm
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２文科初第259号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」

（令和 2年 5月 15日） 

規則第 96 条第 2 項において、メディアを利用して行う授業により修得す

る単位数は、高等学校及び中等教育学校の後期課程の全課程の修了要件で

ある 74単位のうち、36単位を超えないものとされているが、病気療養中

の生徒であって、相当の期間学校を欠席すると認められるものが当該授業

により修得する単位については、この限りでないこととすること。 

また、規則第 133条第 2項において、特別支援学校の高等部の全課程の修

了の要件として定める単位数又は授業時数のうち、メディアを利用して行

う授業によるものは、それぞれ全課程の修了要件として定められた単位数

又は授業時数の 2分の 1に満たないものとされているが、同旨の改正を行

うこととすること。 

URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1422988_00001.htm 

 

２文科初第１８１８号「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について

（通知）」（令和３年２月２６日） 

高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、施行規則第 96 条第２

項の規定により、全課程の修了の要件として修得すべき単位数のうち、メ

ディアを利用して行う授業の方法により修得する単位数は、36 単位を超

えないものとされているところ、授業全体の実施方法として、主として対

面により授業を実施するものであり、対面により行う授業に相当する教育

効果を有すると各高等学校等の判断において認められるものについては、

上記の単位数の算定に含める必要はないこと。 

 特別支援学校の高等部にあっては、施行規則第 133 条第２項の規定によ

り、全課程の修了の要件として定められた単位数又は授業時数のうち、メ

ディアを利用して行う授業の方法によるものは、それぞれ二分の一に満た

ないものとされているところ、その単位数又は授業時数の算定も同旨とす

ること。 

URL： https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00016.html 
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＜表紙の絵＞ 
  このイラストは、平成 30 年度の地域実践研究員（長期派遣型）の６名の先生方が検

討して、インクルーシブ教育システム推進センターのイメージマスコットを作成したも

のです。名前はトゥインクル SUN です。 

 

 



はじめに 

 
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、令和３年度から第五期中期目標期間に入

りました。今期においても、我が国の特別支援教育の課題でもあるインクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、より一層、特別支援教育の充実に努めていくこととしています。 
 その際に、各地域での実践の参考となる資料として、令和２年度における地域実践研究

事業の報告書をまとめました。ここでは、第四期に実施した地域実践研究事業とは何か、

地域実践研究の研究成果の概要などについて記載しています。 
 平成 28 年度から始まった本事業については、インクルーシブ教育システムの構築に向

けて、地域や学校が抱える課題解決のため、本研究所と教育委員会が協働して研究活動を

実施しました。第四期の五年間で、延べ 58 の県や市町の教育委員会から、長期派遣型や短

期派遣型の地域実践研究員として、延べ 63 人の教員や指導主事が、定期的に本研究所に

集うなどして、研究員とともに研究活動に取り組みました。 
 本報告書では、令和２年度に 12 県市の教育委員会から派遣された 13 人の地域実践研究

員の研究成果を取り上げています。大別すると、「インクルーシブ教育システム構築に向け

た体制整備に関する研究」と「インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育に

関する実際的研究」になります。前者においては、「インクルーシブ教育システムの理解啓

発の推進」、後者においては、「交流及び共同学習の充実」が具体的なテーマとして掲げら

れ、地域の実情に応じた取組が、一年間にわたり、行われたところです。 
 地域の実情に応じたインクルーシブ教育システムの構築は、一朝一夕にできあがるもの

ではないと考えます。 
そのため、第五期においても、地域支援事業として、本研究所は、継続して、インクル

ーシブ教育システム推進センターを中心に、事業を展開していくこととしています。 
 共生社会の形成を目指したインクルーシブ教育システムの構築は、それぞれの地域の実

情に即して、教育委員会や学校の関係者、保護者、そして地域の人々などが協力して、創

造的な工夫と地道な実践によって形作られていくものと考えます。 
 そのような営みに、本研究所が適切に関わっていくことが、本研究所の大切な役割でも 
あります。 

本書が、各地域での主体的・協働的な活動に役立つことを期待して挨拶とします。 
 
 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 
                                   宍戸 和成 
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この報告書について 

 

本書は、国立特別支援教育総合研究所が令和２年度に実施した地域実践研究事業について

報告するものです。前半では、地域実践研究事業の全体像について概要を紹介します。後半

では、地域実践研究の研究成果について、全体像と地域から１年間、本研究所に派遣された

地域実践研究員の研究成果を中心に報告します。 

地域や学校においてインクルーシブ教育システム構築に取り組んでいらっしゃる方々に、

本事業を一層ご理解いただき、ご活用いただければ幸いです。 



地域実践研究事業の概要 
●地域実践研究事業とは︖ 

平成28年度よりインクルーシブ教育システムの構築に向けて、地域や学校が抱える課題を本研究所と教育
委員会が協働して⾏う「地域実践研究事業」を実施しました。教育委員会は、地域実践研究のサブテーマか
ら、地域の課題・実情に応じたテーマを選択し、地域の課題解決に取り組んでいただきました。研究所は、サ
ブテーマごとに研究所の研究員、教育委員会から派遣された地域実践研究員による研究グループを組織して研
究活動を推進しました。研究期間中または研究終了後に、研究所と教育委員会の共催により、「地域実践研
究フォーラム」等を実施し、インクルーシブ教育システムの構築に資するための研究成果の普及に努めてい
ます。 

 

 
M1 メインテーマ１︓インクルーシブ教育システムの構築に向けた体制整備に関する研究 
M2 メインテーマ２︓インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別⽀援教育に関する実際的研究 

 

●地域実践研究員の派遣について 
地域実践研究員の派遣形態については下記のように「⻑期派遣型」と「短期派遣型」があります。 

都道府県・指定都市、市区町村から派遣いただいています。 

地域におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する研究
インクルーシブ教育システム構築に向けた研修に関する研究
交流及び共同学習の推進に関する研究
教材教具の活⽤と評価に関する研究
教育相談、就学先決定に関する研究
インクルーシブ教育システムの理解啓発に関する研究
多様な教育的ニーズに対応できる学校づくりに関する研究
学校における合理的配慮及び基礎的環境整備に関する研究

M1 インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究
M2 交流及び共同学習の充実に関する研究

研究テーマ
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●地域実践研究事業への参画地域と地域実践研究員⼀覧 

（平成28・29年度） 
 

メインテーマ１︓インクルーシブ教育システム構築に向けた体制整備に関する研究 

 
地域におけるインクルーシブ教育システム

構築に関する研究 

平成28年度 ⻘森県 佐々⽊ 恵 ⻑期派遣型 

 
平成29年度 

奈良県 井上  和加⼦  

⻑期派遣型 和歌⼭県 太⽥  梨絵 

神奈川県 髙味  翔三 

⾼知県 ⼭中  智⼦ 短期派遣型 

 

 
インクルーシブ教育システム構築に向けた

研修に関する研究 

平成28年度 埼⽟県 ⻄ 聡 ⻑期派遣型 

 

 
平成29年度 

⻘森県 藤川  くみ 
⻑期派遣型 

埼⽟県 坂⼝  勝信 

千葉県 松⾒  和樹  
短期派遣型 

相模原市 福井  智之 

新潟市 ⻄村  圭⼦ 

神⼾市 後藤⽥  和成 

 
 

メインテーマ２︓インクルーシブ教育システム構築に向けた特別⽀援教育に関する実際的研究 

 

交流及び共同学習の推進に関する研究 

平成28年度 静岡県 井上  久美⼦ ⻑期派遣型 

平成29年度 
静岡県 遠藤  ⿇⾐⼦ ⻑期派遣型 

相模原市 ⻄内  ⼀裕 短期派遣型 

教材教具の活⽤と評価に関する研究 
平成28年度 神奈川県 ⼩原  俊祐 ⻑期派遣型 

平成29年度 ⻑野県 ⼆村 俊 ⻑期派遣型 
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（平成30年度・令和元年度） 

メインテーマ１︓インクルーシブ教育システム構築に向けた体制整備に関する研究 

教育相談、就学先決定に関する研究 

平成30年度 ⻑野県 熊⾕ 祥 ⻑期派遣型 

令和元年度 

⻑野県 内⽥ 潤⼀ ⻑期派遣型 

富⼠⾒市 
⿑藤 七実 

短期派遣型 
加藤 篤史 

柏市 ⻘⽊ 孝予 

坂城町 宮坂 正 

インクルーシブ教育システムの理解啓発

に関する研究 

 

 

 
平成30年度 

⻘森県 島津 裕⼦ 

⻑期派遣型 埼⽟県 若⽉ 雅⼦ 

静岡県 古川 和史 

釜⽯市 浅野 純⼀ 

短期派遣型 

宮城県 遠藤 浩⼀ 

⿅沼市 
⻘⽊ ⾼訓 

吉江 紫 

兵庫県 岡野 由美⼦ 

島根県 ⾼梨 俊美 

令和元年度 

⻘森県 髙坂 正⼈ 
⻑期派遣型 

埼⽟県 三好 ⾠昌 

釜⽯市 太⽥ 和成 

短期派遣型 
⿅沼市 

吉江 紫 

雉嶋 邦彦 

藤枝市 古川 和史 

⽥原市 鈴⽊ 美保 

兵庫県 勝⼭ 護 
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（平成30年度・令和元年度） 

メインテーマ２︓インクルーシブ教育システム構築に向けた特別⽀援教育に関する実際的研究 

多様な教育的ニーズに対応できる学校づ

くりに関する研究 

平成30年度 

静岡県 沖出 淳 ⻑期派遣型 

横須賀市 久保⽥ 毅 
短期派遣型 

奈良県 北井 美智代 

令和元年度 
静岡県 ⼤⽯ 恵理 ⻑期派遣型 

横須賀市 ⼩泉 姿⼦ 短期派遣型 

学校における合理的配慮及び基礎的環境

整備に関する研究 

平成30年度 

和歌⼭県 岩橋 是尚 ⻑期派遣型 

富⼠⾒市 
飯村 恵 

短期派遣型 
加藤 篤史 

令和元年度 
静岡県 渡邉 直樹 ⻑期派遣型 

御嵩町 広瀬 浩⼀ 短期派遣型 
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（令和２年度） 

メインテーマ１︓インクルーシブ教育システム構築に向けた体制整備に関する研究 

インクルーシブ教育システムの理解啓発

の推進に関する研究 
令和２年度 

⻘森県 橋本 政孝 

⻑期派遣型 埼⽟県 阿部 央憲 

静岡県 村松 泉 

札幌市 松井 泰⼦ 

短期派遣型 

釜⽯市 和⽥ 智恵 

⿅沼市 
雉嶋 邦彦 

⾼野 久美⼦ 

相模原市 ⻄内 ⼀裕 

⽥原市 鈴⽊ 美保 

神⼾市 遠周 幸代 

⿃取市 ⻄⼩路 真智⼦ 

 

 

メインテーマ２︓インクルーシブ教育システム構築に向けた特別⽀援教育に関する実際的研究 

交流及び共同学習の充実に関する研究 令和２年度 
静岡県 紅林 亜朋 ⻑期派遣型 

横須賀市 三浦 千夏 短期派遣型 
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●地域実践研究員の声 

 
 

「インクルーシブ教育システムの理解啓発の 
推進に関する研究」 

  橋本 政孝 （青森県）（令和２年 10 月号掲載） 
 
 
 久里浜に来て、早半年が過ぎようとしています。新型
コロナウイルス感染症の感染拡大による困難な状況が
続く中、地域実践研究員としての生活も、テレワークと
いうこれまでに経験のない形でスタートすることとな
りました。先生方と直接お会いできないこと、外出自粛
による活動の制限、感染を防ぐための生活、いくつもの
不安を抱えていたのが率直な気持ちです。しかし、この
ような状況においても、リモート会議をはじめとした
様々な環境作りに努めてくださった研究所の先生方の
おかげで、研究生活はとても充実したものとなっていま
す。 
 研究所では、「インクルーシブ教育システムの理解啓
発の推進に関する研究チーム」の一員として、青森県教
育委員会と情報や課題を共有しながら、日々研究に取り
組んでいます。ある日のチーム会議では、「共生社会」
をテーマに、様々な角度や視点から意見交換が行われま
した。特別支援学校の教員を目指そうと決めた中学生の
頃、「障害の有無に関係なく、みんながお互いを認め合
ったり支え合ったりできる、そんな世の中になるといい
なあ。」と考えていたことを思い出し、まさにその理念
や方法を追求する先生方の言葉の一つ一つに、感銘を受
けます。 
 地域実践研究では、インクルーシブ教育システム及び
教育相談に関する先生方の専門性向上を目指し、青森県
内特別支援学校の全教諭及び臨時講師の先生方を対象
に、意識調査を行わせていただきました。調査を通して、
本テーマに関する先生方の課題意識や地域の現状を明
らかにし、今後に向けた具体的な取組の方向性を示して
いけるよう取り組んでいます。本研究が、地域の小・中・
高等学校等を含めた様々な環境における特別支援教育
の推進と、地域連携の体制強化に繋がることを目指し、
引き続き進めて参りたいと思います。 
 一年という限られた時間ではありますが、このような
恵まれた環境で研究に取り組めることに感謝し、青森県
の特別支援教育の更なる発展に寄与できるよう、一日一
日を大切に頑張っていきたいと決意を新たにしていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

「インクルーシブ教育システムの理解啓発の 
推進に関する研究」 

  阿部 央憲 （埼玉県）（令和２年 10 月号掲載） 
 

 
 「またあの場所で学ぶことができる！」・・・昨年度
末に研究所派遣の知らせを受け、５年前の専門研修の思
い出が今も輝き続けている私は大きく心を躍らせまし
た。しかしながら、コロナ禍の影響で実際に研究所を訪
れたのは６月８日。それまでお世話になる研究所の先生
方にも直接お会いすることのないまま、自宅でテレワー
ク生活を送ることになりました。残念な気持ちも大きか
ったのですが、分からないことがあっても研究所の先生
方がすぐにメールや Web 会議で対応してくださったの
で、不安になることはありませんでした。そして満を持
して６月に皆さんにお会いできた時、これまで画面でし
か見たことがなかった芸能人と出会えたような気持ち
になりました。 
 私は現在「埼玉県内の小・中学校等における特別支援
教育に関する持続可能な研修パッケージの提案」という
研究テーマに取り組んでいます。昨年度までの研究にお
いて小・中学校の先生方が実際に授業で行っている指導
の工夫をまとめた“みんなが分かる授業づくりアイデア
シート”を中核に据えた、どの学校でも取り組むことが
できるような研修パッケージを目指しています。“どの
学校でも取り組めて、効果を感じられる研修とは何か”
ということを常に考え、埼玉県内の市町村教育委員会の
指導主事の皆様から質問紙でご意見をいただいたり、小
学校・中学校で研究授業や協議を実践していただいたり
しながら、研修パッケージの作成および改善を図ってい
ます。 
 今回の研究を進めるに当たり、研究所の先生方や地域
実践研究員の仲間をはじめ、派遣元の埼玉県教育委員会、
このような時勢にもかかわらず研究への協力を引き受
けてくださる市教育委員会、研修パッケージを実践して
くださる小学校・中学校の皆様からのご支援のありがた
さを日々実感しています。派遣期間も残り半年となりま
したが、研究成果を地域に還元できるように努めて参り
ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年度は、地域実践研究員（長期派遣型）のみなさんに、研究所での研究活動や生活の様子について、

研究所メールマガジンに投稿していただきました。 
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「インクルーシブ教育システムの理解啓発の 
推進に関する研究」 

  村松 泉 （静岡県）（令和２年 11 月号掲載） 

 
研究室から見える青く晴れ渡る空、きらめく海と波の

音に日々癒やされながら研究を進めています。ですが、
小学校教員である私にとって、やはり子供達のにぎやか
な声が懐かしく、隣の筑波大学附属久里浜特別支援学校
から聞こえる子供達の声を聞くと安心します。 
 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言により、来所
ができなかった６月までの２か月間は、袋井市で市の課
題を深く理解するために、情報収集を行いました。これ
は、研究を計画するに当たりとても大事な期間となりま
した。学校現場の声や市としての取組などを把握できた
ことで課題内容が明確になり、目的意識をもって研究所
に来所することができました。来所後は、研究を進める
に当たり、学校現場の思いや現状を整理した上で、研究
の方向性について検討し協議を重ねました。多くの研究
員と協議を重ねたことで、自分自身の見方や考え方に改
めて気付くとともに、自分とは異なった見方や考え方を
知ることができました。また、協議を通してこれからの
義務教育の在り方や特別支援教育の在り方について学
びを深める機会ともなっています。 
 袋井市の小・中学校では、特別支援学級在籍児童生徒
数が増加していることや、通常の学級においても、学習
上または生活上多様な困難さがある児童生徒が多く在
籍するなどの課題があり、児童生徒のより充実した学び
を実現するために柔軟に対応することが求められてい
ます。そこで、教員同士が、それぞれの見方や考え方を
共有して広い視野を得ることが、多様な困難さに対して
柔軟な対応を実現し、課題解決に繫がっていくのではな
いかと考えました。こうした背景から小学校教員が互い
の見方や考え方を共有し、多様な視点から児童理解を深
めることができるツールの作成を目的とした研究を進
めています。現在は、作成した「児童理解共有シート（試
案）」を現場の先生方に実践していただき、その後に、
アンケート調査を行い、結果を分析しています。 
 これまで、学校では、目の前の子供達に対する支援方
法を考えてきましたが、研究所では袋井市全体の子供達
について考えています。目の前に子供の姿はありません
が、子供達の姿を思い描きながら、袋井市や静岡県の特
別支援教育の一助になるよう日々研究に努めたいと思
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「交流及び共同学習の充実に関する研究」 
 

  紅林 亜朋 （静岡県）（令和２年 11 月号掲載） 

 
 これまで、教員として働きながら、子供とともに学ば
せてもらってきました。学校を離れて、研究所で、教育
現場とは少し違った環境で研究し、学ばせてもらえる機
会を得られたことに感謝しています。４月、新型コロナ
ウイルスの影響から、自宅でのテレワークを始めました。
初めは不安がありましたが、研究所の先生方から研究生
活の情報提供（最新の教育情報、研究のこと、生活に関
すること）やパソコンの環境設定などの支援を受け、研
究生活をスタートできたと思います。また、６月に研究
所に伺ってからは、今の状況下で、「何ならできるか」、
「どうしたらできるか」等を一緒に考えていただき、円
滑に活動できるようになりました。 
 私は、「交流及び共同学習の充実に関する研究」のチ
ームの一員として、「静岡県『交流籍』を活用した交流
及び共同学習ガイドブックの内容充実」のテーマの下、
研究を進めています。これまで、ガイドブックのさらな
る充実のために、交流及び共同学習の法的根拠や裏付け、
現在に至るまでの歴史、世界の動向、国の動向、現在の
実践等を様々な文献から情報収集したり、実際に行って
いる現場の先生へ居住地校交流に関するインタビュー
調査を行ったりしてきました。今後は、これまでに収集
した情報を整理し、現場の先生方の実践などをガイドブ
ックへ反映することに努めて参ります。 
 今日まで、研究所の先生方、派遣元の静岡県教育委員
会、インタビュー調査を受けてくださった静岡県内の先
生方、地域実践研究員の仲間、所属校の同僚など、多く
の方に支えられていることを実感し、お礼の気持ちをも
ちながら研究を進めています。交流及び共同学習が充実
するには、「共生社会」を強く意識することが最大の条
件になってくると考えます。これからも、感謝の気持ち
をもちながら、世界や国が目指す「共生社会」の実現に
少しでも貢献できるよう、研究所で学び、整理した知見
等をガイドブックとしてまとめ、静岡県内の先生方や子
供達に還元することを目指して、残りの日々を努力した
いと思います。 
 
 

短期派遣型として、以下の地域実践研究員が研究に取り組みました。 
 
「インクルーシブ教育システムの理解啓発に関する研究」    「交流及び共同学習の充実に関する研究」 
 
松 井  泰 子  （札幌市）                三 浦  千 夏  （横須賀市） 
和 田  智 恵  （釜石市） 
雉 嶋  邦 彦  （鹿沼市） 
高 野  久美子  （鹿沼市） 
西 内  一 裕  （相模原市） 
鈴 木  美 保  （田原市） 
遠 周  幸 代  （神戸市） 
西小路 真智子  （鳥取市） 
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●地域実践研究フォーラム 令和２年度 
 

地域実践研究フォーラムは、地域実践研究に参画して

いる地域において、研究成果を速やかに普及することを

目的として実施しています。 

令和２年度は、長期派遣型の指定研究協力地域である

３県で４つの地域実践研究フォーラムを開催しました。

それぞれのフォーラムでは、地域における取組と課題等

について教育委員会からの説明、地域実践研究員からの

地域実践研究の取組と成果についての報告及び本研究

所研究員からの研究や事業の報告等を行いました。概要

は以下のとおりです。 

 

●「インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関

する研究」では、青森県、埼玉県、静岡県（袋井市教育

員会と共催）において実施しました。 

 

○青森県 期日：令和３年２月 10 日（水） 

場所：青森県総合学校教育センター 

方法：本研究所からオンライン配信 

報告者：橋本政孝 地域実践研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○埼玉県 期日：令和３年３月上旬から下旬 

     方法：申込者に対するオンデマンド配信 

     報告者：阿部央憲 地域実践研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○静岡県 期日：令和３年２月 15 日（月） 

     場所：袋井市教育会館及び各学校 

     方法：本研究所からオンライン配信 

     報告者：村松 泉 地域実践研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「交流及び共同学習の充実に関する研究」では、静岡

県において実施しました。 

 

○静岡県 期日：令和３年２月 18 日（木） 

方法：本研究所から学校等に対するオンライ

ン配信 

報告者：紅林亜朋 地域実践研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各フォーラムには、特別支援学校、幼稚園、認定こど

も園、保育所、小学校、中学校、高等学校の教員、県教

育委員会及び市町村教育委員会の職員、保護者の方など

約 50 名から 250 名の参加がありました。 

ご参加いただいた方のアンケートには、「インクルー

シブ教育を推進していくことは共生社会を作っていく

ことの元になることが大変よく分かりました。私たち教

員が背負うのは「共生社会の担い手」の育成であり、 他

者を尊重すること、 協働すること、 自分の良さを認識

すること、 その全てがつながっていくのだということ

が学びでした」などインクルーシブ教育システム構築に

つながる感想が多数寄せられました。 

開催に当たりまして、各県市教育委員会をはじめ多く

の方々にご協力いただきましたことに感謝申し上げま

す。 
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研究のチームの一員として活動し、地域の課題を解決する研究を実施しました。また、

地域実践研究員（短期派遣型）は、研究所の研究員と連携しながら、地域で研究を進め

ました。その研究成果は、地域に還元するとともに、各地域実践研究を構成する要素と
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令和２年度 地域実践研究
インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究

【背景】 共⽣社会の形成やインクルーシブ教育システムの構築には全ての教師、⼦ども、保護者･ 地域の理解が重要。
そのために、どのような教師や学校を⽬指し、どう取り組むべきかについて具体的な検討と提案が必要。

【⽬的】 10の県市の研究と研究所の研究チームの研究の全体を通して、以下を提案することを⽬的とした。
〇「特別⽀援教育の⽬的や意義について⼗分理解している」教師とはどのような姿なのか
〇「特別⽀援教育に関して組織的な対応ができる」学校とはどのような姿なのか
〇教育委員会による研修や⽀援等、どのような内容の取組が、どのようになされるとよいか
〇⼦どもたち、保護者や地域に、インクルーシブ教育システムの理念をどのように伝えることができるのか

⼦どもへの理解啓発
研究所の研究チーム→③
・⼩学校における⽇常的な授業や学級経営における多様
性理解、尊重の在り⽅の提⾔
・障害理解理解授業への提⾔
授業における多様性理解の在り⽅を検討、提⾔
①障害理解教育は「障害特性理解教育」ではないこと
②「障害」による困難さは環境（⼈、もの、活動）との
間に⽣じる部分が⼤きいと捉えること

③共に⽣きていくという姿勢を⽰すこと
・⽇常的な授業や学級経営と特別な授業の往還による学
びの深化を⽬指すことが重要であることの提⾔

地域の体制づくり
⻘森県→【圏域】 特別⽀援学校の専⾨性向上による地域⽀援充実
⽥原市→【市町村】 保育所こども園から⾼校・特⽀・福祉連携による体制づくり

学校・地域等への
発信

札幌市→①②
市⽴幼稚園の好事例を分析
保育所こども園幼稚園に普及
⿅沼市→①②
基礎的知識の研修と研究推
進校の実践の普及
神⼾市→①②
特⽀Coの専⾨性向上による
⼩・中学校への啓発
⿃取市→①②
⼩・中学校におけるインクルーシ
ブ教育システムの実態把握
釜⽯市→①②④⑤
校内研修モデルの効果を分析
保護者、地域への発信

校内研修モデルの
作成

埼⽟県→①②
⼩・中学校で持続可能な
研修モデルの作成、検証
静岡県→①②
⼩・中学校教員の⼦どもの
⾒⽅を多様化・深化させる
モデルの作成
相模原市→①②
⼩・中学校教員の多様性
の理解を促進するモデルの
作成

【まとめ】 インクルーシブ教育システムの理念を理解啓発することとは
①特別⽀援教育と通常の学級における教育との融合を⽬指すこと
②特別⽀援教育の視点から、通常の学級における教育の意義や価値を⾒出すこと
③10年後の社会を想像し、⼦どもたちを共⽣社会の担い⼿として育むことを教育の基本とすること
そのための学校づくりや地域の体制づくりを進めることが重要

④上記の①から③を教育の⽅向性として地域に⽰すこと
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インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に関する研究 
 

【研究代表者】    久保山 茂樹 

【指定研究協力地域】 長期派遣型：青森県、埼玉県、静岡県 

短期派遣型：札幌市、釜石市、鹿沼市、相模原市 

                 田原市、神戸市、鳥取市 

【要 旨】 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築に向けて、全ての学校の全て

の教師、子ども、保護者や地域の理解が不可欠であり、そのための方策を具体的に提言す

る研究が求められている。そこで、本研究は、国立特別支援教育総合研究所(2020)に引き

続き、①「特別支援教育の目的や意義について十分理解している」教師とはどのような姿

なのか、②障害のある子どもに対して「組織的な対応ができ」インクルーシブ教育システ

ムの理念を啓発できる学校とはどのような姿なのか、③教育委員会による支援等はどのよ

うになされるとよいのかを明らかにすることを目的とした。加えて、特に本研究では、④

子どもたちに対して、インクルーシブ教育システムの理念をどのように伝えることができ

るのかを明らかすることを目的とした。 

本研究に参画した 10 県市の研究は、校内研修モデルに関する研究、学校や地域等への

発信に関する研究、地域の体制づくりに関する研究に分類され、各参画地域の課題解決に

向けた成果が得られた。また、子どもたちに対しては、多様性の理解を進めることが重要

であり、その方法として、日常的な学習や学級経営と特別な学習である「障害理解授業」

とを往還させることが重要であることを小学校の実践から明らかにした。また、目指した

い障害理解授業として、「障害特性理解」ではないこと、障害による困難さは環境との間に

生じる部分が多いこと、共に生きていくという姿勢を示すことを提言した。 

研究結果から、インクルーシブ教育システムの理解啓発のためには、特別支援教育と通

常の教育との融合を目指すこと、通常の学級の教師が既に実践している個に対する支援の

意義を見いだし共有すること、子どもたちを共生社会の担い手として育むことを教育の基

本とすること、教育が向かうべき方向性を教育委員会が地域に示すことが重要であること

等を提言した。 

【キーワード】 

共生社会の担い手を育む、学習指導要領前文、特別支援教育と通常の学級の教育の融合、

障害理解授業、校内研修、地域の体制づくり 
【成果の普及】 

青森県、埼玉県、静岡県では、オンラインまたはオンデマンド配信によって「地域実

践研究フォーラム」を実施し教育現場や教育行政に対して研究成果を報告した。青森県

の研究成果は県教育委員会作成の「教育相談ガイドブック」に活用された。埼玉県及び

静岡県の研究成果は小・中学校等を対象とした研修パッケージとして県内に普及した。

釜石市は市民向けの広報紙を、田原市は教育や福祉関係者向けのリーフレットをそれぞ

れ作成し配付した。札幌市の研究成果は保育所・認定こども園・幼稚園向けの冊子とし

て配付予定である。また、研究全体については令和２年度研究所セミナーで報告した。

さらに日本特殊教育学会や日本保育学会等で発表する予定である。 
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埼玉県内の小・中学校等における特別支援教育に関する 

持続可能な研修パッケージの提案 
 

阿部 央憲（埼玉県立草加かがやき特別支援学校） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

昨年度作成された「みんながわかる授業づくりアイデアシート」と研修モデルを基盤とし、どの学校で

も取り組むことができる“持続可能な研修パッケージ”の作成を目指すこととした。また、研修パッケージ

の作成を通して、インクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するための小・中学校等における研

修の在り方について考察することを目的とした。 

 

２．方 法 

（１）研究１ ：研修パッケージ（案）の作成 

昨年度研究の成果や課題、文献等をもと

に、研修パッケージの位置づけや“持続可能

な研修”のコンセプト、研修パッケージの構成

案を検討したうえで、研修パッケージ（案）を

作成した。 

（２）研究２ ：質問紙による意見収集と研修パッケージ（改訂版）の作成 

埼玉県内の全市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事等を対象に質問紙調査を行い、

研修パッケージ（案）について意見聴取を行い、結果をもとに研修パッケージ（改訂版）を作成した。 

（３）研究３ ：研修パッケージ（改訂版）に基づいた研修実施と研修パッケージ（完成版）の作成 

春日部市および入間市の小・中学校３校において、研修パッケージ（改訂版）を実施した。研修実

施直後の調査として研究協議を実施した直後に授業者を対象としたインタビューと、研究協議に参

加した教員を対象としたアンケートを実施した。また研究協力期間終了時の調査として、教職員対

象のアンケートと管理職等へのインタビューを実施した。調査結果等をもとに、研修パッケージの修

正を行い、研修パッケージ（完成版）を作成した。 

 

３．研究の結果と考察 

持続可能な研修のコンセプトとして、「負担の少ない研修」、「効

果を実感できる研修」、「主体的に取り組める研修」、「良い実践を

共有・継承できる研修」の四つの要素を掲げ、市町村教育委員会

の指導主事や学校現場からの意見を反映させた研修パッケージを

作成した。また、研修パッケージが活用されるためには、管理職や

教員が「研修を実施する必要性」を感じられるように情報発信等を

行っていくことが必要であると考えた。 

 

４．成果の活用 

本研究の成果を埼玉県インクルーシブ教育システム研修会（オンデマンド配信）において発表した。

また、研修パッケージを周知するためのリーフレットを作成する予定である。 

研修パッケージの構成 

・通常の学級における 

特別支援教育に関する資料 

・みんなが分かる 

授業づくりアイデアシート 

・指導案に添付する記入枠 

・研究協議の進め方（説明資料） 

・振り返りの進め方（説明資料） 

持続可能な研修のコンセプト 

− 13 −



青森県における教育相談体制の強化と更なる支援の充実に関する研究 
－教育相談に対する教員の理解と教育相談ガイドブックの作成に向けて－ 

 
橋本 政孝（青森県立むつ養護学校） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関する理解の程度や課題意

識を把握し、本県の強みや重点的に取り組むべき点について明らかにするとともに、本県が作成する「教

育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」への記載項目や内容を検討し、提案することを目的とした。 

 

２．方 法 

（１）質問紙調査の実施 

県内全特別支援学校 21 校の全教諭及び臨時講師を対象に、インクルーシブ教育システム及び教育

相談に関する理解の程度や認識、課題意識を把握するため、質問紙調査を行った。 

（２）情報収集 

「教育相談ガイドブック」の在り方について検討するため、本県以外の自治体発行のガイドブックやリー

フレット等、計 457 冊を対象に、内容や構成について調査した。 

 

３．研究の結果と考察 

（１）質問紙調査の結果 

特別支援教育経験年数の違いにより、課題意識やニーズに違いがあること、また、本県の強みとして、

教育相談業務経験のある教員の存在や本県教員の専門性向上への意識の高さが明らかになった。 

（２）情報収集 

全国的に、インクルーシブ教育システムに関わる合理的配慮や交流及び共同学習等についてのガイ

ドブック等は多く発行されている一方で、教育相談に焦点化したものは数が少ない傾向であった。 

（３）考察 

調査から見えた本県の強みとなる点を活かし、専門性向上に向けた取組として、ＯＪＴやオン・ザ・フラ

イ・ミーティング等を効果的に取り入れた日常的な学びや情報共有の仕組み作りを行うとともに、教員の

ニーズを踏まえた研修を行うことで、学校全体における専門性の担保・共有につながると考える。また、本

県が作成している「教育相談ガイドブック」を効果的に活用することで、教育相談担当に限らず、すべて

の教員の専門性向上が期待でき、教育相談体制の強化につながる取組の一つであると考える。 

 

４．成果の活用 

青森県教育相談ガイドブック作成会

議に年間４回参加し、全国自治体のガイ

ドブック等に関する情報提供や、質問紙

調査の結果を踏まえた記載項目や内容

の提案を行った。また、青森県地域実践

研究フォーラムにおいて、研究結果を報

告した。今後は、県内特別支援学校に

報告書を送付し、研修等に活用してい

ただけるよう、情報提供する予定である。 地域におけるインクルーシブ教育システムの推進に向けた取組 
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通常の学級における多様な視点による児童生徒理解の充実 

―「児童生徒理解共有シート」の開発― 

 
村松 泉（静岡県袋井市立山名小学校） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

本研究では、教員同士が学び合い深め合う仕組みをつくることは、多様な困難さに対し柔軟に対応

できる教員を組織的に育成していくことに繋がるものと考え、①多様な児童生徒に対応することのでき

る教員の学びの在り方について明らかにし、②教員が互いに学び合いながら児童生徒理解を組織的

に深めることのできる「ツール」の開発を目的とした。 

 

２．方 法 

（１）「学び」の仕組みに関わる先行研究及び資料等のレビュー 

学習指導要領や先行研究等のレビューから、「学び」の仕組みを確認し、教員集団における「学び」

の在り方について検討した。 

（２）今後の教員の学びの在り方の検討（「ツール」の開発） 

国立特別支援教育総合研究所の研究員と協議を行い、「ツール」の構成や内容を検討し、「児童生

徒理解共有シート（案）」を作成した。 

（３）アンケート調査及び結果の分析 

研究協力校（中学校１校、小学校３校：計４校）において、「児童生徒理解共有シート（案）」を活用し

た取組に基づくアンケート調査を実施した。調査結果を基に分析し、「児童生徒理解共有シート（改訂

案）」を作成した。 

 

３．研究の結果と考察 

研究全体を通して、教員が児童生徒に対する互いの見方や

考え方を関連付けたり組み合わせたりしていくことにより、新たな

児童生徒理解に繋がることが分かった。教員が「児童生徒理解

共有シート（改訂案）」を活用することで児童・生徒理解を深める

たけではなく、教員自身が思考ツールを活用して思考することを

通して、思考する授業づくりについて考えるきっかけになると考

える。また、自分だけの見方や考え方に捉われるのではなく、多

様な教育的ニーズに対して多様な見方や考え方を通して、児

童生徒と関わっていくことが、教員の共生社会の形成に向けた

取組に繋がっていくと考えられる。 

 

４．成果の活用 

 令和２年度末に袋井市で開催された地域実践研究報告会にて、研究成果を報告した。また、研究成

果報告書を、静岡県教育委員会及び袋井市教育員会に提出した。今回の研究成果である「児童生徒

理解共有シート（改訂案）」の活用や、教員の学びの在り方を広めることで、児童生徒理解の充実が図

られ、多様な教育的ニーズのある児童生徒を含めた授業づくりに生かされることを期待する。 

児童生徒理解共有シート②（授業者思考編） 
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その子らしさが発揮される幼児教育の在り方と 
幼児の見方や捉え方の共有に向けたエピソード集の作成 

―「つながる ひろがる 札幌市の幼児教育」の実現に向けて― 

  
松井 泰子（札幌市幼児教育センター） 

１．研究の趣旨及び目的 

札幌市立幼稚園 9 園と認定こども園 1 園は、札幌市幼児教育センターを補完する「研究実践園」と

して位置付けられ、札幌市の幼児教育の質の向上を図る重要な役割を担っている。また、札幌市の幼

児教育の担い手は 9 割以上が私立の幼児教育施設であり、特別な教育的支援を必要とする幼児への

関わり方や指導についての研修ニーズが高い。そこで、幼児教育施設の保育者に対し、インクルーシ

ブ教育システムの理解啓発を図ることを目的として、研究実践園の実践を基に具体的な手だてや教材

等をまとめた「エピソード集」の作成及びその効果的な発信について研究を進めることとした。 

 

２．方 法 

（１）研究実践園における幼児の実態に即した具体的な手だて（エピソード）の集約 

私立の幼児教育施設の保育者が知りたいことや悩みなどのニーズについて、実際に施設を訪問

している幼児教育支援員等から意見を聴取した。そして、保育者が活用しやすいエピソードの様式

を作成し、研究実践園の事例を集約した。 

（２）幼児教育施設の保育者のニーズに合った発信内容の研究 

集約したエピソードを踏まえ、保育の中で大事にしたいことや保育者の援助のポイント等、自分たち

が伝えたいことを示すことができる方法を研究実践園教員と交流し、エピソードの様式や記載内容につ

いて考察した。 

 

３．研究の結果と考察 

幼児期にふさわしい教育を行う際にまず必要なことは、一人一人の幼児に対する理解を深めるとい

うことである。保育者の捉え方により指導のポイントも変わってくるため、「幼児の姿の読み取り」は、特

に重要であり、エピソードを通して具体的に発信したいと考えている。 

また、エピソードを整理する手掛かりとして『スケジュールの変更が苦手』などの「子どもの姿」を挙げ

たが、その姿の背景には、子どもが困っている「理由」があり、その結果としてこのような行動・状態に表

れているのではないか、さらに、子ども自身は困っておらず、保育者が「扱いにくい」と感じているだけで

はないか、などについて考察し、まとめていきたい。 

本研究では、研究実践園同士の横のつながりを生かし、広い視点での意見交流を行いながら取組

を進めてきた。読み手にとって分かりやすい内容を考えることにより、発信方法が精査され、今後の市

立幼稚園の実践研究の発信全般についても大変参考になるものとなった。 

 

４．成果の活用 

作成したエピソード集は、まず研究実践園で共有し、園の教育に活かすとともに、今後もエピソード

を追加するなど更新していく。また、幼児教育支援員等が幼児教育施設にアドバイスする際の資料とし

て活用し、幼児の内面の読み取りや困っているのが子どもか保育者かを振り返ることで、幼児の見方や

捉え方が変わることを示していきたい。このような視点の変化が、支援の変化につながるとの考え方を

幼児教育施設と共有し、札幌市が目指す幼児教育に向かって今後も研究を進めていきたい。 
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共生社会に向けた教職員や地域への理解啓発の取組 

～10 年後の釜石を目指して～ 

和田 智恵（岩手県釜石市教育委員会） 

 

１ 研究の趣旨及び目的 

東日本大震災津波から本年で９年が経過した。市の人口が年々減少している中において、特別支援

学級に在籍する児童生徒数や、通常の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒数は大きく減少する

ことはなく、全体に占める割合は増加傾向にある。市内の各学校においては、児童生徒や保護者に対す

る支援の在り方を模索している状況であり、支援が必要な幼児の保護者に対しても、特別支援教育への

理解を促していく必要がある。 

  そこで、指導・支援の在り方に関する悩みを教職員が一人で抱え込まず、学校・地域・行政がチームとな

り、未来を担う子どもたちを支える釜石を目指し、特別支援教育の充実を目指した研究に取り組むこととし

た。 

 

２ 方法 

 （１）管理職・教職員等への理解啓発 

   各種研修の充実、教職員の意識や理解の状況についての現状把握、校内研修会 

 （２）保護者・地域の方々への理解啓発 

   市広報・市ウェブサイトによる情報提供、発達支援教室に通う保護者を対象とした就学支援説明会の

実施、釜石市子ども課臨床心理士の協力を得ながらの就学相談の充実 

 （３）行政・関係機関への理解啓発 

   教育支援体制の整備 

 

３ 研究の結果と考察 

 （１）管理職・教職員等への理解啓発 

   教職員を対象とした校内研修会を通して、「特別支援教育の視点」や、児童生徒理解を深め実践につ

なげていくことの大切さについて、実感を伴って理解を促すことができた。 

 （２）保護者・地域の方々への理解啓発 

   市広報にてインクルーシブ教育システムについての説明と校内研修の様子を伝える記事を掲載するこ

とで、理解啓発を促す機会となった。 

 （３）行政・関係機関への理解啓発 

   保護者を対象とした就学支援説明会の実施により、保護者の悩みを把握することができた。基本的な

情報や、相談窓口等をまとめた情報提供に関わる媒体を、市内の保護者への配布を念頭に置いて制

作することが急務であると考える。 

 

４ 成果の活用 

  ・教職員の特別支援教育に対する理解を深める。 

  ・保護者や地域住民へ特別支援教育で大切にしたい考え方を発信する。 
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研究協力校におけるインクルーシブ教育システムの推進に向けた取組 
 

雉嶋 邦彦・高野 久美子(栃木県鹿沼市教育委員会) 

 

１．研究の趣旨及び目的 

 鹿沼市では、本市として取り組むべき教育の構図を描き新しい教育の実現を図るため、

平成 24 年３月に「鹿沼市教育ビジョン」を策定し、平成 29 年度からの「基本計画Ⅱ期」

においては、「個に応じた特別支援教育の推進」を掲げ、「インクルーシブ教育システムの

構築」を取組の一つとして定めている。インクルーシブ教育システムを構築し、推進して

いくためには、特別支援学級担当者のみならず、全ての教員がインクルーシブ教育システ

ムについて理解し、それに必要とされる専門性を高めることが大切である。 

そこで、インクルーシブ教育システム構築に向けて研究協力校を指定し、研究と実践を

深め、市内全教員に対する理解啓発を目的として、本研究に取り組んだ。 

 

２．方 法 

(１)インクルーシブ教育システムの理解と専門性向上のための研修 

① 研究協力校の職員を対象とする研修 

(２)研究協力校における実践研究 

(３)研究協力校職員への追跡調査 

 

３．研究の結果と考察 

 研修会を行った後、教職員の意見より、児童への基本的な支援の共通理解ができた等の

肯定的な意見が多く、実態に即した研修となった。また、教職員へのアンケート調査や聴

き取り調査の結果、それぞれの研修会の追跡調査の結果からは、児童を見る視点の変化や

児童からの要望を授業展開の中で取り入れる事が増え、児童の自己肯定感も高まっている

と考える。また、職員室での会話が増え、会話の内容も児童の見取りや支援方法について

話しているとの声もあった。このことから、適切な研修によって、教員の専門性の向上と

意識の高揚が見られ、具体的な支援の工夫や教師間の連携につながると考えられる。 

研究協力校での実践では、管理職のリーダーシップのもと、校内研修体制の整備と個の

ニーズを意識した授業づくりを中心に取り組んでおり、結果、教員の意識だけでなく授業

等での指導や日常の児童へのかかわり方が変容し、それが児童の変容にもつながった。  

 

４．成果の活用 

 今後は、参加対象者や開催日程等の検討や各学校での研修の機会が設定できるよう、教

育委員会からの情報発信やサポート等の方策を検討していく。また、研究協力校の実践研

究を更に進めていくだけでなく、各小中学校が校内体制を整備し、自校のインクルーシブ

教育システム構築をさらに進めていけるよう、研究協力校において公開研究会を開催する

等、取組をより具体的に発信していく。 
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多層指導モデルＭＩＭと絵本「かなわね」を活用した 
通常の学級における『温かさ』のある教育の推進 

～多様な教育的ニーズを的確に捉えて～ 
 

西内 一裕（相模原市教育委員会） 

 

１．背景と目的 

本市では、第２次相模原市教育振興計画において、「温かさと先進性のある教育の推進」を基本姿

勢の一つとして教育施策を展開している。昨今の多様化する教育的ニーズへの対応は依然として課

題であり、多様性の理解を伴った教員の専門性の向上とともに、通常の学級を含めた周囲の児童生徒

に対する障害理解の醸成が求められているが、発達障害のある児童生徒に対する理解や支援につい

ては、決して十分とは言い切れない状況がある。そこで本研究では、通常の学級担任における児童生

徒の実態把握の特徴や多層指導モデルＭＩＭの効果、意義について検討するとともに、学習障害をテ

ーマに描いた絵本「かなわね」を活用した実態調査により、学校における児童生徒の多様性の理解や

校内支援体制の現状等を明らかにすることを目的とした。 

２．方 法 

ＭＩＭの実践では、市内の小学校及び義務教育学校（前期）のうち、８校（第１学年全 26 学級）を研

究推進校として指定し、１年間のＭＩＭの実践とともに、通常の学級担任に７月と 12 月に児童理解に関

するアンケート調査等を行い、年度初めからどのような変化があるのかを調査した。 

絵本の活用では、絵本を全小学校及び義務教育学校（前期）へと配布（71 校）するとともに、支援教

育コーディネーターへのアンケートを通した校内支援体制等に関する実態調査を行った。 

３．研究の結果と考察 

研究推進校のＭＩＭの実践からは、読みの力のアセスメントであるＭＩＭ－ＰＭをもとに多層指導を工

夫し、その結果を伸ばしていく好循環により、児童の読みの力の定着だけでなく、教員が児童を多面

的、多角的に見立てその理解を深めることができることが分かった。また、通常の学級担任のアンケー

ト調査からは、年度当初の児童の読みの力の把握の難しさや、ＭＩＭの実践を通した担任の児童理解

の深まりが分かり、教員の指導力向上や児童理解にも効果的な学習モデルであることが分かった。 

多様性の理解につながる絵本の活用では、配布後に児童への読み聞かせや職員研修などで活用

されるなど、その汎用性の高さが分かり、また、支援教育コーディネーターへの実態調査からは、学習

障害に対する具体的な支援方法について、その専門性を向上させていく必要があることや、客観的な

指標のあるアセスメントツールを効率的に活用する必要があることなどが分かった。 

本研究におけるＭＩＭの実践は、こちらが意図して研究推進校を指定したものである。その学習モデ

ルを実践していくことで、教師の学びも深まり、多様性の理解へとつながっていくと考える。一方、絵本

は幅広い層で読むことができ、学習障害に関する興味関心を高めることができる。その後の発展は読

み手の共感度や立場などにもよるが、ＭＩＭ－ＰＭと同様に児童理解を深め具体的な支援へとつなげ

ていくきっかけとなったと考える。 

４．成果の活用 

ＭＩＭと絵本の両取組を推進していくことで、それぞれの相互作用により、より効果的に多様性の理

解を推進していくことができる。学習等につまずき、転んでしまった児童生徒を対処的に支援するので

はなく、見えにくさのある多様な教育的ニーズをも的確に把握し、つまずく前の積極的な支援へとつな

げていけるよう、引き続き『温かさ』のある教育の実現に向けこの両取組を推進していく。 
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こ保小中高特別支援学校連携研修における理解啓発の推進 
～「ふるさと田原の学校で きらり子ども輝く」の実現に向けた切れ目ない支援を目指して～ 

 

鈴木 美保（愛知県田原市教育委員会） 

１．研究の趣旨及び目的 

 個別支援のニーズが年々高まる一方で将来を見通した支援の連携体制において、保護者の不安、

保育士・教員の共通理解の不足が本市の課題であった。そこで、令和元年度は、こ保小中高までの

切れ目ない支援体制の整備に必要なものは何かを探ることを目的として研究を行った。 

今年度、本市内にある愛知県立福江高等学校に、県下２番目となる通級指導教室が設置された。

また、市内初の特別支援学校として愛知県立豊橋特別支援学校高等部分教室「潮風教室」が、同じ

く福江高等学校内に開設された。そこで、こ保小中高特までが連携した切れ目ない支援を目指すこ

ととし、「通常学級におけるインクルーシブ教育システムを推進しやすい連携体制づくりの促進」と、

「学校が関係機関と連携しやすい市内連携体制づくり」を目的とした。 

２．方 法 

(１)顔の見える関係作りの促進 

①早期からの教育相談、情報交換体制作り 

②保育士・小中高等学校教員を対象とした研修会（２回開催） 

(２)切れ目ない支援体制の見える化 

①福祉部局担当員による小中学校への巡回訪問 

②市内関係機関連携マップの作成 

３．研究の結果と考察 

これまで７月下旬に開催していた就学及び特別支援教育についての保護者学習会を６月開催とし、

夏休み以降に行っていたこ保・小・中学校担当者の支援の必要な子に関する情報交換会と特別支援

学級授業参観及び教育相談を６月から開始した。就学相談の時期を早期から整えたことにより、時

間にゆとりが生まれ、きめ細かな支援の引継ぎにつなげることができた。 

特別支援学校高等部分教室潮風教室の部主事による小中学校巡回訪問では、市内特別支援学級在

籍児童生徒に対する具体的な支援方法について専門性を生かした助言を受ける機会となった。 

保育士と教員を対象とした２回の研修会では、潮風教室や高等学校通級指導教室の生徒の学びの

様子を目にしたことで本市の子どもたちの具体的な将来の姿を共有する機会となり、ライフステー

ジに応じた適切な支援を切れ目なく引継いでいくことの必要性を改めて実感することができた。 

福祉部局担当員による小中学校巡回訪問説明会では、市内子育て関連事業について教員の認知度

が非常に低く、学校現場が関係機関を十分に活用できていないことが明らかとなった。そこで、市

内関係機関連携マップを作成し、教員や関係機関職員に配付した。 

４．成果の活用 

福祉部局担当員による小中学校への巡回訪問を継続実施し、市内関係機関連携マップを活用した

連携や制度についての説明をしたり、支援の必要な子どもに対する情報の共有を図ったりして福祉

と教育の連携体制の充実を図っていきたい。また、こ保小中高特の合同研修会及び意見交流の場を

年間計画の中に位置付け、子どもたちに直接支援を行う学級担任等担当者レベルでも、より強固な

連携を図っていきたい。さらに、令和３年度は、国立特別支援教育総合研究所の地域支援事業に参

画し、本市が目指す将来を見通した支援体制の連携を推進していきたい。 
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神戸市における小・中学校の特別支援教育コーディネーターの資質向上
に向けた取組 

                                       

                                           遠周 幸代（神戸市教育委員会） 

 
１．研究の趣旨及び目的 

 神戸市における、特別支援教育コーディネーターが抱える課題を少しでも解決し、特別支援教育コ

ーディネーターのさらなる資質向上及びスキルアップをめざし、特別支援教育コーディネーターにとっ

てわかりやすく実践で役立つツールを発信することを研究の目的とした。 

 

２．方 法 

具体的には、この 1 年間で、次の４つのことを実施した。 

①特別支援教育コーディネーターへのアンケートの実施 

②特別支援教育コーディネーターハンドブックの改訂 

③特別支援教育コーディネーターのＱ＆Ａの作成 

④みんなの特別支援教育「④就学支援・合理的配慮編」の作成 

 

３．研究の結果と考察 

①のアンケートの結果からは、神戸市の特別支援教育コーディネーターのうち、経験年数が１、２年

目の特別支援教育コーディネーターだけで、半数以上を占めていることがわかった。このことから、神

戸市の特別支援教育コーディネーターの約半数は、経験の浅い教員が指名されている現状であると

言える。また特別支援教育コーディネーターの研修について、特別支援教育コーディネーターの基礎

的役割に関連する用語や基本的な内容について研修を実施していく必要があることが示唆された。加

えて、より実践的な事例をあげた内容の発信が必要とされることや、平成 30 年度からスタートした高等

学校の通級による指導、放課後デイサービス等の急増を受けて、特別支援教育の新しい動向につい

ても、特別支援教育コーディネーターが知識を持っておく必要があるという考えに至った。そこで、②特

別支援教育コーディネーターハンドブックの改訂や、③特別支援教育コーディネーターのＱ＆Ａの作

成、④みんなの特別支援教育「④就学支援・合理的配慮編」の作成を行った。③については、各学校

で、特別支援教育コーディネーターが保護者等から相談を受けることを想定して、基礎的な知識や神

戸市の考え方がわかるようなＱ＆Ａを作成した。Ｑ＆Ａの内容としては、経験の浅い特別支援教育コー

ディネーターが知っておきたい用語等を解説したり、相談内容等を想定したり、実践に役立つ内容を

取り入れている。 

 

４．成果の活用 

 ②特別支援教育コーディネーターハンドブック（改訂版）、③特別支援教育コーディネーターのＱ＆

Ａ、④みんなの特別支援教育「④就学支援・合理的配慮編」等の成果物は、今後、特別支援教育コー

ディネーターの活動に実際に役立ててもらうために、研修で紹介し、神戸市のイントラネットに掲載する

予定である。これらの成果物は、特別支援教育コーディネーターをはじめ、管理職や特別支援学級、

通常の学級担任にも参考になり、特別支援教育についての理解を深めるためのツールの一つになれ

ば良いと考えている。 
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通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識調査 
 

西小路 真智子（鳥取県鳥取市教育委員会） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

本研究では、今後さらに一人ひとりのニーズに応じた教育の実現を充実させるため、「鳥取市の

小・中・義務教育学校における通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識」を把握すること

を目的とする。 

 

２．方 法 

すべての小・中・義務教育学校の通常の学級の担任に質問紙でのアンケート調査を実施し、学

校種別や年代別の意識の違いに焦点を当てて考察する。 

 

３．研究の結果と考察 

個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成に携わったことがあると７０％以上の教員が回答

した結果から、児童生徒自身が困っている状況に気づく体制が整い始めていると思われる。しかし、

個別の教育支援計画の作成に保護者が携わったと回答したのは、39％に留まった。作成の際に

は、主に特別支援教育主任が携わっている割合が高い結果から、通常の学級の担任に適切な助

言が行えるよう、特別支援教育主任の専門性の向上が必須である。また、個別の教育支援計画・

個別の指導計画の活用に関して、校種別で差が見られた。今後、学校間の意識の差の要因の検

証が必要である。また、通常の学級の担任は専門家との連携が必要である、との意識を持ってい

た。個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成にかかわらず、保護者や LD 等専門員、通級

指導教室担当者と通常の学級の担任とをつなげる役割を特別支援教育主任が担い、校内体制を

整えることも必要である。そのための道筋をどのように示すかが課題であると考える。「授業をする

際に、発達障がいのある児童生徒を含む児童生徒に対しての支援について」、「現在実施してい

る支援」に学校種に差が見られる項目があった。この結果の背景としては、学級担任制と教科担

任制の授業形態の違いが要因の一つと推測される。これに対し年代での大きな差は見られなかっ

た。また、「今ある校内等の支援をいかし、効果的な指導・支援をするために必要だと思われること」

の回答については、年代で多少の差は見られたが、大きくは「担任の児童生徒理解」64％（352

人）、「教職員間の共通理理解」64％（351 人）、「教材研究等のための時間の確保」45％（248 人）

とどの年代でも必要と感じていることが同じであった。 

 

４．成果の活用 

これらの結果から、まずは特別支援教育主任の専門性の向上を図り、校内体制の構築に向け

た取り組みを実施する。また、今後さらに小学校、中学校の切れ目ない支援の充実をはかるため

兼務教員に関係する担当課と連携を図り、特別支援教育担当教員の兼務の具体的な取り組みに

ついて検討する。 
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令和 2 年度地域実践研究「交流及び共同学習の充実に関する研究」 

【背景】近年、交流及び共同学習を推進していくための手立ては提供されてきているが、取組の充実に向け

た課題は多く残されており、研究及び実践の蓄積が不可欠である。 

【目的】これまでの交流及び共同学習に関する施策、研究、実践を概観するとともに、課題とされている事

項のうち、①障害のある児童生徒の保護者の意識や思いの把握、②居住地校交流の充実、③中学校

における校内（特別支援学級と通常の学級）の取組の充実、の３点を取り上げ、保護者や担当教員

等へのインタビュー調査等を通して、交流及び共同学習の充実に向けた視点、今後取り組むべき視

点を検討・整理・提供することを目的とした。 

【研究方法（交流及び共同学習の充実の視点の整理に向けたアプローチ）】 
①交流及び共同学習に関する文献研究（論文・報告・資料等をもとにした施策、研究、実践の概観） 

②障害のある児童生徒の保護者へのインタビュー調査（保護者の意識や思いの把握） 

＜指定研究協力地域の取組＞ 
③居住地校交流の推進を担う特別支援学校の教員へのインタビュー調査（静岡県） 

④中学校の特別支援学級担任への質問紙調査及び校長を交えたインタビュー調査（横須賀市） 

【文献研究から －取り組むべき課題－】 
○障害種、実施形態・内容、学年等も踏まえた、  

多様な実践の蓄積 

○児童生徒や保護者の視点を踏まえた実践の検討 

○実践の質・成果や実践の評価に関する検討 

○通常の学級に在籍する教育的ニーズを有する児童

生徒も含め、すべての児童生徒にとっての学びの

充実の実現 

【保護者の思いから －期待と課題－】 
○友だちとの交流を拡げ深める 

○自己について認識していく 

○できることを増やす（学習、行動、他者関係、等） 

○同じ場で過ごす中でこそ期待できる育ち 

○周囲の児童生徒から学ぶ効果 

○実態、内容、ねらい、願い等の共有、共通理解 

○周囲の児童生徒、きょうだいの思い 

【居住地校交流の充実の視点】 
○事前の打合せや事前学習の実施、情報共有 

○実施に向けた体制づくり（手順や役割） 

○教員間での副次的な籍に関する学習の積み重ね 

○小・中学校で学ぶ児童生徒への丁寧な説明 

○小・中学校の管理職、特別支援教育コーディネー

ター、教職員への理解啓発 

○居住する地域での暮らしを意識した実践 

【中学校における取組の充実の視点】 
○特別支援学級と通常の学級間の連携、調整 

○校内職員や通常の学級の生徒への啓発の工夫 

○個別の教育支援計画や個別の指導計画の活用 

○特別支援学級の生徒へのサポート体制の充実 

○支援会議の充実、及び特別支援教育コーディネー

ターの機能充実 

○校長のリーダーシップ 

 【まとめと今後の課題】 
○実践上の視点：交流及び共同学習の活動・学習において「児童生徒が今持っている力が発揮できる」

「自分が役に立っている実感が持てる」実践の展開 

○今後の展開に向けてのさらなる課題：上記の【文献研究から －取り組むべき課題－】に加え、実

践による児童生徒の成長・成果の検討、副次的な籍の普及・展開、ＩＣＴを活用した取組の展開、

校内における特別支援学級と通常の学級の児童生徒が共に学ぶ活動の充実           
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交流及び共同学習の充実に関する研究 
 
 

【研究代表者】    牧野 泰美 

【指定研究協力地域】 長期派遣型：静岡県 

短期派遣型：横須賀市 

 

【要 旨】 

交流及び共同学習はインクルーシブ教育システム構築に向けた基礎的環境整備に位置

付けられており、重要な教育活動である。先行研究によって、交流及び共同学習を推進し

ていくための手立て等が提供されてきているが、実践の質の充実、保護者との連携等、課

題も多く残されており、インクルーシブ教育システムの推進に向け、交流及び共同学習に

係る研究及び実践の蓄積は不可欠である。 

本研究では、これまでの交流及び共同学習に関する施策、研究、実践を概観するととも

に、課題とされている事項として、障害のある児童生徒の保護者の意識や思いの把握、居

住地校交流の充実、中学校における校内（特別支援学級と通常の学級）の取組の充実を取

り上げ、保護者や担当教員等へのインタビュー調査等を通して、交流及び共同学習の充実

に向けた視点、今後取り組むべき視点を検討・整理・提供することを目的とした。 

障害のある児童生徒の保護者へのインタビューからは、交流及び共同学習に期待する事

項とともに、児童生徒の実態や活動内容、活動のねらいや保護者の願い等についての情報

共有や共通理解の重要性、障害のある児童生徒の保護者はもとより、本人、さらには、通

常の学級に在籍する児童生徒やその保護者の視点も踏まえた検討の必要性が示された。 

また、指定研究協力地域の課題でもある、居住地校交流の充実、中学校における校内の

取組の充実に関しては、居住地校交流の推進を担う特別支援学校の教員へのインタビュー

調査、中学校の特別支援学級担任への質問紙調査及び校長を交えたインタビュー調査を実

施し、それぞれ、充実に向けて取り組むべき視点を示した。 

最後に、今後の課題として、様々な実践の蓄積、児童生徒や保護者の思いを踏まえた検

討、実践の質・成果や評価についての検討、副次的な籍の展開、ＩＣＴを活用した取組の

展開、校内における共に学ぶ活動の充実等を挙げた。 

  

【キーワード】 

交流及び共同学習、保護者の意識・思い、居住地校交流、副次的な籍、中学校内における

交流及び共同学習 
 

【成果の普及】 

本研究の成果の一部は、静岡県主催の成果普及のためのフォーラムにおいて報告した。 

今後、研究成果報告書の Web サイトへの掲載等のほか、日本特殊教育学会等の関係学

会における発表・シンポジウム、本研究所の専門研修等における講義や協議、都道府県

をはじめ各自治体等の研修、各地の校長会、各地の特別支援連携協議会等において活用

し普及を図る予定である。 
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静岡県「交流籍」を活用した交流及び共同学習ガイドブックの内容充実 
 

紅林 亜朋（静岡県立吉田特別支援学校） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

 「『交流籍』を活用した交流及び共同学習」について、実際の取組から各関係機関の役割と連携、充

実した取組のための工夫や課題を現場の教師から情報収集する。その後、「『交流籍』を活用した交流

及び共同学習」の意義や好事例を整理し、静岡県が発行している「『交流籍』を活用した交流及び共

同学習」ガイドブック（以下、ガイドブックという）に反映し、その内容充実を図ることを目的とした。 

 

２．方 法 

「『交流籍』を活用した交流及び共同学習」における静岡県内の取組を情報収集するため、各関係

機関の役割と連携や充実した取組のための工夫や課題などについて、静岡県教育委員会から許可を

得た４校の特別支援学校で、居住地校交流を推進している教師にインタビュー調査を実施した。 

加えて、インタビュー調査で得られた情報を中心に、静岡県特別支援学校校長会のアンケート結果、

文部科学省の資料、国立特別支援教育総合研究所の研究成果、静岡県教育委員会のこれまでの取

組などの情報等も含め、ガイドブックの項目ごとに内容を吟味し、ガイドブックへの反映を行った。 

 

３．研究の結果と考察 

調査を行った特別支援学校においては、居住地校交流への取組の展開の仕方に大きく二つのパタ

ーンがあった（図１）。また、学区内の地域性や家庭の生活スタイルを意識することの大切さ、居住地校

交流におけるインターネットを活用したオ

ンラインの可能性についても見出すこと

ができた。さらに充実した居住地校交流

の実施には、児童生徒、保護者を中心

に、県教育委員会、市町教育委員会な

どの行政機関、特別支援学校、小・中学

校それぞれの管理職、特別支援教育コ

ーディネーター、担任が、それぞれの役

割を担って居住地校交流を作り上げるこ

とが大切であることがわかった。 

 

４．成果の活用 

 令和２年度末にオンラインで開催された「地域実践研究フォーラム in 静岡」において研究成果を報

告し、研究成果報告書を静岡県教育委員会と調査に協力いただいた特別支援学校に提出した。さら

に修正版ガイドブックを静岡県教育委員会に提出した。具体的なエピソードを盛り込んだ修正版ガイド

ブックが、実際に居住地校交流に取り組む関係者にとって、「どのように考え、計画したらよいか」「どの

ように理解啓発を行ったらよいか」等について検討を行うための一助になることが期待される。 

 

導入期 充実期 発展期

組織的な取組からの
パターン

個別の取組からの
パターン

赤丸は個々の居住地校交流、青丸は仕組みや体制を表している。
線の太さはそれぞれの充実度（点線→細線→太線の順）を表している。

個のニーズ ⽬標
学習内容 かかわり

まず重視

仕組み
組織 まず重視

24

図１ 取組の展開の仕方 二つのパターン 
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横須賀市の中学校における交流及び共同学習の充実に関する研究 

三浦 千夏（神奈川県横須賀市教育委員会） 

 

１．研究の趣旨及び目的 

インクルーシブ教育システムを構築し、多様な教育的ニーズのある子どもの学びを保証する学校づく

りを進めるためには、交流及び共同学習の充実が不可欠であるが、学校現場では十分な対応がされ

ているとは言い難い現状がある。そこで、横須賀市 23 校の中学校特別支援学級における交流及び共

同学習の実態を明らかにし、各校の交流及び共同学習の現状から見えてきた課題を分析、整理する。

横須賀市における中学校の現状や生徒の実態を踏まえ、生徒本人及び保護者のニーズに寄り添った

多様で柔軟な交流及び共同学習の在り方を提示することを本研究の目的とした。 

 

２．方 法 

横須賀市全ての中学校 23 校において、リーダー的役割を担っている特別支援学級担任を対象にし

た質問紙調査を実施。続いて、質問紙調査の結果から交流及び共同学習について特徴のある取組を

している学校を抽出し、同意の得られた横須賀市の中学校（３校）を対象にした、学校長及び特別支

援学級担任へのインタビュー調査を実施して情報の収集、課題等の分析を行った。 

  

３．研究の結果と考察 

交流及び共同学習の授業による成果について、質問紙調査で最も多かった回答は、「特別支援学

級の生徒が周囲の状況（相手や場所）に応じた、自分の立ち振る舞いを考えられるようになった」であ

った。インタビュー調査を実施した学校においては、学校全体が落ち着いて、特別支援学級の生徒を

交流学級で受け入れる体制が構築されており、学校長が特別支援教育を学校経営の目標の柱に据

え様々な取組をしている現状があった。このことから、交流及び共同学習の充実には、学校マネジメン

トが重要であることが推察された。教科等の専門性のある教員が特別支援学級の授業を受け持つこと

は中学校特有の状況で、教員が特別支援学級の生徒の実態を理解する上でも有効である。しかし、

全教科担任が特別支援学級の生徒のねらいや手立てを明確にした上で授業を行うことは難しい状況

であり、この点を解決する手立てとして、個別の指導計画等に特別支援学級の生徒のねらいや合理的

配慮等を明記し、それを教員間で共有することが有効であると推察された。また、特別支援学級の生

徒が交流及び共同学習を実施していく際には、学習支援や準備物等の情報の整理と併せ、交流を「さ

せられている」意識にならないような心理的な面での支援も必要である。特に中学校においては、高等

学校等への進学についても考慮し、交流および共同学習の教科を選ぶ必要性があり、保護者の願い

や本人の意思が一致していないことが交流及び共同学習の課題になっているケースもあることが推察

された。なお、個別の指導計画については、各学校で様式が異なり、合理的配慮に関する記載の枠が

設けられていない、生徒のねらいが大雑把である等が課題であり、個別の指導計画の様式や書き方に

ついて指針を示していくことが今後の横須賀市に求められているものと考えられる。 

 

４．成果の活用 

交流及び共同学習の充実を図っていく上で特徴ある取組を行っている学校の工夫を全ての学校に

提示すると共に、個別の指導計画を教員間で共有する学校体制を構築し、特別支援学級の生徒のね

らいや合理的配慮等に応じた、多様で柔軟な交流及び共同学習の充実を図っていきたい。 
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令和２年度地域実践研究事業報告書 

地域におけるインクルーシブ教育システムの推進 

 

         

独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所 理事⻑ 宍⼾ 和成 

 

         令和３年５⽉ 

著作 独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所 

            インクルーシブ教育システム推進センター 

発⾏ 独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所 

              〒239-8585 

             神奈川県横須賀市野⽐ 5 丁⽬ 1 番 1 号 

             TEL︓046-839-6803 

             FAX︓046-839-6918    

                        https://www.nise.go.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 

     インターネットによる講義配信 
  

NISE 学びラボ  
  

       ～ 特別支援教育eラーニング ～ 

2020年4月1日 リニューアルしました！ 

スマートフォンやタブ
レット端末にも対応 

•多様な利用環境で、より視聴しやすくなりました！        
パソコン、スマートフォン、タブレット端末から、ほとんどの利用環境で無料で視聴できます。より操作し

やすく、視聴しやすい画面設定になりました。 

Check1 

☑ 

•教職員等の主体的な学びを支援します！              
120以上の講義コンテンツや、複数の講義コンテンツを組み合わせた研修プログラムから、ご自身の

ニーズに応じた学習ができます。また、受講状況や視聴履歴が確認できます。 

Check２ 

☑ 

•団体登録により研修プログラムが設定できます！                    
教育委員会等の機関が主催する研修等で、受講者のニーズに合わせて複数の講義コンテンツを

組み合わせた研修プログラムが設定できます。修了者には視聴証明書を発行します。 

Check３ 

☑ 

NISE 学びラボ 

 

 

  

いつでもどこでも
特別支援教育に
ついて無料で学
ぶことができます 

    URL :  https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online 

特総研 
資料７



新システム NISE 学びラボ の視聴方法  

 

 

１．ログイン画面 
 付与されているIDとパスワードでログインします。  

初めての方は、画面右「利用申請」から利用申請を行ってください。 

 

 

団体申込みも可能になりました！ 
詳細は a-manabilabo@nise.go.jp まで 
 ２．コンテンツの選択 

 

 
 

 

コンテンツ一覧から視聴したい講義のコンテンツを選択します。 
 

ログイン後のホーム画面です。 

「コンテンツ一覧」のボタンを押します。 

 

 

120以上の講義コンテンツが、 「分類」→「コース」 →「コ

ンテンツ」という階層で整理されています。それぞれの階層

リストから興味のある内容を選び、視聴したいコンテンツを

選択します。 

分類 コース コンテンツ 

他にもこんな機能が・・・ 
   ☑ 「研修プログラム」では、受講者のニーズに応じて系統的に学べるコンテンツを提案しています。 

   ☑ 「受講状況」では、受講者自身がこれまでに視聴したコンテンツを確認することができます。 

        

       リニューアルした         NISE 学びラボ を、是非ご活用ください！ 

 
                お問い合わせ先: NISE学びラボ担当 a-manabilabo@nise.go.jp  



発達障害教育推進センター 

  

 発達障害に関する最新情報や国の動向等について、インターネットを通じて幅広く
国民に提供するとともに、教育実践セミナーや地域理解啓発事業等を展開し、発達
障害教育に関する理解推進と実践的な指導力の向上を図ります。 

 発達障害のある子供のライフステージに応じた一貫した
支援体制の構築を推進することを目的として、教員や
教育委員会等の関係者に対し、最新情報の提供や実践
事例の報告、研究協議等を行い、発達障害教育への
理解推進と実践的な指導力の向上を図っています。 

 保護者と関係機関(教育、福祉等)が連携した、切れ目
のない地域支援体制の構築を推進することを目的として、
各地域のニーズに応じ、心理的疑似体験や展示等、
地域住民の発達障害に関する理解を深める活動を、
各自治体と協働で実施しています。 

Webサイトによる情報提供 発達障害教育実践セミナー 

発達障害地域理解啓発事業 

研修講義の配信（You Tube） 

発達障害教育推進センター展示室 

http://icedd.nise.go.jp 

 発達障害に関する理解の促進、適切な対応や支援の
充実を目的として、パネル展示や参考図書・映画の紹介、
Webサイトに掲載している教材・教具等の展示を行って
います。心理的疑似体験ができるコーナーもあります。 

 これらの事業の実施にあたっては、都道府県や市町村の教育委員会及び教育センター、 
厚生労働省の発達障害情報・支援センター、発達障害者支援センター等とも連携しています。 

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 
特総研 
資料８



授業中に落ち着きが
ない･･･ 。

みんなの輪の中になかなか
入りにくそう･･･。

書くのが苦手で困って
いるみたい･･･。

特別支援教育の研修
素材がほしい･･･。

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所（NISE）

インクルーシブ教育システム推進センター
〒239‐8585 神奈川県横須賀市野比５丁目１番１号 電話：046‐839‐6803（代表）

http://inclusive.nise.go.jp/ 

インクルーシブ教育システム構築支援データベース

2021.4

559事例を収録
(2021年４⽉現在)

「合理的配慮」実践事例データベース

そんなときは、
すぐに検索を！

インクルDB

詳しくは
裏へ！

特総研 
資料９



｢合理的配慮｣実践事例デｰタベｰスの使い⽅

事例のダウンロード画面

※合理的配慮
障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するた
めに、学校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。学校教育を受ける場
合に個別に必要とされるものです。

合理的配慮が
具体的に紹介され
ている！

基礎的環境整備
も詳しくわかる！

印刷して研修教材
としても使える！

条件をチェック
して検索！

気になる事例の詳細を
クリックしてダウンロード！

合理的配慮の情報が満載！
合理的配慮を考える参考に！

インクルDBには、交流及び共同学習の取組事例やデータベースを
活用した研修例についても、掲載しています。



特総研 
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独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所

iライブラリーとは
“障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を実現する
さまざまな教育支援機器やソフトウエアに関する展示室”です。

［ iライブラリーの役割 ］
国立特別支援教育総合研究所が開発した，あるいは開発に協力した教育支援機器
やソフトウエア，市販品を紹介しています。

［ バーチャルツアー］　http://forum.nise.go.jp/ilibrary/

iライブラリー展示室をパノラマ写真で体感することができます。
パソコンやタブレット，スマートフォンからも閲覧可能です。

NISE

ライブラリーライブラリー
教育支援機器等展示室

表紙
特総研 
資料１１



 

 

                                         

                                                           

                                                           

 

 

◇京急久里浜駅から「久里浜医療センター」行きバスで約 15分 
「国立特別支援教育総合研究所」下車 
◇京急久里浜駅・JR久里浜駅から「野比海岸」行きバスで約 20分 

終点「野比海岸」下車、徒歩 5分 

◇YRP野比駅から徒歩 20分 

◆駐車場有（なるべく公共交通機関をご利用ください。） 

申込は裏面へ 

先着 200名 

入場 無料 

 

 

来てよし 

見てよし 

実 施 内 容 

教材・支援機器の展示・実演
 

研究内容の紹介
 

障害者スポーツ体験
 

配 信 内 容 

特総研の活動紹介

オンライン 

会 場 

＊会場とオンラインの内容は異なります。 

会場 

とくそうけんキッズルーム



 

研究所公開の主な催し 

来場いただく際は、事前にお申込みください。 

障害者スポーツを体験 
してみよう 

〜シッティングバレーボールを通して〜 

障害者スポーツの１つであるシッティングバレー

ボールは、臀部を床に着けたまま行うバレーボール

です。特総研の体育館で、体験してみませんか。 

＊動きやすい服装で 

参加ください。 

生活支援研究棟見学ツアー 

 盲ろうを中心とした障害のある子どもの生活環境

に様々な工夫を提案する生活支援研究棟は、本年度

リニューアルしました。生活支援研究棟をツアーで

紹介します。 （所要時間 30 分程度、各回定員１０名） 

 

午前の部 

１回目：１０時１５分～ 

２回目：１０時５０分～ 

３回目：１１時３０分～ 

午後の部 

４回目：１３時１０分～ 

５回目：１３時４５分～ 

６回目：１４時２０分～ 

＊整理券配布時間 

午前の部：１０時～ 

午後の部：１２時～ 

会場 会場 

ICT 機器の活用体験 

ＩＣＴ機器を活用して、特別支援教育の現場での

使い方を紹介します。 

（所要時間 30 分程度、各回定員１５名） 

 

午前の部 

１回目：１０時１０分～ 

２回目：１０時５５分～ 

３回目：１１時３５分～ 

午後の部 

４回目：１３時０５分～ 

５回目：１３時４５分～ 

６回目：１４時２５分～ 

＊整理券配布時間 

午前の部：１０時～ 

午後の部：１２時～ 

会場 

＊本事業は、令和４年度障害者週間キャンペーン YOKOSUKA に参画しています。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況により、来場をご遠慮いただく場合がございます。 

＊会場にお越しいただく際は、本研究所がホームページでご案内している「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのガイドライン」を 

遵守ください。 

＊本研究所職員が撮影した映像及び写真は、資料や広報物等に掲載し公開する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

地元とコラボ！特総研の施設
を紹介します。 

来場のお申し込みは、こちら 
https://www.nise.go.jp/nc/laboratory_release 

【問い合わせ先】 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 担当：広報係 

ＴＥＬ：０４６－８３９－６８０３ 

オン 

ライン 

催しは、他にもたくさんあります。詳細は、ホームページでご案内します。 

とくそうけんキッズルーム 

みんな友達！ 知ろう 学ぼう 考えよう 

オン 

ライン 

筑波大学附属久里浜特別支援
学校幼児児童の作品展示 

会場 



日時

令和４年11月30日(水)11時～17時

参加形式
Zoomミーティング（定員250名） または YouTube（定員なし）

お問い合わせ先

対象者
関東甲信越ブロック内の

特別支援教育にかかわる

教育関係者、保護者等

※グループ協議・情報交換は
教育関係者のみ

対象都県：

茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、山梨県、

長野県

主催
独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

後援
文部科学省

プログラム

11：00～12：00 「オンラインでのICT教材展示・ICT教材活用体験」

講師：(独)国立特別支援教育総合研究所 主任研究員 織田 晃嘉

13：00～13：05 開会式

13：05～13：35 「インクルーシブ教育システムについて」

講師：(独)国立特別支援教育総合研究所 インクルーシブ教育システム

推進センター 上席総括研究員(兼)センター長 久保山 茂樹

13：35～14：25 「学校現場における組織的なICT活用の実際について」

講師：(独)国立特別支援教育総合研究所 特任研究員 青木 高光

14：40～15：10 「つくば市立学園の森義務教育学校の組織的なICT活用」

講師：つくば市立学園の森義務教育学校 教諭 大山 喜裕 氏

15：10～15：40 「茨城県立協和特別支援学校の組織的なICT活用」

講師：茨城県立協和特別支援学校 校長 塩畑 道代 氏

15：40～15：50 講評：(独)国立特別支援教育総合研究所 特任研究員 青木 高光

16：05～16：55 「特別な教育的ニーズのある子供１人１台端末に関する組織的な

取組の現状と課題」

グループ協議・情報交換等 ※教育関係者のみ

16：55～17：00 閉会式

参加申込方法

右のQRコードを読み取り、アクセスしてください。

以下のURLからもアクセスできます。

https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar/r4kk

申込期限 令和４年11月４日(金)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 特別支援教育推進セミナー関東甲信越ブロック担当

Eメール v-2022kk@nise.go.jp Webサイト https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar

令和４年度

特別支援教育推進セミナー
関東甲信越ブロック

学校現場における組織的なICT活用の実際



日時

令和4年12月8日(木)13時～17時

参加形式
第1部：Zoomウェビナー（定員 450名）

定員を超えた方はYouTubeになります（定員なし）
第2部：Zoomミーティング（定員 250名）

お問い合わせ先

対象者

第１部：近畿ブロック内の

教育関係者、福祉関係者、

保護者等

第２部：近畿ブロック内の

教育関係者

対象府県：

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県

主催
独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

後援
文部科学省

プログラム
第１部

13：00～13：05 開会式

13：05～13：35 「インクルーシブ教育システムについて」

講師：(独)国立特別支援教育総合研究所

インクルーシブ教育システム推進センター 総括研究員 伊藤 由美

13：35～14：00 「成人期を迎えた当事者の保護者として(仮)」

講師：通級を利用した児童生徒の保護者の方

14：10～14：40 「通級指導担当者の立場から(仮)」

講師：池田市立呉服小学校 教諭 松原 一恵 氏

14：40～15：10 「発達障害者支援センターによる支援と連携の実際(仮)」

講師：ひょうご発達障害者支援センタークローバー 所長 和田 康宏 氏

15：20～15：50 「さまざまな連携機関のサービスと学校との連携のポイント(仮)」

講師：兵庫教育大学発達障害支援実践コース 教授 宇野 宏幸 氏

第２部

16：00～16：55 「保護者や関係機関との連携による発達障害のある子供の理解と支援」

グループ協議・情報交換等

16：55～17：00 閉会式

参加申込方法

右のQRコードを読み取り、アクセスしてください。

以下のURLからもアクセスできます。

https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar/r4ki

申込期限 令和４年11月４日(金)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 特別支援教育推進セミナー近畿ブロック担当

Eメール v-2022ki@nise.go.jp Webサイト https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar

令和４年度

特別支援教育推進セミナー
近畿ブロック

保護者や関係機関との連携による発達障害のある子供の理解と支援



日時

令和４年12月9日(金)13時～17時

参加形式
Zoomミーティング （定員250名） または YouTube（定員なし）

お問い合わせ先

対象者
東海・北陸ブロック内の

特別支援教育にかかわる

教育関係者、保護者、

一般の方

対象県：

富山県、石川県、福井県、

岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県

主催

独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

後援
文部科学省

プログラム
13：00～13：05 開会式

13：05～13：35 「インクルーシブ教育システムについて」

講師：(独)国立特別支援教育総合研究所 インクルーシブ教育システム

推進センター 上席総括研究員(兼)センター長 久保山 茂樹

13：35～14：15 「岐阜県におけるインクルーシブ教育システム推進の成果と課題」

講師：岐阜大学 名誉教授 池谷 尚剛 氏

14：25～14：45 「岐阜県におけるインクルーシブ教育システム推進について」

講師：岐阜県教育委員会特別支援教育課 指導主事 武藤 真理 氏

14：45～15：45 実践発表①

１．「岐阜県における居住地校交流」

講師：岐阜県教育委員会特別支援教育課 指導主事 有志 智和 氏

２．「共に学び、互いに成長し合える交流であるために」

講師：岐阜県立岐阜聾学校 教諭 松原 多香音 氏

３．「居住地校交流の実践の具体」

講師：本巣市立席田小学校 教諭 川瀬 真弓 氏

実践発表②

１．「岐阜県における高校通級の概要」

講師：岐阜県教育委員会特別支援教育課 指導主事 宮脇 智之 氏

２．「高校通級の実践」

講師：岐阜県立東濃高等学校 教諭 小林 久範 氏

15：55～16：55 「地域におけるインクルーシブ教育システムの推進ー共生社会の実現に向けてー」

グループ協議・情報交換等

16：55～17：00 閉会式

参加申込方法

右のQRコードを読み取り、アクセスしてください。

以下のURLからもアクセスできます。

https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar/r4th

申込期限 令和４年11月４日(金)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 特別支援教育推進セミナー東海・北陸ブロック担当

Eメール v-2022th@nise.go.jp Webサイト https://www.nise.go.jp/nc/snep-seminar

令和４年度

特別支援教育推進セミナー
東海・北陸ブロック

地域におけるインクルーシブ教育システムの推進
ー共生社会の実現に向けてー



特別支援教育リーフは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を

担当する先生、特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向

けて、障害のある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び充実した学校生活を

送れるようになるためには、どのように取組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとな

る内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載しています。

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所（NISE）

情報・支援部
〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５丁目１番１号

電話：046-839-6803（代表）

https://www.nise.go.jp/nc/report_material
/research_results_publications/leaf_series

2022.9

特別支援教育リーフ
シリーズ

初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生へ

特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生へ

リーフシリーズ



各シリーズのコンセプト

特別支援教育リーフは、それぞれの号のねらいや
主な内容によって、次のようなシリーズ構成で
順次刊行します。

①「まずはここから」シリーズ
②「こんな子いませんか？」シリーズ
③「こんな取組、してみませんか？」シリーズ

２～３ページは、10～15分程度で読むことができます。
このページだけでも是非、お読み下さい。

ダウンロードはこちらから→

対 象：通常の学級の担任や特別支援学級の担任(号によって異なる)

ねらい：学習上・生活上の困難さがある児童生徒が、より充実
した学校生活を送ることができるよう、実際の授業や
指導・支援で活用できる取組や知っておくと良い情報を
紹介、提案する。

対 象：主に特別支援学級の担任（号によっては通常の学級
の担任や通級による指導の担当）

ねらい：特別支援教育の経験の浅い教員が、特別支援教育を
構成する基本的な事柄を理解する契機とする。る。

対 象：主に通常の学級の担任
ねらい：通常の学級に在籍する児童生徒に見られる、障害に

起因することが気付かれにくい（教師が気付きにく
い）状態について理解し、その改善のための具体的
な支援を考えていく一助とする。

リーフシリーズ

A３サイズ 見開き４頁の構成

１ページ 表紙

２ページ上部 要旨とポイント

２ページ下部
～３ページ

この号で取り扱うテーマについて、まず
知ってほしいことや気づいてほしいことの
説明

４ページ より深く理解するために役立つ情報



 
※最新版は

https://www.nise.go.jp/nc/report_material/research_results_publications/leaf_series 

から直接ダウンロードできます。 

 

特別支援教育リーフ Vol.1 

 
ここからはじめてみよう、特別支援学級 
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特別支援教育は「特別な教育」か？ 

皆さんは、特別支援学級の担任を務めることになったら、どのように思われますか。「特別

支援教育には高い専門性が必要そうだが、務まるだろうか」などと思われるかもしれません。

確かに、障害についての理解や、各障害に応じた学習方法についての知識などが必要とされ

るでしょう。しかし、それだけではありません。特別支援学級の担任に求められる最も大切

なことは、一人一人の子供がどのようなことに興味や関心があるか、得意なことや苦手なこ

とは何かなどを学校生活の中で把握することです。 

皆さんは、今までの授業の中でも、一人一人の子供の様子を丁寧に見取ってきたのではな

いでしょうか。おそらく、どの先生も子供の学習の様子を考えずに画一的に授業を進めては

いなかったはずです。うまくいかない子供に別の見方から考えるような声掛けをしたり、課

題に取組みやすくなるような教材・教具を用意したりするなど、子供が学習する上で悩んだ

り、困ったりしていることに対して、その子供に応じた取組みを工夫されてきたのではない

でしょうか。まさに特別支援教育は、このような取組みです。 

特別支援学級での教育は、これまで行ってきた教育と全く別の教育ではないですし、これ

までなかなか十分に取り組めなかった一人一人に応じた指導が存分に行える場でもあります。

これまで経験したり、学んだりしてきたことを大切にして特別支援学級の担任に臨んでみて

ください。 

 

一人一人に合った学びを考える 
特別支援教育では、障害による特性を理解し、その特性に応じた学習方法についての

知識などが必要とされますが、それだけで成り立つものではありません。目の前の子供

一人一人に合った学習活動を考えていくことが何よりも大切で、これは、これまで先生

方が通常の学級で、それぞれ子供の学習の進め方やつまずきなどに合わせた指導や支援

をしてきた経験が生きるものです。このような意味で、「特別支援教育」は「特別な教

育」ではないのです。 

 

◆「特別支援教育」を「特別な教育」と考えず、これまでの経験を生かして、目

の前の子供一人一人に合った学習活動を考えましょう。 

◆特別支援学級で経験を積むことで、多様な子供たちに対して、対応できる方法

をこれまで以上に身に付けることもできます。 



どのように取り組んでいくのか 

 特別支援学級の担任になったら、まずは、目の前の子供がどのようなことに関心があり、

どういうことを苦手にしているのか？何が上手くいかないのか？どうすれば上手くいくの

か？実際の活動の中でよく見て捉えるようにしましょう。そして、子供一人一人に合った学

びの方法がないか、色々と取り組んでみましょう。 

 例えば、このようなエピソードがあります。特別支援学級での授業中、先生の問いかけに

うまく答えられない子供に対し、ゆっくり話したり、表情を豊かに話したり、同じ指示を繰

り返し言ったりするなどの様々な工夫をしたのですが、なかなか理解が進まなかったそうで

す。ところが、ある時、音声に加えて、問いかけを文字で書いたものも示したところ、子供は

答えるようになったそうです。また、別のエピソードとして、自分の感情を言葉で言い表せ

ない子供が、ある時、友達との遊びの中で、友達の顔を見て、「嬉しい」「悲しい」などの感情

を表す顔の絵を指していました。そこからヒントを得て、国語の時間に物語の登場人物の気

持ちを聞くときなどに、感情を表す顔の絵を提示したところ、教師に少しずつ伝えられるよ

うになったそうです。 

このような試行錯誤をすることで、子供一人一人に合った学習活動を進めていくヒントが

得られることと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級の担任を経験することで 

 特別支援学級では、少人数の子供と密接に関わることができ、担当した子供の成長や可能

性を身近に感じることができます。そのことは、教師として大きな喜びでしょうし、教師と

しての成長にもつながります。例えば、ある先生からこのような経験を聞きました。「昨年度、

通常の学級の担任をしていたのですが、算数の時間に文章問題で問われている内容を理解で

きない子供への指導に悩んでいたときに、特別支援学級を担任するA先生から『文章問題に

書かれている内容を絵に描いてイメージをもたせてみては？』とのアドバイスを受け、その

方法を実践したら、子供が文章問題を理解できるようになってきて、A 先生に感謝したこと

がありました。」この A 先生のように特別支援教育の経験を積むことで、障害のある様々な

子供たちに対応する方法が身に付き、やがて、障害以外にも様々な困難のある子供一人一人

について、理解を深めながら教育を進めていくことにつながることでしょう。 

特別支援学級で行う教育は、これからの学校教育が目指す「個別最適な学び」に相通ずる

ものです。これまでの経験を大切にしながら、障害のある子供の成長のため、子供の思いに

寄り添って一つ一つ学んでいきましょう。特別支援学級の担任の経験は、皆さんのこれから

の教員生活に大きな意義のあるものとなるでしょう。 

うれしい おこる 

かなしい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考情報＞ 

○静岡県総合教育センター「特別支援学級スタートブック ゆったり構えて 元気よく 根気よく」 

 https://www.center.shizuoka-c.ed.jp/files/tokushistarta.pdf 

まず、これからの心構えとして４ページを読んでみてください。また、時期によってどのページから見れば

よいか示されていますので、それを目安に読むのも良いでしょう。 

○和歌山県教育センター学びの丘「初めて特別支援学級を担当する先生のためのスタートガイド」 

 http://www.manabi.wakayama-c.ed.jp/tokusi/tokusi.html 

初めて特別支援学級を担当する先生が、新年度の準備や新年度に行う一連のことが示されています。また、

教室づくり（３～４ページ）では具体的な図や写真が掲載されて、参考になります。 

○鹿児島県総合教育センター「初めての特別支援学級担任のための『特別支援学級』Q&A」 

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/curriculum/tokusikyou/q%20and%20a/tokutan%20q%20a

nd%20a.pdf 

Ｑ＆Ａ形式で各項目１～２ページにまとまられていて、必要なことを素早く確認できるよう示されていま

す。 

 

      

★ＮＩＳＥのホームページ 

https://www.nise.go.jp/nc/ 

☆さらなる理解のために☆ 

特別支援学級の担任として少しずつ知っておきたいこと 

  特別支援学級の担任になったら、最初に、どのようなことを知っておくとよいのでしょう

か。まずは、それぞれの子供に合った学びを考えるために、障害の特性について理解すること

が大切になります。障害の特性により、学習場面で様々な「つまずき」が生じる子供たちがい

ます。そのつまずきや困難さに気付くには、先生ご自身が子供をよく見ていくのに加え、それ

ぞれの地域の教育委員会や教育センターが発行している様々なガイドや指導資料を見てみると

よいでしょう。特別支援学級の学級経営についても同様です。これらのガイドや指導資料は、

webページ等から無料で手に入れることができます。＜参考情報＞に掲載したものを参考に

するのもよいでしょう。 

  そして、特別支援学級に在籍する子供の指導や支援で困ったことがあったら、一人で悩ま

ず、以前その子供を担当したことのある先生や、校内で支えてくれる役割の方に質問したりし

てみると良いでしょう。各学校には、多くの場合、以下のような職が置かれ、体制が敷かれて

いるでしょう。 

  ・特別支援教育コーディネーター（教員の校務分掌上の役職です。） 

・特別支援教育支援員（教員以外が担当しています。） 

  ・校内委員会（特別支援教育に関する校内の組織です。） 

編集 情報・支援部 

   ＴＥＬ 046-839-6803 

      初版発行 令和４年８月 

https://www.center.shizuoka-c.ed.jp/files/tokushistarta.pdf


       
 

※最新版は、 

https://www.nise.go.jp/nc/report_material/research_results_publications/leaf_series 

から直接ダウンロードできます。 

 

 

特別支援教育リーフ Vol.２ 

  
障害のある子供も共に楽しむ体育の授業 
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体育に積極的でないのは、運動が嫌いだから？ 

通常の学級における体育の授業で、障害のある子供が活動に参加できていなかったり、戸

惑っていたりすることはありませんか？ 

体育は「同じ道具を使って」「みんな平等に」「共通のルールで」授業を行うことが多いと思

います。しかし障害のある子供の中には、私たちがイメージすることのできない戸惑いや不

安を感じていることがあります。例えば、ボールが怖かったり、友達と一緒に動くことが難

しかったり、先生から示された内容が理解できなかったりと、他の子は分かっていたり、で

きたりすることが極端にできないことがあります。そのような子供に他の子と同じルールや

道具を適用しても、子供の主体的に学習に取り組む態度を育てることは難しいでしょう。そ

れどころか、運動やスポーツに対して苦手意識をもってしまう可能性もあります。 

 

「アダプテッド・スポーツ」の視点による体育の授業づくり 

運動が苦手な子供に配慮することや、誰もが楽しく参加できるようにルールを工夫するこ

とは、学習指導要領においても示されています。それでは、障害のある子供が主体的に参加

でき、運動の楽しさに気付いたり運動への興味や関心を高めたりするためには、どのような

工夫が必要となるでしょうか。ここで参考になるのが「アダプテッド・スポーツ」です。「ア

ダプテッド」とは簡単に言うと、スポーツを「する人に合わせる」ということです。スポーツ

をする人がどのような特性にあるかを知り、その人がどうしたらスポーツや体育を楽しむこ

とができるか、その方法が「アダプテッド」という言葉に含まれています。 

実際に体育の授業で考えてみましょう。体育の授業の中で見られる障害のある子供の困り

ごとのバリアにはいろいろあると思いますが、ここでは「もの」「人」「ルール」の３つに分け

て考えてみます。 

 

運動が好きになる体育の授業づくりのヒント 
障害のある子供は、通常の学級において皆と一緒に体育の授業に取り組むことが困難

なことがあります。障害が起因となる様々な「バリア」を取り除くためには、体育をす

る子供に合わせた授業づくりが必要となりますが、そのためには「アダプテッド・スポ

ーツ」の視点が有効となります。体育の授業において、既成の概念やルール、使用する

道具を子供に合わせて柔軟に変更や修正をすることで、豊かなスポーツライフを実現す

るための資質・能力の育成が期待できます。 

 

◆障害のある子供にとって、既存のルールや道具のみを用いて行われる体育の授業で

は、様々な学習上の困難さが生じます。 

◆障害のある子供が主体的に体育の授業に参加できるようになるためには、ルール等を

子供側に合わせる「アダプテッド・スポーツ」の視点が有効です。 



① もの 

体育で使う用具や授業環境が、障害のある子供にとって使いにくかったり、アクセスしに

くかったりするようなことです。 

② 人 

友達とうまく教え合いや支え合いができなかったり、支援員や学習ボランティア、協力教

員の配置ができなかったり、指導者間の連携がとれなかったりするようなことです。 

③ ルール 

授業の中で、達成しなければならない課題や、守られなければならない指示などが分から

なかったり、難しすぎたり（逆に簡単すぎたり）するようなことです。 

 

バリアが何かが分かれば、それを変更したり、修正したり、何かを加えたり、減らしたりす

ることで解決できるかもしれません。それが「アダプテッド」です。下の図を参考にしてくだ

さい。 

 
※「障害のある子どもがいる体育授業のためのガイドブック（筑波大学」のものを一部改変して掲載 

 

生涯にわたる豊かなスポーツライフを目指して 

体育科・保健体育科は「生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを

実現するための資質・能力を育成する」ことを目指します。第３期スポーツ基本計画でも「生

涯にわたって運動・スポーツを継続したい子供の増加」を目標としています。子供は本来、体

を動かすことが大好きです。既存の形や経験にとらわれず、目の前の「子供」に合わせて、も

のやルール、方法を変更・修正・加減する「アダプテッド」の視点を体育の授業づくりに取り

入れてみてはいかがですか？このように一緒に楽しく運動やスポーツをする経験は、すべて

の子供にとって、多様性に富んだ共生社会の形成に役立つことでしょう。 



 

 

 

 

 

 

 

※「障害のある子どもがいる体育授業のためのガイドブック（筑波大学）」のものを一部改変して掲載 

＜参考情報＞ 

・障害のある子どもがいる体育授業のためのガイドブック．スポーツ庁委託事業令和３年度「障害者スポーツ

推進プロジェクト（地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境の整備事業）」成果報告書別冊，筑波

大学，2022 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20220510-spt_kensport01-000022439_3_3.pdf 

・教養としてのアダプテッド体育・スポーツ学, 齊藤まゆみ（編著），大修館書店， 2018 

 

本号は、筑波大学体育系教授の齊藤まゆみ先生と一緒に作成しました。 

 

★ＮＩＳＥのホームページ 

https://www.nise.go.jp/nc/ 

編集 情報・支援部 

   ＴＥＬ 046-839-6803 

      初版発行 令和４年８月 

☆さらなる理解のために☆ 

〇子供の数だけあるアダプテッド 

「アダプテッド」には明確な答えがある訳ではありません。子供の数だけアダプテッドもあると

いうことになります。障害があるから「アダプテッド」するのではなく、スポーツや体育をする上

でニーズがあるから「アダプテッド」するのです。 

〇アダプテッドするためのヒント！ 

何を変更するのか、何を修正するのか、何を加えたり、減らしたりするとよいか迷ったら、以下

の図を参考に、「アダプテッド」してみてください。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20220510-spt_kensport01-000022439_3_3.pdf


 

 

 
 

※最新版は 

https://www.nise.go.jp/nc/report_material/research_results_publications/leaf_series 

から直接ダウンロードできます。 

 

特別支援教育リーフ Vol.3 

 
学習や生活を豊かにする ICT 

 

 

 

 

 
 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

 

https://www.nise.go.jp/nc/report_material/research_results_publications/leaf_series


 

≪読む≫先生の話を聞いて理解

できるが、教科書の文章を読んで

理解することは難しい 

タブレット型端末の読み上げ機能を使って

音声で文章を耳から聞くことで学習内容が

理解できるようになりました 

≪書く≫板書をノートに書くこ

とに時間がかかり、話し合いや

考えるための余裕がない 

タブレット型端末のカメラ機能を使って板

書を写真として記録することで、書くこと

への負担が軽減し、話し合いや考えるため

の余裕ができました 

≪伝える≫文字を書くことに時

間がかかり、文字で思いや考え

を伝えることが難しい 

キーボード入力、音声入力などの方法を使

うことにより、積極的に自分の思いや考え

を伝えられるようになりました 

ＩＣＴを使って学習や生活を豊かに 
 

障害のある子供たちの特性は様々ですが、何がうまくできないのか、何につまずい

ているのかをとらえてから活用を考えることで、より効果的な I CT による支援が実

現します。障害特性のために学習を進めていく上で大変な苦労をしている子供たち

が、ＩＣＴを活用することで、学習活動の本来の目的に向かって取り組むことができ

るようになり、さらに学習活動やコミュニケーションの意欲を高めることにもつなが

っていきます。障害のある子供たちにも、ぜひＩＣＴの活用を進めていきましょう。 

 

◆障害のある子供たちにとってＩＣＴは子供たちの努力だけでは解決できないことを

大きく減らして、学習活動やコミュニケーションの本来の目的に集中しやすくする

ためのツールになります。 

◆「何がうまくいっていないのか」「何を目的とするのか」「どのようにＩＣＴを活用

するのか」を考えて取り組むことが、効果的なＩＣＴの活用につながります。 

 

困難さのある子供たちへのＩＣＴ活用 

 GIGA スクール構想の進展により、全国の小学校・中学校等では一人一台端末の整

備が進み、ＩＣＴを活用することは学校の教育活動の一部となりつつあります。ただ、

障害による特性のため、障害のある子供たちにはＩＣＴの使用は難しいと思われてし

まうこともあります。では、そうした子供たちはＩＣＴを使いこなせないのでしょう

か。子供たちの状態は様々ですが、I CTを効果的に活用することで、努力だけでは解

決できない課題を解決したり活動上の苦労を大きく軽減できたりする場合があります。 

学習やコミュニケーションを支えるためのＩＣＴ活用 

障害のある子供たちは、次のようにその特性のために学習活動に参加することやコ

ミュニケーションをとることに困っている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同じように「読めない」「書けない」と見える子供であっても、それぞれの子供の状

態や活動の目的によって、考えられる支援の方法は変わってきます。



≪何がうまくいってないのか≫ 

「黒板の字が見えにくい」「黒板の字が理解できない」「ノートに

目を移す間に書かれている内容を忘れてしまう」「文字を書くことが

難しい」「鉛筆を持つことが難しい」など、考えられる原因はたくさ

んあります。まずはその子は何がうまくいってないのか、何につま

ずいているのかを細かくとらえましょう。 

≪何を目的とするのか≫ 

「板書の時間や負担を減らすことで、話し合ったり考えたりするための余裕を作

る」など、学習活動での子供の本来の目的を考えましょう。 

学習活動でのＩＣＴを活用する目的をはっきりさせることが、ＩＣＴを活用した

支援の第一歩となります。 

≪どのようにＩＣＴを活用するのか≫ 

原因が、「黒板の字が見えにくい」のであれば、タブレット型端

末のシャッター音のしないカメラで撮影した画像を拡大するとい

う支援も考えられます。「文字を書くことが難しい」ということで

あれば、タイピング入力や音声入力、黒板をタブレット型端末の

カメラ機能で撮影するという方法も考えられます。子供の実態を

入り口に、様々な支援方法を検討してみましょう。 

ＩＣＴを活用して、子供たちの努力だけでは解決できない活動を減らすことにより、

子供たちは学習活動の本来の目的に向かって取り組むことができるようになります。

「分からなかった」ことが「分かるようになる」ことは子供たちに「もっとやってみよ

う！」「がんばろう！」という意欲をもたせることにつながります。学習活動やコミュ

ニケーションの意欲をもった子供たちはより積極的に活動に取り組むようになり、さ

らに成長していきます。ＩＣＴは、子供たちが本来もっている可能性を広げることの

できる支援ツールなのです。 

授業本来の目的に向かう余裕を作るＩＣＴ活用 

ＩＣＴは非常に強力な支援ツールになる可能性がありますが、どの子供にも同じよ

うに効果があるわけではありません。子供たちは何がうまくできていないのかをとら

え、ＩＣＴを活用する目的を考え、実際にどのようにＩＣＴを活用していくのかを検

討することで効果的なＩＣＴを活用した支援を行うことができます。「板書が苦手な子

供」を例に説明します。   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

時には、最初に考えた支援方法がうまくいかない場合もあります。その時は「何がう

まくいってないのか」「何を目的とするのか」「どのようにⅠCTを活用するのか」をも

う一度考えることで、支援方法が子供に合っていたのかを再検討し、より効果的な支

援方法を探していくことが大切です。 

このようにＩＣＴを活用することで、子供たちは本来もっている力を十分に発揮し

て学習活動に取り組んだり、コミュニケーションをとったりすることができるように

なります。子供たちのより豊かな学習や生活の実現を目指して、障害のある子供たち

にも、ぜひＩＣＴの活用を進めていきましょう。 



 

☆さらなる理解のために☆ 

まずはＩＣＴを活用してみましょう 

「障害のある子供たちの支援にＩＣＴが有効ということは分かったのですが、どのように授

業等の場面で使ったらよいのかが分かりません」という話をよく聞きます。障害のある子供

たちの特性は様々であり、ＩＣＴを活用する目的も様々です。ある子供に有効だった活用方法

が他の子供には有効でない場合もあります。以下に、特別支援学級での活用を中心に、ＩＣＴ

を活用するための考え方や活用事例についての資料を紹介しますので、それぞれの子供たちに

最適なＩＣＴの活用を考えるための参考にしてください。 

 

 

＜参考情報＞ 

「今日からやってみよう！特別支援学級におけるＩＣＴ活用」（群馬県総合教育センター） 

https://center.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/7421 

 特別支援学級に在籍する子供の特性を生かしたＩＣＴ活用実践例がまとめられています。 

 

「発達障害のある子供たちのためのＩＣＴ活用ハンドブック」（文部科学省委託事業）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm 

発達障害のある子供たちの障害特性や困難さ、それらに応じたＩＣＴを活用した支援につい

て詳しく説明されています。特別支援学級編（兵庫教育大学）・通級指導教室編（宮城教育大

学）・通常の学級編（筑波大学）と場面ごとにまとめられています。 

 

「魔法のプロジェクト」プロジェクト（成果報告書）・アプリ紹介（ソフトバンク株式会社） 

プロジェクト（成果報告書） https://maho-prj.org/project/ 

アプリ紹介         https://maho-prj.org/app/ 

 全国の特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室、通常の学級等で、障害のある子供たち

にＩCT を活用して有効性を検証するプロジェクトです。学習に困難さのある子供たちのため

のアプリ紹介や多数の活用事例が報告されています。 

 

「特別支援教育におけるＩＣＴの活用について」（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_18.pdf 

それぞれの障害特性に応じた困難さや支援の方法について、障害種別ごとに１ページにま

とめられている分かりやすい資料です。 

  

 

 

★ＮＩＳＥのホームページ 

https://www.nise.go.jp/nc/ 

編集 情報・支援部 

   ＴＥＬ 046-839-6803 

      初版発行 令和４年１０月 

https://center.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/7421
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm
https://maho-prj.org/project/
https://maho-prj.org/app/
https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_18.pdf


令和４年度 難聴児の切れ目ない支援体制構築
と更なる支援の推進に向けた地区別研究協議会

8/24（水） 12/1（木） 12/16（金）

＜午前の部＞Zoomウェビナーによる全国配信
※全国どなたでも、複数回の参加ができます。 ※情報保障あり（手話通訳、文字通訳）

9:45〜 Zoom開場
10:10〜10:20 主催者挨拶・連絡
10:20〜10:55 厚生労働省・文部科学省 行政説明
11:00〜11:15    文部科学省モデル事業報告

11:25〜12:00 地域別支援体制取組紹介

岩手県の取組紹介 大阪府の取組紹介 島根県の取組紹介

＜午後の部＞Zoomミーティングによる地区別交流会
※対象は北海道・東北地区／関西地区／中国・四国地区とさせていただきます。

13:00〜14:30 地区別交流会Ⅰ
14:45〜16:15 地区別交流会Ⅱ

(地区別交流会Ⅰ)

北海道、青森県、岩手県
宮城県

(地区別交流会Ⅱ)

秋田県、山形県、福島県

(地区別交流会Ⅰ)

三重県、滋賀県、京都府
大阪府

(地区別交流会Ⅱ)

兵庫県、奈良県、和歌山県

(地区別交流会Ⅰ)

鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県

(地区別交流会Ⅱ)

徳島県、香川県、愛媛県
高知県

主催：国立特別支援教育総合研究所 （聴覚障害教育研究班）

第
２回

オンデマンド講義配信

参加申込者にオンデマンド講義等（15タイトル：裏面参照）の視聴URLをご案内します。
即日から視聴が可能です。研究協議会までに視聴して参加することをお薦めします。

https://www.nise.go.jp/limesurvey/index.php?sid=21539&lang=ja

難聴児の早期支援に関わる全国の担当者等の専門性の向上を図ると
ともに、保健・医療・福祉・教育関係者間の連携を促進します。

対象：全国の特別支援学校（聴覚障害）の管理職、乳幼児教育相談担当教員
全国の難聴児の早期支援に携わる保健・医療・福祉・教育関係者等

第
３回

第
１回

↓ 7/1 (金)受付開始 WEBフォームにてお申し込みください →

共催：文部科学省

静岡県の報告 岐阜県の報告 長崎県の報告

※「午後の部」の情報保障をご希望される方は、こちらから申し込みください。

https://www.nise.go.jp/limesurvey/index.php?sid=21539&lang=ja


オンデマンド講義等は、全国の関係者が視聴可能です。
講義１～８までは、「令和２年度難聴児の切れ目ない支援体制構築と更なる支援の推進
に向けた全国研修会」講義９～11までは、「令和３年度難聴児の切れ目ない支援体制構
築と更なる支援の推進に向けた地区別研究協議会」での開講講義です。

※全講義及び行政説明の動画に字幕が付いています。

講義１ （演題）障害の早期発見・早期支援の重要性

講義２ （演題）聾学校における乳幼児教育相談の現状と課題

講義３ （演題）難聴児への早期介入及び支援の必要性①（生理・病理の観点から)

講義４ （演題）難聴児への早期介入及び支援の必要性②（言語発達の観点から）

講義５ （演題）聾学校における乳幼児教育相談の在り方

講義６ （演題）聾学校における乳幼児教育相談の実際

講義７ （演題）学校経営における乳幼児教育相談の位置付け

講義８ （演題）難聴児への支援体制構築の必要性

講義９
（演題）聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する乳幼児を対

象とした地域連携

講義10

（演題）
１社会の変革に当事者団体が果たしてきた役割とろう教育への貢献
２聴覚障害のある当事者の視点による難聴児の早期支援体制への期待①
３聴覚障害のある当事者の視点による難聴児の早期支援体制への期待②

講義11
（演題）
１保護者の立場からの難聴児早期支援への思い
２難聴の兄弟を育てた経験から

講義12 （演題案）人工内耳装用児の最近の動向

行政説明
「難聴児の早期支援に関わる政策動向」
（厚生労働省・文部科学省）協議会当日に配信したものを公開

＜オンデマンド講義内容＞

• 講義12 ：９/1(木)配信開始予定
• 行政説明： 12/ 19(月)配信開始

国立特別支援教育総合研究所
聴覚障害教育研究班 山本 照井 井口 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５－１－１
電話：046-839-6883 E-mail：v-zenkokukensyukai2022@nise.go.jp

※令和4年度追加講義
９/1(木)配信開始予定



令和４年度盲ろう教育実践セミナー
ー視覚と聴覚の両⽅に障害がある盲ろうのお⼦さんの教育について⼀緒に考えませんか？ー

オンライン開催

◆ 日時・内容

◆ 対象

オンライン配信【Zoomを使⽤】

URLまたはQRコード先の特設ページからお申し込みください。
URL: http://www.nise.go.jp/nc/each_obstacle/overlap

◆ 開催方法

視覚と聴覚の両⽅に障害のある(他の障害を併せ有する場合も含む)
盲ろう幼児児童⽣徒の教育・療育等に関わっている、
あるいは盲ろう教育に興味・関⼼のある教職員等

◆ 申込方法

無料（事前申込制）◆ 参加費

チラシのイラストは盲ろうのお⼦さんの作品です。

回 ⽇時・内容 申込締切

第１回 令和４年（2022年）８⽉19⽇（⾦）15：30〜17：00
講義 「盲ろう教育の基礎・基本」

８⽉12⽇（⾦）

第２回

令和４年（2022年）10⽉30⽇（⽇）10：00〜12：00
講師：宮城教育⼤学 菅井 裕⾏ 教授
共催：特定⾮営利活動法⼈全国盲ろう児教育・⽀援協会（予定）
講演：卒業後の盲ろう児の⽣活を⾒据えた教育について

ご講演いただく予定です。
※講演は、情報保障（要約筆記・⼿話通訳）があります。

10⽉24⽇（⽉）

第３回
令和４年（2022年）11⽉10⽇（⽊）15：30〜17：00

実践報告・協議「盲ろう実践報告と協議」
11⽉２⽇（⽔）

主催：独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所

本セミナーはファーストリテイリング財団の
研究助成を受けて開催いたします。

◆ お問い合わせ

※盲ろう児が在籍する学校の先⽣⽅のご希望に応じて、
オンラインを活⽤した個別研修も実施しております。ご相談ください。

QRコードはこちら▶

本セミナーに関するご質問は、v-db-seminar2022@nise.go.jpに
お問い合わせください。



  

 ＮＩＳＥメールマガジン等のご案内 

●N I S E（特総研）では… 

最新の活動内容や特別支援教育に関する様々な情報を、様々なコンテンツ 

によりお届けしています。 

●NISEメールマガジン 

最新の活動内容や特別支援教育に関する様々な情報を、 

ご登録いただいている方に電子メールで毎月お届けする  

サービスです。 

１イベントのご案内 ２ NISEトピックス 

３ NISE’sコンテンツ 4 特別支援教育関連情報  等々 

●LINE 

NISEの最新情報をLINEでお届けします。 

・ セミナー、研究協議会などの開催案内  等々 

●特総研ジャーナル 

NISEの諸活動の成果である様々な”役立つ情報”を

紹介する年刊の機関誌です。 

（最新号）特総研ジャーナル第11号（令和4年4月発行） 

１ 令和3年度研究課題一覧 ２ 事業報告 ３ 諸外国の動向調査報告  等々 

●NISE Bulletin 

NISEの諸活動を英文にてご紹介する年刊の機関誌です。 

（最新号）NISE Bulletin Vol.21（令和4年7月発行予定） 

１ NISE’s Activities  

２ Recent Data on Education for Children with Disabilities in Japan , etc. 
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